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第
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第
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こ
海

記
記
」

の
道

第
第
を

こ

決
公

の

定
営

え訴のし

号
号
第

非

に
企

訂

不
業

申
か
と
が
以

１

２

を

様
様

こ
申
こ
立
ら
な
で
内

た
議

の
と
立
の
て
起
り
き
で

こ

っ

不
を
て
処
を
算
ま
ま
あ

３

４

存
知
を
分
し
し
す
す

担

備

服
管

３

条

決

が
理

月

第

定

あ
者

１

る
に

日

項

以

場
対

下

合
し

」

に
て

木

に

は
異

曜

、

処

、
議

日

分

こ
申

）

」

の
立

と

定
を

決
て

い

が
す

う

あ
る

教

中式 第 を」係関条

。

第

っ
こ

別

す
に
た
て
。
。
て
提
を
す
記

る
不
と
６
）
た
も
起
処
る
第

こ
服
き
月
を
だ
、

と
が
は
以
被
し

が
あ
、
内
告
、
分
こ
様

で
る
当
に
と
処
又
と
号
で
式

き
場
該
、
し
分
は
が
定
き
と

ま
合
異
北
て
又
決
決
の
な
す

す
に
議
海
、
は
幌
定
日
く
る

。
は
申
道
札

、
立

たっ

こ
て
訴
地
が
の
な
。

てし算起らか日翌の日

の
に
訟
方
あ
翌
り

服
管

式
式
条

正

が
理

か
中
第

決

あ
者

ら

１

定

る
に

別
第
項

場
対

以

合
し

」

記

に
て

第
条
に

下

は
異

関
、

、
議

号
係

処

こ
申

様
」

分

の
立

」

決
て

式
を

定
を

ま

と

が
す

で
第

い

あ
る

教

なきでがとこるす起提

う

なく

を

っ
こ

在
っ
す
に
た
て
。
。
て

り
、

通
た
る
不
と
６
）
た
も
し
処

知
日
こ
服
き
月
を
だ

の
と
が
は
以
被

又

以
翌
が
あ
、
内
告
、
分
分
は

下
日
で
る
当
に
と
処

か
き
場
該
、
し

定

処
ら
ま
合
異
北
て
又
決
決
の

分
起
す
に
議
海
、
は
幌
定
日

」
算
。
は
申
道
札

と
し

、
立

あ
翌

い
て

こ
て
訴
地
が
の

の
に
訟
方

う

）

等

考

課当

示
た
と

に

と
で

こ
が

不

を
き

服

知
ま

が

っ
す

あ

た
。

る

の日

場

翌

合

日

に

か

は

ら

、

算起

こ

北

、め改に」係関条 を」成平

し

す

処
対
に
裁
っ
日
ま

削

の

所
こ
ら
。

分
す
お
判
た
か 算

あ
決
て
に
と
起

が
る
い

が
海
分
知
し

っ
定
北
処
を

取
た
１

こ
あ
道
の
っ
て

た

を

を
た
代
消
日
年

と
っ
を

と
す
の
翌
経

知
こ
表
し
の

え
か
す

た
を
る
訴
日
過

っ

海北、に内以日

日
知
者は
を
ら
る

管業企営公道

削
条

。
理

っ

示
た
と

）

こ
が

る
関

と
で

。
係

に

を
き

」

不

知
ま

に

服

っ
す

改

が

た
。

あ

日

め

の

、

る

翌

場

日

平

合

か

成

に

ら

は

起

日

」

算

。すま
本

を

、

し

日

処
対
に
裁
っ
日

工

削

こ

ら

）
以

分
す
お
判
た
か

。

に
と
起

に
内

が
る
い
所
こ

定
北
処
を
算

不
に

あ
決
て

北

た
が
海
分
知
し

服
、

っ

１

あ
海

こ
あ
道
の
っ
て

が

消
日
年

る
道

と
っ
を
取
た

こ
表
し
の
を

場
公

を
た
代

企

っ
と
す
の
翌
経

合
営

知

す

は
業

た
を
る
訴
日
過

に

を
ら
る

、
管

日
知
者
え
か

話電

こ
理

っ
は

）線内

て

処分

日

が

以

海

内

あ

に
」
っ

、を

た

道

１

２

公

情

、り 第 を第条

訂
報

訂

北
起
算
処

１
た
、
提
起
と

て
の

よ
）
海
す
し
分

に
日

異
翌
知
こ
６
取

る
の
道
る

項

」

議
日
事
と
月
消

別
」

１

第

異てし対に者

記
を

訂

９
第

て

業

り

の

規

、

処

日

分

以

格

内

第

が

に

あ
」

４

、

第

を

）

条

っ

報
報

情
情

人
人

理

条
条

護
護

保
保

算
処

の
者

１
た
、
提
起
と

海
す
し
分

処
に

に
日
北
起

る
の
道
る
て
の

分
対

よ
）

あ
て

異
翌
知
こ
６
取

が
し

に

２

っ
異

議
日
事
と
月
消

項

改
別

第
に

が
以
し
め
記

第
お

で
内
の
、
第

条

こ
申

申
か
と

２

き
で
訴
同

の
て
起
り

と
立
こ
立
ら
な

を
て

求

求
示

を

請
開

正

正
の

報

た

箇

る
け

る

係
受

め

に
を

正

人
日

所

個

号
条

を

第
様

求

中
１
式

め

項

る

第
」

箇

に

所

」
第、条

、

改

関

に

条

例
例

由

第
第

本
た

項
項
２
２

第
第

条
条 書し

文
だ

い

式
様

項
て

ま
あ
え
様
号

１

。
て
提
を
式

」
準

す
っ
を

記

、
す

た
も
起
別
中

に
用 る

だ
、
す

同

し
処
る
第
第

期
条

、
分
こ
様
関

を
例

処
又
と
号
条

間

又
決
で
式
係

延
第

分
は
が

す
を

す
条

は
定
き
と
」

長

定
日
く
る

る
第

決
の
な

し
し
す

知
を
処
を
算
ま

２

）

た
る
に
た
て
。

っ
す
分

と
服
き
月
を

日
こ
不
と
６

、
内
告

翌
が
が
は
以
被

の

し

か
き
る
当
に
と

日
で
あ

す
合
異
北
て

ら
ま
場
該
、

申
道
札

算
。
に
議
海
、

起 て

、
立

幌

し

は

日月年

外号

を」係 第 第、条

記別を式様同、め

関条

第

第

」

理
を

」

と

係

式様号

を
項

が
の
な
。

あ
翌
り

っ
日
ま

条
」

ら
。

係

長

た
か
す

関

延
を

こと
起

」

区
第

を
算

に

分

っ
て

め

延
第

知
し

改

、
条

日
年

の
項

た
１

、

長
２

の
を

平

」
」

過

」

、

延

、

翌
経

成

に
に

こ
て
訴
地

日

以

処
対
に
裁

日

の
に
訟
方

に

が
る
い
所

内

分
す
お
判

北

っ
定
北
処

、

あ
決
て
に

道

こ
あ
道
の

海

た
が
海
分

営

を
た
代
消

公

と
っ
を
取

業

っ
と
す
の

企

知
こ
表
し

管

た
を
る
訴

第 号

」

、に」 第

由

。るす

１

」

第条

個道海北

か
す

を

長

ら
る

削

区

第

起
と

り

分

算
処

、
条

し
分

第

て
の

第
１

北

項

６
取

海

月
消

条
」

個道

は
を

理

日
知
者
え

」

第
を

者

っ

対

に
日
北
起

に

１
た
、
提

て

る
の
道
る

し

よ
）
海
す

議

議
日
事
と

異

異
翌
知
こ
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２
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送移４

条護保
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送

求
容
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内

移
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年

別

記

求
請

」

記

平

第

求
者

第

成

８

の

９

」

号

本
資

号

を

様

ん

格
人

様

削

式
考

で
確

当囲

式

り

の

は
該

す

確

、

、

に

に

を

２

３

平

５

成

訂

本

成

正

人

本
年

年

を

日たしを

等課当担た

報

由

情

理

人

た

個る

し

係

付
定

日
規の項

月
１第条 次

れ
、

さ
り

で
よ

け
に

様

個
の

事求請示開

た

く
認

、

次
」

だ

認

に

第

を

」
」

さ
を

次

８

い

に

の

条

。

、
担

６

３

関

備

）

様

係

請
７

式

）

求

当

」

を

者
受

加

の

え

理
課

る

本

。

で印○を号番る

等
年
人確

囲

」

を

の

人
被

考

３

求

氏

の
後

月

め

名

未
見

る

及

成
人

日

者
別

内

び

年
の

容

住

木

所

又

」

曜

は
該

を

」

日

を

）

に

３

、

訂

４

５

正

本

か

を

人

り

海
情
お

北
人
と

日月年

示
を

営
開
案

公
の
事

道
報

理
に
し

管
求
送

業
請
移

企

年

、
、

て
で

い
の

者
つ
た

北
通

書知通送移案
第

月
認

に

」

」
を
日
に

９
を

め

、
」

改
担
、

６

同

８

様

請

当
式

受

を
課

求

別

資
付

第記
等
年
格

」

ら

め

氏

求

の

９

る

名

ま

内

及

で

容

び

」

住

を

」

所

に

か

に

６

、

」

及

ら

３

、

４

ま

び

成
当
ん

４

北

で

本
年
す
で

情

条

１

２

開

意

り

３

」

」

道
し
海
知

開
報

報

北
例

情

号
日

情
。

印
人
す
個
ま

月

件
護
決

北

本
保
示
報
開

報

道
に
開
条
定

海

確

号

月

様
に

認

式
、
日
」を
」

と
９
に

し

改

、
備

７
、め

別
記別

注

第

な
本
り
不

号

件
ま
明

人
被
る
く

に

を
の
後
番
だ

、

未
見
号
さ

４

海

成
人
を
い

及
年
の
○
。

５

び
者
別
印
）

５
又

で

請

」

道

関
お

５

６

公

先出提の書見

移
及
け

備

の

海
第

由理るすを示

〒

示
に
請
含

内

道
規

に
れ

人
の

求
ま

容

個
条 に

る
い
関

報
定

係
て
に

情

例
に

人

る

護
よ

個
る
す

保

る

人
す
請
第
係

個
関
示

情
る
求

保
報
係
第
見

報
情
に
条
意

条
含
個
項
」

護
が
る
２
書

に
れ
情
規
よ

例
ま
人
の
に

い
を
に
、

基
て
報
定
り

様

、
個
の
り

き
る
次
よ

づ

様

開
す
な

式

請

は

示
。
点

求

、

第

に

担

て

等

係

い

課

関
個

つ

当

条

移

問

報

、

お

情

は

に

）
人

担

送
び
る

開

を

合

の

送

い

受
該
当

を
当

報

関
実
機
等

た
施
課

け
実
部

実機
に

考

施

由
御

人
理
、

）－

関機施

海

に
よ
見

北

報
に
意
年

情

公

い
開
お
月

道
年
つ
り
を

日

企
月
開
す
き

営

て
示
聴

で

管

請
こ
ま
ま

業

示
る
し

に
が
に
の
に

理
日
求
と
す

り
し
、
返

次
あ
対
で
御

者

だ

た

く

に

け

せ

示

受

わ

の

関

。

意

機

い

る

施

さ

係

実 示開

書

て

会

い

照

お

見

に

部

話

話

電

電

決

日

号

内

内

外

し
、
紙
く

年

と
ま
て
別
送

り
た
北

だ

お

情
。

道
人
い

月

。
海
個
さ

定

本

第

情
の

日

人
報

印

個

る

格

す

規

を

業

等

工

）

）

線

線

に

）

と

４

号

こ

第 号

）課



て

注

平

２
な
く

成

の
お
だ

欄
、
さ

年

有の

見

思

意

意

３

は
２
い

る

示

開
に
す

開

報
関

１

２

年

請
ま
情

決

示
含

紙別

備４

営公道海北

担

３

、
の
。

月

該
欄
当
で

日

るす
、

木

方
有

曜

を
」

日

○
を

）

で
ん

ん
囲

囲
で

で
印

印
○

が

示

示

障

障

無

開
支

開
支

る

る

る

れ

れ

あ

あ

さ

さ

が

れ
報

定

と
分

と
由

部

理

る

月

係
い
内

対

に
て
の

に

求 人
己

反

個
自

る

る
る
容

す

連
会照でけ付

情
に

対

日

理管
住
氏

業企

先
あ

絡
の

人個

者
所
名 の

そ
そ

報

人
人

情

様
法
法

団
団

示

の
の

開

他
他

の

の

）

考

等課当

は
い
に

さ
合

だ
場

く
だ

電

意に欄の３、
。

を

本

見

日

北

いつに件たっ

無有

具

工

号
お

番
と

話
の

電
次、て

あ
あ

定

に
に

決

体
体

回り

、

る

は
は

て
て

係

っ
っ

に 書

所
及

務
称

見

事
名

意

、 又
び

工

業
者

本

年

事
表

日

は
代

話

に

格

的

規

体

業

）線内

海

し

）

載

４

記

道

こ
不
議
す

１

２

公

審
立
で
の

こ
と
服
申
の
こ

し答

開

担

備

４

５

６

の
を

の

開
号

開

番
２

３

。すま

）

格

所
名

規

月

の
氏

業

所 在

情
お

１

人
と

）

）

４

日

地

の
個

開
報

す

報
り

情

関

第記別 号

法
及
御
分

開
知
査
て
、
処

決
た
に
び
了
に

示
っ

報

づ
れ
く
服

定
日
基
こ
承
不

の
異
基
さ
あ

以
翌
く
に
だ
が

か
議
づ
い
る

下
日 起

立
執

合

処
ら
申
く
。
場

し
を
停

は

」
算
て
行

に

分

実

当

を示

い
て
す
止

、

と

決

示

示

日

等

考

るす

課

施

理

日

た

月

し

年

を

定

定

決

含

情

開
人

示
に

る

び

由

及

の

請
報

求
ま

報

年
示
情

請

月
に
開

係
て

内

求
の

に
れ

に

い
決

個
る

つ
示

る
い

容

け
北
し

付
、
を

日
て
定

人

個
で

道
の

の
海
た

式様 第
の報情

）

様

人
係関
個

条

る
が

こ

開

う ）
以
と
さ

処

。
日
こ
な

の

不
に
で
な

が

に
内
が
れ

分

が
北
ま
っ

っ

服
、
き
か

あ

る
道
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と

こ

あ
海
す
た

た

合
営
開
は

を

場
公
、
き

と

に
企
示
、

知

号

、
管
実
該

た

は
業
を
当

っ

外

日月年

話電

知
情
通
人
、

け付日月年

条
す

道

護
ま

海

保
し

北

報

企

第

営

例
。

公
に

者
る
１

理
す
第

管
関
条

業

る係に定決示

報
の

情
項

こ
理
施
情

日

書知通

第

の
者
す
報

分
対
日
開

に

処
に
る
が

１

が
し
ま
示

よ

号

っ
行
に
れ

異

あ
て
で
さ

る

た
政
異
ま

議

に
含
定
が
規

号第

）線内

る
次

印
い
、
て
り

れ
よ
ま

号
日月

第
年

個
の



担

送
び
る

移
及
け

関
お

５

送

送

移

移

移

２

３

４

を
当

例

訂
報

条

情

護

１

保

し

送

請
内

第

正
の

年

記別

別
第

記第
号様

号
式

が

申
か
と
が
止
処
又
と

様

立
ら
な
で
が
分
は

平

て
起
り
き
な
又
決
で

成

を
算
ま
ま
さ
は
定
き

し
し
す
す
れ
決
の
な

年

等

た
施
課

け
実
部

受
該
当

関機施実機
に

施
関

実
機

た

当

た

し

担

し

た

を

を

電

求
容

電

由

日

等課

理

の

個

項

る

月
１

係

第

に

条 り
で
よ

け
に

付
定

日
規

人

式

個
の

た
次

れ
、

さ

を
第
次

）

様

正

う
係

よ
関
訂

の
条

日
く

事

。

求

るめ

請

改に

た
て
。
が
な
定

３

と
６
）
、
か
が
の
な

月

き
月
を
開
っ
あ
翌
り

は
以
被
示
た
っ
日
ま

日

、
内
告
を
と
た
か
す

当
に
と
実
き
こ
ら
。

木

該
、
し
施
は
と
起

曜

異
北
て
す
、
を
算

日

議
海
、
る
当
知
し

）

情
た
１

申
道
札
日
該
っ
て

立

幌
ま
が
の
を

て
訴
地
で
報
日
年

部
話

に
訟
方
に

日月年

話

線内

の
事

報
り

情
お

人
と

線内

に
し

求
送

請
移

正
を

訂
案

北
通

、
、

て
で

い
の

つ
た

企

通

営公

送

道

移

海北

案

者

書

理管

知

業

裁
処
開
翌
経

工本

第
年

日

す

す
お
判
分
示
日
過

対
に

取
れ
ら
る

る
い
所
の
さ
か

定
北
処
消
ま
起
と

決
て
に

の
し
分

が
海
分
し
す
算
処

を
取
訴
で
て
の

あ
道
の
の

月
消

た
代
消
え
、
６
取

っ

の
び
了
以
し

こ
表
し
及
御

訴

を
る
訴
こ
承
内
の

と
す
知
者
え
れ
く
で

北

５
課

）

っ
は
を
に
だ
あ
え

訂
容

訂

担

内
２

３

４）

備

情
。
人
す
個
ま
道
し
海
知

内

づ
し

の

基
知

１

に
通

報

格規

月

業

き
ま

提

）４

号
日

印

記別

別
第

記第
号

い
て
提

た
、
提
基
さ
っ
を

海
す
く
。
も
起

日
北
起
づ

）

海

だ
処
る

の
道
る
執
た
、
す

事
と
停
し
分
こ

翌
知
こ
行
、

日

道

に

６

注

公

正

正

考

件
り
明

備

本
な
不

及所

月

課

箇た

年

し

当

を

正
。

を

訂
す

供
容

び

日

等

り

情

あ

人

が

個

求

た

請

し

付日月年
おとの次、

報

供
り

提でけ

様

号
式

式様 の
第
次

）

様

人

の
係
次
関
個

に
条

訂
ま
な

加

報

を式

情

様８

請
。
は

正
す
点

報

等

考

い

部

つ

当

に

担

求

、 合

送

い

移

問

、

お

は

に

て

話電

を

たしましを正訂

日月年

個たしを
例条同、での 第
海北ていつに報情人

道

実

海北

。

正

る

訂

え

道

書

理管

知

業企

通

営公

施

者

さ

実

だ

た

く

け

せ

受

わ
日

訂ていおに関

。

機

い

施 正

号

等

外

）線内

人個
、りよに定規の条

印

月
第
年

例条護保報情

格規業工本

号
日

の

）４

第

定決 をす

号

とこる



７

８

９

平

請

受

担

成

求

年

次

５

６

付

後
○

の

見
印

請

本

６

人
人
で

か

求

の
の
囲

利
び

本

定

及

法

２

３

４

ら

情人個

理

人

用

用
理

代

利

２

１

北

第

報

人

の

停

停
由

用

公

道
の

利

道

海
項

海

北

企

人
定

停

営

個
規

第記別 式様号

当

３

資

月

年

格

日

月

課

確

曜木

認

日

等

）日

代定法

未
別
ん

者

成

で

ま

の

当
だ

年
該
く

で

者

本

又
す
さ

人

の

は
る
い

欄

成
番
。

確

は

年
号
）

認

、

被
を

入記

転
券

必

運
旅

るす

を

を

氏

に

止

止

免

要

所住
び

め

め

請

及

求

求

る

名

よ

容

所

場

箇

内

住

の

る

る

求

開の

次

名

、は

氏

に合

所

業

情
に

の

日たけ受を示

、

求

理

保
り

請

管

報
よ

止

と

係

様

例
の

条
次

に

者

護
お

る

第 又
報

項
情

１
人

第
個

条
り

第

理

利報情
）
人
係関

個
条

話

人

電

月

）

年 日

その

北

年

り

成

証

あ

未

許

は

他

内

んせ

者

ま

保
他

康
の

健
そ

。

険

の５び及４

話

成

被

電

の

の

だくてし入記もに欄

第
停

連
条
用

同
利

住
氏

は
請

年

項
を

先
２
止

所
名
絡

準
す

て
ま

月

い
し

お
求

に

停用

番
る

話
す

日

電
用
。

書求請止

線

工本

年

日

）

海

）

道

由
期

公

証

後

者

被

険

年

保

延
及

３

例
す

号番

条
定

２

）

人見

個

条
長

１

護
延

。いさ

北

例条
号
同

第
た

利
人

例
し

第 条
第記別

３
ほ

報

号

格規

月

業

か
開
一

注

）４

日

１

２

長延び

請
険
法

備

保

報

期時定

理

決

時定決の後

る

理の長延、分区長

由

決

海
第
道

項
情
１
間

人
第
期

個
条
定

年

分区長延

護
規

保
に

報

の

用
情
停
報

通

請
内

第
、

止
の

年
条
で

係

の
し

に

月
項
知

求
容

２ よ
利
に
。

日
定
す

る

規
ま

請
次
止
、
停
り

用

様

示
部

式

受
示
を
開

け
決

第

た
定

の
書

係

と
知

関
個

こ
通

条

示

報

認
提

情

確
の

）

様

人

格資のそ、

用

必
を

利

が

停

要
求

類書るす明証を
人

際
保
理

の
被
代

求
の
定

、
る

、
証
よ

は
者
に

に
険 等

又

考

で
券
求

人
旅
請

本 と
提
者

こ
を
死

る
）
は

あ

年

外号

北
北

月

個
個

道
道
海
海

日

人
人

か

報
報

情
情

ら

第
第

例
例
条
条

護
護
保
保

年

海
っ
り

北
あ
お

の
と
求
の 止

営
人
停

公
個
用

道
た
利

つ
か

管
に
る

業
報
す

企
情

な
め

、
か

て
う

者
い
ど

理

が

定

に
と
合
こ

決

場
る

止

人
ま

延

個
り

間

、
あ

期

は 示

書

開

知

報
。

通

情
す

長

出提を）等本謄籍戸
決
は又、し

人

証
し
個

を
出
の

提
定

日

提
に

る
は
報

す
又
情

明
、

必
て
請

に
し
る

め
示
係

た

合

書
さ
場

な
だ
の

要
く
求

月

。
に

類
い

第

日

号

２
２

第
第
条
条

月

文
だ

本
た

項
項

日

し

ま

書

る
個
す

道
定

海
決
北
を

で

第
年

保
を

報
間

印
情
期

人

格

又

規

月

書

業

知

工

通

本

は
てし示

情

）

人

４

号
日

個
。いさだく

証

の

許

１

免

注

転

、

運

は

康

の

健

類

、

書



及

理
す

２

３

４

担５

備６

用
内

部

と

利
び

利

一
由
る

用

条

の

１

護

た

停
容

利
一
き

通

用
び

第

、

利
及

例

で

所
停
内

条

知

第記別 様号

年

式

４

５

平

担

備

成 年

み

止

用
部
の

停

等課当

考

入

年

す

止
用
記

を

止

停
利

る
を

箇

す
止
）

月

る

を
停

求

１

ま

を

第

し

止
容

所

日

に定

箇

規

た

の

。

め

項

す

との次、りよ

月

第

用

）

様

利

人
係

日

関
個

条

当

の

用

求

利

請止

報

停

情

月３

課

日

等

考

）日曜木

話電

の
利
そ

りお

日月年

線内

止
止停用

停
利の部

用
一

た
海

止

っ
北

停

あ

るすを

報
企
情
営

定

人
公

決

個
道 者

書

い
理
つ
管

知

に
業

通

て

話電

工

海

本

第
年

北

日

、

内

北

とこ

利

担

２

３

備４

）

線

し
条
知

１

護
通

し定決と

人

規

月

個

業

道

第
ま

利

例

情

格 ）

保

４

号
日

報
印

第記別

が
以
し

なと
で
内
の

号

）

り
き
で
訴

道海

っ
異

申
か

１

２

公

申
の
て
起

こ
た
議
こ
立
ら

課

しを止

当

停用

考

の
こ

す

用

由

等

理いな

停

月
項

求

１

を

第

止

年
条
。

利
に

所

日
定

箇

規

た

の

め

請
次
止
、
停
り

用
よ

様

様

ま
あ
え

式

。
て
提

す
っ
を

た
も
起

第

だ
、
す

係

、
分
こ

関
個

し
処
る

条

で

情

分
は
が

）
人

処
又
と

非

決
の
な

報

は
定
き

又
決

てしと告被を）。すま

立
処
を
算

幌
定
日
く

札、

た
て

用
を
て
分
し
し

利
と
停
知
を
に

報

る
服
き
月

止
っ
す
不
と
６

、
内

定
日
こ
が
は
以

決
た の
と
あ
で
場
該
、

以
翌
が
る
当
に

か
き
合
異
北

下
日

す
は
申
道

処
ら
ま
に
議
海

」
算
。
、
立

分
起

り

北
あ
お

の
と

求
の

話電

人
停

公
個
用

道
た
利

海
っ

管
に
し

業
報
を

企
情
止

営
、
と
て
こ

者
い
い

理
つ
な

日
ま

用

あ
翌
り

が
の
な

利

起

止

こ
ら
。

た
か
す

停

っ

通

っ
て

知
し

定

を
算

決

と 翌
経

の
を

書

日
年

知

た
１

取の分処に所判裁方地 のし消
訟

と
し

こ
て
訴

訴
日
過

日

処
対
に

い
て

の
に

う ）
以

が
る
い

。
日

分
す
お

不
に

っ
定
北

に
内

あ
決
て

が
北

こ
あ
道

服
、

た
が
海

る
道

を
た
代

あ
海

と
っ
を

合
営

っ
と
す

場
公

知
こ
表

号

に
企

た
を
る

外

し
道
定

海
決
北
と

）線内

保
、

報
で

印
情
の
人
た

個

と

業

ら
る

工

か
す

本

第
年

し
分

格

算
処

規

月

起 月
消

）

６
取

４

号
日

て
の

知
者

とこるす起提をえ

は
業

日

第

、
管

っ
は

こ
理

１
た
、

の
者

に
日
北

処
に

よ
）
海

号

が
し

異
翌
知

分
対

る
の
道

あ
て

議
日
事



４

５

平

担

備

成 年

申

問

報情人

議異

諮

２

３

。

異

定
す

規
ま

１

の
し

の

年
り

申

よ

議

に

第記別

と
が
以
し

な
で
内
の

号

り
き
で
訴

様

ま
ま
あ
え

式

あ
て

申
か

１

２

す
す
っ
を

議
の
て
起

こ
っ
異
こ
立
ら

し
し

非
こ
申
処
を
算

の
た

当

利
と
立
分

月３

課

日

等

考

）日曜木

容

日

内

た

の

し

て立

を

電

次

て

、

立
定決び及容内

日
り

個

お

る

と

係

月
の

に

報
異
情

の
道

け
海

様

付
北

。
。
て
提

立
開

申
公

議

）
た
も
起

第

を
だ
、
す

、
分
こ

関
審

被
し
処
る

条

分
は
が

）

と
処
又
と

係

告 、
は
定
き

て
又
決
で

査

し

な

幌
定
日
く

会

札
決
の
な

た
て

方
あ
翌
り

諮

地
が
の

停
知
を
不
と
６

用
を
て
に

る
が
は
以

止
っ
す
服
き
月

当
に

定
日
こ
あ
、
内

決
た の
と
る

で
合
異
北

以
翌
が
場
該
、

か
き
に
議
海

下
日 起

す
、
立

処
ら
ま
は
申
道

分
し

の
に
訟

」
算
。
こ
て
訴

話

と

内

北

海
に
個

北
て
・

日月年

線

保

営
て
報

公
い
情

道
つ
人

道
査

管
海
審

業
北
護

企
、 報

問
情
諮

人
に

者
個
会

理

判
た
か
す

裁
っ
日
ま

保
し

算

通

に
と
起

所
こ
ら
。

問

１

知

の
っ
て

分
知
し

処
を

経

し
の
を

書

消
日
年

取
た

の
翌
え
か
す

本

第
年

訴
日
過

日

お

い
て

処
対
に

を
ら
る

工

分
す

う ）
以

あ
決
て

。
日

が
る
い

不
に

た
が
海

に
内

っ
定
北

が
北

と
っ
を

服
、

こ
あ
道

る
道

知
こ
表

あ
海

を
た
代

合
営

た
を
る

場
公

っ
と
す

）

は
業

っ
は

に
企

日
知
者

道海

６

公

定
決

開

担

決
る

３

４

５

備

印
第
、
例
で
条
の
護
た

異

通

報

人
個
申
た

情
情

２

条
知

提
起
と

業

情
人
立
情

１
報

す
し
分

格

起
算
処

規

月

）

こ
６
取

４

号
日

る
て
の

決

異

るす

１

対

と
月
消

こ
理

に
日
北

、
管

１
た
、

処
に

る
の
道

の
者

よ
）
海

が
し

議
日
事

分
対

異
翌
知

第記別 号

報

示

議

定

考

理

実

立
下
の

当

を

申
却
）

対
棄

す

課

に
は
由

施

て
又

報

に
の

る
す

日

等

す
却

る

非

載
ち

報
が
）

記
う

情
人

示

ち
示

れ
開

う
開

さ
、

の
め

人
る

異
求

個
す

、
を

た

報
議

に

申

定

議
たし定決示開

と

る

の

係

次

に

り

て

よ

立

る
示

す
開

様

関
り
に
お

個

報
実
情
を

式様 第
第 申議異

）
の
係
者
関
三
条

話電

て立

号

日

外

北
ま
る

含
す
が
施

日月年

し

公
い
と

道
て
と

海
れ
こ

情
た

業
人
し

企
個
ま

営
る

通
つ
、

者
に
で

理
報
の

管

開の報情人個る係に

い

書知通示

線

本

内

日

第

）

工 規業 格

号

）４

議
す
異
ま

、
し

第
年

て
知

本

に

号
日

て
印
立申
。

月

格規業工 ）４



示

定決

開

担

る

４

５

備６

報

異
定

情
情

決

２

３

を

）

に

に
の

議

１
報

し

の
関

記
う

申
原

）報情

議
す

人
個
申

月
異
ま

１

る

議
報
情
人

申
。

異
情
人
立

申

報
が

日
立
付
て

第記別

平

様

成

号

年

式

るす

課

由

施

理

実

の

当

考

て
分

す

載
ち

立
処

電

日

等

対
変

情

れ
開

に
を

る

さ
、 る

る
す

個
す

す
更

報

た
示

け
に

立
非
の
開
、ちう

人

す

に
示
ち
を

対

て
開
う
示

る
し
異
め

第
る

係
と
、
求

り
号
よに定

個
た
議
た

決

す関に
示
と

開
の

非
次

で
お

が報情る 含

３

第

月

条

日

関
異
係

木

）

様

議

曜

申

日

立

）

個る係にて

日月年

話

工本日

示
を

開
示

部
開

一
り

線内

し
こ

を
る

定
す

決
施

）
実

れま
が
ま

た
し

し
と

ま
と

いつに報情人個るいて
道

報

海

情

北

人

、
、
し

て

知

管

通

業

示

企

開

営公

の
第
年

者

書

理

北

格規業 ）４
し
の

こ
あ
対
こ

が
に

１

２

め

）

の
っ

１
。
記
こ
し
。

る
別

算
す

え
翌
年

第
の
て

訴
の
を
日
を

５
決

、

。

あ
対

異
日
は

す
１

２

北

てし算

議

こ
っ
し
こ

）
申

の
た
て
の

の

に
通
分
、
処
で
該
の
当
た

号

係
知

北

北
）
別
別

海

海
の
記
記
こ

道

北
道
一
第
第
の

企

海
情
部
２
４
決

年
業

月

海

号
日

印

道

の

海
る
平

こ

北
め定

公

規

道
。
成

附

部
こ
異
分

一
た
て
処

則

情

立
服

示
を
申
不

開
と
議
に

た
を
あ

定
っ
て
が

決
知

こ
合

下
の
る
場

以
日
す
る

翌
で
、

分
か
が
は

処
日
と
に

」
ら

過

様
に
以

提
か
経

号
定
日

服
に

す
起
す

式
不
内

起
ら

こ
し
と

が
、

る
算
る

中

分

成
る
海

と
て
処

平
あ
北

合
公

で
月
の

」
場
道

が
６

ま
内
消

削
に
営

き
以
取

を

の

、
、
業

す
で
し

り
は
企

処

翌
海

た
っ
訴

こ
管

。
あ

開
と
議
分

日
道

立

非
こ
異

ら
事

を

示
を
申
に

か
知

て

っ
て
服

起
と

し

決
知
立
不

と

た
を
が

算
な

た

定

る

て
ま

き

以
日
す
あ

し
り

、

翌
こ
場

６
す

は

下
の
る

に

以
）

当

処
日
と
合

月
。

」
ら
で
は

内
を

該

分
か
が

異

営公道海北、に内以日 管

議

と
起
き
、

に
被

業企

道
報
を
号
号
定

管

情
公
次
様
様
に

理

報
開
の
式
式
不

規

公
条
よ
及
中
服

程

開
例
う
び

が

第

条
の
に
別
平
あ

４

例
施
改
記
成
る

号

す
３
を
合

の
行
正
第
」
場

り
は

行
関
る
号
削
に

施
に

こ

関
る

式
、
、

に
す
。
様

す
北

中

は

報

年

則

平

開

月

、

公

３

報

成

条例

日

日

関

１

に

月

行

４

施

年

の

と
起
き
こ

施

北

ら

る

か

す

。
分

う
し
す
処

い
算
ま
の が

。
て
）

こ

服
内

た

不
以

っ

に
日

あ

海

知

る
北

を

あ
、

と

が
に

え

の
理

に
公

た

合
道

っ

場

提

定
に

し
も
を

決
者

だ
て

す

あ
し

処
処
起

が
対

、
、

こ

た
異

又
又
る

っ
て

分
分

が

と
申

決
決
と

こ
議

は
は

き

知
て

が
の
で

を
立

定
定

く

た
す

っ
の
な

っ
を

あ
日

こ

、
告

こ
日
な

日
る

た
翌

う
し
す
の

北
と

申

い
算
ま

道
て

て

。
て
。
処

海
し

立
分

）に
日

が

、

に
っ

訟
幌

す

不
以

あ

訴
札

対

方

決

が
に

た

に
地

る

服
内

る
北

と

い
裁

定

あ
、

こ

お

知

北
所

あ

場
海

を

て
判

が

者理

に
公

っ

海
に

っ

合
道

をて立申議異てし対に

海

の
る

は
営

た

道
処

た

す

る

」

が

海
企

成

定

北
道

平

決

業
規

削

っ

企
局

を

あ

道
業

規

。

こ

局
程

る

た 知

の
成

を

程
平

と

一

公道海北

を
北

た

部
年

っ

海

者

改
海

日

理管業企営

程規局

。

業

る

企

す

道

行

正改を部一の

号

す

外

、
企

は
営

日 る

処
理

よ

の
管

に

こ
業

１

ま

翌
と

と
か
り

の
こ

分
者

。

か
で

知
起
す

日
が

を
ら

日
て

起
ま

た
し

ら
き

っ
算

と

、
企

日

を
分

こ

を

」

」

こ
業

代
の

に

す
消

知

の
管

１

表
取

を
者
の

分
者

よ

る
し

っ

処
理

がとこ

改に

」
が
に

る
た

す
企

翌

正
道

の
をまきで

起

程
理

ら

規
管

か

る
業

日

る

一紘原笠小

３第程規

第

程規 を次

号

うよの に



異
日
は
訴
の

平

議
）
、
え
翌

成

申
の
北
を
日

立
処のこ２

翌
海
提
か

年

分
て
日
道
起
ら

記
こ
し
。

あ
対

別

算
す
１ の

た
て

第
の
て

こ
っ
し

７
通

議

。るめ
号
知
日

不
こ
異

は
訴
の
１

２

様
に
以

存
と

海
こ

）
、
え
翌
年

北

異
日

経

申

道
の

の
北
を
日
を

議

起
ら
過

立

公
処

翌
海
提
か

め

て

営
分

日
道

記
こ
し
。

る

る
別

算
す
１ の

合

経

第
の
て

こ
場

を
。
過

６
決 に
以

文
は

す

号
定
日

公
に

提
か

議
の
北
を
日

異

る

様

す
起

立
日
道
起
ら

申
翌
海

を
ら
事
る
算

て
か
知

３

を
か
知
す
起

月

し
ら
事
る
算

た
起
と
こ
し

日

き
し
り
が
６

と
算
な
と
て

木

は
て
ま
で
月

曜

、
６
す
き
以

日

当
月
。
ま
内

）

異
内
を
。
あ

該
以
）
す
で

申
、
告
だ
て

議
に
被
た
っ

はに合場るあが服不に

を
申

の
立
北
と
し
も

こ、

中
服
に

通
知
立

式
不
内

在

が
、

知
っ
て

平
あ
北

た
を

道

下
の
る

成
る
海

以
日
す

を
合
公

翌
こ

」
場

企

分
か
が

削
に
営

処
日
と

起
き

、
、
業

」
ら
で

り
は

し
す

の
理

い
算
ま

こ
管

と

企
に

か
知
す
起
す

通
者

う

と

し

業
不

ら
事
る
算
る

を

と
て
処

た

管
服

起
と
こ
し

し
り
が
６
分

と

理
が

算
な

に
る

て
ま
で
月
の

き

者
あ

消

、

対
場

６
す
き
以
取

は

す
で
し

当

し
合

月
。
ま
内

内
を
。
あ
の

該

て
に

以
）

議
、

に
被
た
っ
訴

異

異
は

を

申

申
こ

、
告
だ
て
え

議

内

書
、

立

立
の

北
と
し
も

の

処

中
服
に

の
こ

と

式
不

分

が
、

存

る
海

を
分

の

平
あ
北

否
処

ら
あ

消

」
場
道

明
が

取

成

の

削
に
営

か
っ

し

を
合
公

、
業

し
こ

訴

り
は
企

に
た

理

い
を

を

こ
管

な
と

え

、

と
こ
し

起

決
者

決
知

提

の

り
が
６

た
算
な
と
て

し
起

す
き
以

き
て
ま
で
月

と
し

）
す
で

、
月
。
ま
内

は
６

被
た
っ

該
内
を
。
あ

当
以

と
し
も

議
、
告
だ
て

異
に

て
処
処

立
海
し
、
、

申
北

て
処
処

て
海
し
、
、

て
道

、
分
分

に
道 訟

幌
は
は

す
訴
札
又
又

対
お
方
定
定

決
に
地
決
決

る
て
判
あ
日

が
い
裁
が
の

定
海
に
た
翌

っ
北
所
っ
の

あ
を
分
と
か

こ
道
処
こ
日

た

北

知をとこたっあが分処

て
。

代
の
を
ら

と
日たっ

知
に

。

が
対

） 服
内

っ
て

不
以

あ
し

に
日

と
申

あ
、

こ
議

が
に

た
異

合
道

知
て

場
海

を
立

る
北

日
る

は
営

た
す

に
公

っ
を

、
提

翌
と

こ
業

の
こ

、
企

て
処
処
起

て

て
処

海
し
、

す
が

、
分
分
す

に

を
分

道

こ

す

る
あ

訴
札
又
又
る

対

決
決
と

る

こ
っ

訟
幌
は
は

お
方
定
定
が

決

と
た

に
地

で
と

い
裁
が
の
で

定

が
こ

な

あ

き
を

て
判
あ
日
き

が

た
翌
く

っ

ま
知

北
所
っ
の

道
処
こ
日
な

た

す
っ

海
に

と
日

を
分
と
か
り

こ

。
た

す

定
に

定
っ

代
の
を
ら
ま

る

が
対

た

と

っ
て

下
の

こ

あ
し

以
日

が

た
異

翌

き

と
申

分
か

で

こ
議

処
日

く

知
て

と
起

な

を
立

」
ら

り

た
す

う
し

な

っ
を

い
算

ま

日
る

。
て

す

の
こ

）

に

、
分
分

。

翌
と

に
日

す
訟
幌
は
は

対
訴
札
又
又

決
お
方
定
定

る
に
地
決
決

が
て
判
あ
日

定
い
裁
が
の

っ
海
に
た
翌

あ
北
所
っ
の

こ
を
分
と
か

た
道
処
こ
日

を
表
取
知
起

と
代
の
を
ら

表
取
知
起

を

知
す
消
っ
算

る
し
た
し

っ
す
消
っ
算

知

海

改に
た
者
の
日
て

道

北

北
海

海
平

道

公

道
成

監

るよに１

監
査

分
者

か
で

処
理

日
が

の
管

改

情

を
」

起
ま

が
に

ら
き

る
記
記
保

の

め
別
別
報

こ 規

起
す

附

審

程

算
る
。
第
第
護

８

算
。

知
１

表
取
知
起
す

を
よ

る
し
た
し

っ
に

す
消
っ

２改に

」

る
た
者
の
日
て

、

し
る
情

異
日
は
訴
及
で

以

議

て
日
報
こ

）
、
え
び

き

が
に

か
で

服
内

日
が

不

び
示

を

」

」

起
ま

あ
、

ら

に
ま

っ

れ
れ

６

６

１

こ
さ

る
し
た
し

基
す

備

備

こ
た

は
訴
の
１

た
者
の
日
て

っ

た
審

改に
）
、
え
翌
年

日 １
。
記
と
法

る
別
こ
査

め

知
基

年

第
を
に

を

査
年

委

委
３

員

員
月

告

報

規
示

程
日

１第

昭
号

和

道

年

監

道海北

査

は

し
と

則

分

様
様
会

、

て
処

号
号
査

中
に

成

月
の

式
式
」

平

６ 以
取

及び

改 る

４

で
し

第
平
め

年

内
消

っ
訴

号
」
。

月

あ
の

９
成

も
を

式
削

日

て
え

様
を

１

、

ら

、
提

中
り

か

平

施

処
起

ま
が
の

の
北
を
こ
御

分
す

で
開
処

翌
海
提
れ
了

申

行
に
示
分

日
道
起
に
承

立

政
異
さ
に

か
知
す
基
く

て

不
議
れ
不

ら
事
る
づ
だ

を

服
申
ま
服

起
と
こ
く
さ

し

審
立
す
が

算
な
と
執
い

た

査
て
の
あ

し
り
が
行
。

と

法
及
で
る

て
ま
で
停
た

き

に
び
、
場

６
す
き
止
だ

は

基
こ
御
合

月
。
ま
が
し

、

づ
れ
了
に

以
）
す
な
、

当

く
に
承
は

内
を
が
さ
処

該

異
基
く
、

に
被
、
れ
分

異

議
を

く
で

開
と

づ
の

の
こ

申

了

定
っ

行
御

決
知

執
、

示
た

停

考

考

下
の

が
く

以
日

止
承

翌

な
だ

な
。

分
か

れ
い

処
日

さ
さ

い
算

っ
を

と
起

か
」

」
ら

日
異

過

様
た
く

経

号
っ
づ

と

翌
申

る

中
の
議

す

式
ら
を

分

成
か
て

処

平
日
立

消

び
算
る

取

及
起
す

の

」

し

し
こ が

の

こ
て
と

訴

の

査監

委

告員委

員

第示

告

）号２

示

一の

号

を部

外

は
こ

」
海

す

又
る

成
北

行

定
が

削
情

。

決
と

を
道

る

な

開

日
き

。
公

の
で

る
報

か
り

会

日
な

査

翌
く

審

の 起
す

を

ら
ま

」

こ

、
告
開
な
又

議

北

算
。

の

北
と
示
か
は

申

立
づ
だ
処

海
し
を
っ
決

立

て
く
さ
分

道
て
実
た
定

て

を
執
い

停

が

、
施
と
が

に

す
行
。

る

す

こ
止

あ

訴
札
す
き
あ

対

た

る

と
が

っ

訟
幌
る
は
っ
当
こ

決

が
な

た

に
地
日
、

で
該
と

定

で
さ

こ

お
方
ま
判
に
情
を

が

き
れ

と

い
裁
北
所
処
報
知

あ

ま
な

を

て

っ

海
に
分
が
っ

っ

す
か

知

て

と
り

う
し

た
削

た

が
っ

き
、

。） が
に

服
内

不
以

、

に
日

は

に
公
合
道

場
海
る
北

あ
、

を

示
以
き

え

開
日
で

は
営

、
が

起

定
に
す

提

決
内
ま

こ

服
海
開

る

不
北
、

す

に
営
実

が

あ
公
を

と

が
道
示

な

合
業
す

き

場
企
施

で

る

次

な

、
理
日

く

は
管
る

第

の うよ に

号

す正改 る

を

報

年

情

１

道

て

海

し

。

開
た

人

」

個・

過

開

経

公

取
示
日

こ

、
た

た

道
処
の

の
消
さ
の

と

開
と

日

を
分

示
き

代
知

を
は

１

表
取
し
れ
翌

を

か

っ

実
、

に

す
消
の
ま
日

え
の
ら

施
当

よ

る
し
訴
す

業
、
企

に

す
該

る
た
者
の

分
者

す

処
理

関

の
管

に

こ

を

が

」

報

あ
対

情

が
に

る
に

ま

の
に
で

り

こ
者
ま

開

決
て
議

。

示
し
異

す

開
対

及

あ
不
て

が
政
立

定
行
申

」

っ
服



を
し

る
こ
て
算

す

立
起

２
が
分
た
６

と
処
し
て

こ
の

を

別
別

以

１

記
記
こ
内

こ

第
第
の
に

こ
と

決
、

２
４

の
を

定
北

号
号

非
知

に
海

様
様

開
っ

の

北

北
一

海

海
部
平

道

道
を
成

監

情
次

査

報
の
年

委

公
よ
３

は程規のこ

員

の

、

イ
ロ
３
に

と

第
次

附

訴
そ
第
の
表

条
次
代
。
則

他
項
号
査

項
訟
の
１
１
監

代

条
代

２第

平

第
表

成

５
監
項
査

年

は
内

き
不
き
以

で
に
と
月

。
あ
当
、

す
が
、
に

ま
服

申
合
議
道

場
異
海

る
該
北

に

お

こ
に
に

、
て
訟

は
立
訴

処
す
い

の
対

不
道

式
式

示
た

服
監

及
中

決
日

が
査

定
の

び

あ
委

翌

別
平
る
員

以
日

記
成
場
に

下
か

第
」
合
対

ら

３
を
に
し

処
起

号
削
は
て

分
算

、
異

様
り

」
し

こ
議

式
、

と
て

の
申

中

い

決
立

う
日

定
て

平

。
以

が
を

開
う
月

告

条
に

示

例
改
日

第

の
正

２

施
す

号

平

海北るす関に
。

行
る

成

道

行施らか日１月４年

訟
第
加
員

理
訴
中
を
委

す

え
又

人の
に
定
す
を
。
監

選
関
号
る
は 委

に
る
第

査

関
こ

し

処

る
。
と

の

す
と
号

員

委

６

は

。

第

又

と

、

分

こ

中

３

第
員

月

２
又
号
は

日

を
監
第
査

木

３
委

曜

号
員

日

と
の

）

１
は

第
又

、
分

し
処

道

あ
定
海

が
決
北

分
る
て

た
表

こ
っ
代

た
あ
を

っ
が

っ
を
者

知
と
る

を
こ
す

と
た
北

日
っ
、

た
知
は

１
日
海

成

）
内

あ
す

」

っ
る

に
に

を

た
こ

不
、

削

こ
と

服
北

る

と
が

が
海

北
。

を
で

あ
道

知
き

海

る
監

っ
ま

道

場
査

た
す

監

合
委

日
。

査

に
員

の

委

は
に

翌

員

、
対

日

こ
し

か

の
て

宮

ら

海

程

北
北
北

規員委査監

海
海 査

査

成

監
監
監

平

道
道
道

査

る

査監

員
員
員

年

委
委
委

に

か

決

号

裁

委

石
伊
徳

。

る

第

係

ら １

被

を

を

で

道

ま

海

号

北

号
裁

繰

る

つ

す

ず

と

号

告

の
北

次
る

に
係

次
に

の
決

海
海
海
海
１
海

北
北
北
北

監
監
を
を

道
道
道
道
号
道

え
告

査
査
査
査
加
被

監
監

員
員
員
員
る
と

委
委
委
委
。
す

北

石
伊
徳
宮

る

監

る
翌
表

よ
の
代

に
）
道

申
ら
委

議
か
査

異
日

め改に

が
内
訴
る

で
で
え
。

処
異

起

分
議

間

算

が
申

し

あ
立

て

利

っ
て
た
を

日

を

」

一

て
算
と

に
員

立
起
員

１

２

こ
は
に
こ

第

孝
政
光

示告

井
藤
永

員

に

）号

一
信
孝

１

改
別

以

め
記
こ
内

員
が
内
訴
る
第

起

の
に

と
で
で
え

決
、

。
６

算

第

す

、

関

げ

に

下

訟

り

訴

を
号

こ

５

る

以

１

２

内

た
を

立

に
こ

こ
こ
す
こ
て

決の
、

に

井
藤
永
間

訟訴

海

信
孝
一

るす

孝
政
光
利

関 事

一

道

め
記
改
別
に

員
が
内
訴

公

る
第

と
で
で
え
。
５

す

す
て
起

ま
っ
提

き
あ
を

分
と

だ
処
こ

た
、
る

。
も

分
決
き

処
は
で

、
又
が

し

り

決
日
な

は
の
く

又
定
な

対
の
を
し
な

が
翌
ま

定
の

ま

公
こ
し
処
し
て
り

の
、

に
と
月
す

文
の
て
分
た
６

の
分
議
不
き
以
。

書
処
異

、
に
を

存
が
申
服
は
内
）

っ
て
あ
当
、
被

否
あ
立
が

海
と

明
た
を
る
該
北
告

を

る
合
議
道
し

ら
こ
す
場
異

に
を
こ
に
申

て

か
と

て
訟
札

し
知
と
は
立
訴
、

た
で
こ
に
に
幌

な
っ
が
、

な
き
あ
を

い

定
北

号

り
ま
っ
提

に
海

様

ま
す
て
起

不
道

式

す
。
も
す

服
監

中

。
た
、
る

が
査

）
だ
処
こ

あ
委

を
し
分
と

平
る
員

被
、
又
が

成
場
に

告
処
は
で

」
合
対

と
分
決
き

を
に
し

し
又
定
な

削
は
て

て
は
の
く

、
異

り

、
決
日
な

こ
議

、

内以月６てし
札
定
の
り

道海北、に 訟訴

の
申

幌
が
翌
ま

決
立

の
と
る
の
を

に

北

一
を
こ
処
し

海

部
知
と
分
た

道

開
っ
が
に
と

監

示
た
で
不
き

査

決
日
き
服
は

委

定
の
ま
が
、

員

翌
す
あ
当

に

以
日
。
る
該

対

下
か

場
異

し

ら

合
議

て

処
起

に
申

異

分
算

は
立

議

」
し

、
て

に合場るあが服不に定
申
こ、は

と
て

こ
に

決の
立

な
き
あ
を

号

り
ま
っ
提

様

ま
す
て
起

式

す
。
も
す

報

中

）
だ
処
こ

。
た
、
る

を
し
分
と

平

被
、
又
が

成

告
処
は
で

」

と
分
決
き

を

し
又
定
な

削

て
は
の
く

り

、
決
日
な

、

日
す

幌
が
翌
ま

札
定
の
り

と
算
こ
起

た
ら
っ
か
。

あ 日
を

た
年
っ
１

知
て
を
し

お
地

か
る

日
す
翌
過

の
経

ま
処
す
い
方

決
日
き
の
対

翌
す
分
る
て
裁

定
の

定
海
所

以
日
。
が
決
北
判

ら

っ
が
道
に

下
か

あ こ
っ
代
分

処
起

た
あ
を
処

す
取

」
し

と
た
表
の

分
算

知
と
る
消

と
て

を
こ

い

た
知
は
の

う
日

っ
を
者
し

日
す

）
内

日
っ
、
訴

。
以

地
あ

定
て

方
っ
か
。

あ
す

が
を

裁
た
ら

っ
る

判
こ
起

た
こ

所
と
算

こ
と

に
を
し

と
が

処
知
て

を
で

分
っ
１

知
き

の
た
年

っ
ま

取
日
を

た
す

消
の
経

日
。

し
翌
過

の

を道海北ていお
の
日
す

は者るす表代

翌

の
対

、
訴
か
る

い

て

う
日

処
す

を

。
以

分
る

るす

）
内

が
決

こ

に
に

あ
定

と

不
、

っ
が

が

服
北

た
あ

で

が
海

こ
っ

き

あ
道

と
た

ま

る
監

を
こ

す

場
査

知
と

。

に
員

た
知

合
委

っ
を

っ知をとこたっあが定 の日た

は
に

日
っ

翌

た
ら

方
っ
か
。

地
あ
日
す

に
を
し

所
と
算

判
こ
起

裁

を

の
た
年

分
っ
１

処
知
て

し
翌
過

消
の
経

取
日

号

訴
か
る

の
日
す

外

て
取
し
の

算
分
起
処

ら
と

以
の

月
し
６
消

」

に
に

た
北
え

に
）
道
提

不
、

１
日
海
を

表
す

が
海

よ
の
代
起

服
北

る
監

異
日
監
る

あ
道

る
翌

申
ら
委
と

場
査

議
か
査
こ

合
委

日

え
ら
と

か

を
起
処

ら

提
算
分

起

起
し
の

算

す
て
取

し

る
６
消

て

こ
月
し

と
以
の

日

」

」

対

た
委査監表代道海北

、

よ
の

の
て

に
）

こ
し

１
日

が
申

異
日

分
議

る
翌

処
異

っ
て

申
ら

あ
立

議
か

」
てし算起らか日 日

え
ら
と

第

提
算
分

を
起
処

起
し
の

す
て
取

号

と
以
の

こ
月
し

る
６
消

」



申
か
監
す
く

２

平

こ
立
ら
査
る
執

成

の
て
起
委
こ
行

処
を
算
員
と
停

年

を

と
法
及
了

こ
査
て
御

６

１

基
こ
く

の
を
に
び
承

備

こ 開
知

に

た
申
停
承

改
別
日
立
止
く

６

め
記
の
て
が
だ

訴
る
第
翌
を
な
さ

備

え

日
す
さ
い

。
を

号
か
る
れ
。

提

様
ら
こ
な
」

で

こ
す

立
起
員
が
内

２

起

な
き
あ

と
る
こ
て
算
と
で

し
て
り
ま
っ

を
こ
の
を
し

が
分
た
６
ま
す
て

知
と
処

っ

を

別

以

１

記
こ
内

第
の
に

こ

通
、

７

の

知
北

号

不

に
海

様

分
し
し
と
が
止

存

３

に
た
て
な
で
が

月

不
と
６
り
き
な

服
き
月
ま
ま
さ

日

内
。
が
な

が
は
以
す
す
れ

あ
、

木

る
当
に
）
、
か

曜

北
被
示
た

場
該
、
を
開
っ

合
異

日

に
議
海
告
を
と

）

立

し
施
は

は
申
道
と
実
き

、

訟
、
る
当

こ
て
訴
て
す
、

れ
だ

処
対
に
札
日
該

の
に

基
い

決
た
く
に
さ

示
っ
づ

の
議
づ
。

定
日
異

行

考

下
日
立
執

以
翌
申
く

か
て る

が

分
起
す
止

処
ら
を
停

い
て
と
さ

と
し
こ
な

」
算

が
れ

う ）
以
き
か

。
日
で
な

式
起
と
か
を

す

中
算
が
っ
削

る

し
で
た
り

こと

こ
て
き
と
、

が

ま
き

の

で

考

開
日
す
は

き

示
以
が

な

決
内
、

く

定
に
開

な

に
、
示

り

不
北
を

ま

服
海
実

す

が
道
施

、

た
で
に
と
月
す
。
も

。

）
だ
処

日
き
不
き
以
。
た

、
に
を
し
分

の
ま
服
は
内

。
あ
当
、
被
、
又

翌
す
が

分
決

か

る
該
北
告
処
は

日

議
道
し
又
定

ら

場
異
海
と

算

に
申

て
は
の

起

合

札
定
の

し

は
立
訴
、
決
日

こ
に
に
幌
が
翌

て

、
て
訟

方
っ
か

日

の
対
お
地
あ
日

以

処
す
い

不
道

式

在

服
監

中

通

が
査

知

あ
委

平
る
員

以

成
場
に

下

」
合
対

を
に
し

処

削
は
て

分

、
異

り

」

こ
議

、

と

の
申

い

通
立

う

知
て

。

が
を

い
地
で
報

分
す
お
幌
ま
情

処
開

あ
決
て
方
に
が

が
る

た
が
海
判
分
示

っ
定
北
裁

を
に
取
れ

こ
あ
道
所
の
さ

し
す

を
た
代
処
消
ま

と
っ

っ
と
す
の
の
の

知
こ
表
分

者
消
え
、

た
を
る
取
訴
で

っ
は
し
及
御

日
知

北

に
内
ま
っ

１
た
、
の
び
了

、
き

服
、
が
と

不
に
す
た

る
道
示
、

あ
海
開
は

が
北

施
情

合
査
実
該

場
監
を
当

、
に
る
が

は
員
す
報

に
委

で
さ

の
し
ま
示

こ
対
日
開

処
て

に

場
委
日

る
査
る

あ
監
す

対
に
す

は
に
で
関

合
員
ま

報

の
て
議
情

こ
し
異
る

、
不
て
開

示
政
立
が

開
行
申

れ

が
審
び
さ

定
服
及
示

決 あ
査
こ

判
こ
起

内

分
る
て
裁
た
ら

あ
定
海
所
と
算

に

が
決
北

知
て

北

っ
が
道
に
を
し

、

っ
代
分
っ
１

海

た
あ
を
処

を

監

と
た
表
の
た
年

道

こ

る
消
の
経

査

を
こ
す
取
日

員

っ
を
者
し
翌
過

委

知
と

訴
か
る

に

た
知
は
の
日
す

し

た
北
え
ら
と

対

日
っ
、

）
て

１
日
海
を
起
処

っ
る
あ
す

に

た
こ

不

こ
と

服

と
が

が

を
で

あ

知
き

る

っ
ま

場

た
す

合

日
。

に

の

は

翌

、

日

こ

か

の

ら

海
え
れ
く

に
日
北
訴
こ
承

る
の
道
を
に
だ

よ
）

海

表
起
づ
い

異
翌
代
提
基
さ 。

議
日

道

条を
第
別
第
第

第

記

公

第
条
条

条

中
の

中
条

議
す

が
政
異
ま

分
行
に
れ

た
審
立
で

っ
服
申
の

あ
不

、
記

」

第

個
第
第
第

記

８

第
第

人
条

５
８
個

か
中
様

号
条
人

情
条
条
号

す

っ
法
れ
ま

様
を
情
条
報

づ
づ
で

こ
基
基
の

た
に
に

了

知
異
執
御

を
く
く
、

と

項
第
第
の

５

式

」

っ
議
行

第
条
条
人

４
、
６
７
個

第

中
中
情

条中

起
し
の

異

に
）
道
提
算
分

る
翌
表
す
て
取

議

よ
の
代

月
し

立

異
日
監
る
６
消

申

ら
委
と
以
の

て

議
か
査
こ

を

申

の

北

北
一

海

海
部
平

こ

道

道
を
成

の

監

規
附

るめ改に

監
次

査

。

程

処

起

分

算

が

し

あ

て

った

日

め
記
改
別
に

」

た
も
起
る
第

だ
、
す
。

と

号

見 し

第
す

様
第
出

る

式

報

第
を
第

条
。

」
条
中

２

２
個

を
報

に
記
」
情

項
別
項
人 」

お
第
いて
号
第
を

準
様

次
報
例
の
ら

式

用
式
条
訂

式

に

」
の
の
第
存
第
第
」

否

に
よ
存

第
め

改
う
否
条
を
条
条
改

ら
で
１
、

め
に
を
第
明
ま

ら
項
か
を
項
同

、
改
明
２

条
る
か
に
に
削
」
条

同
め

。

２

第
。
に
お
し
る
を
第

３

し
い
な

中

号

な
て
い

第
号

中

い
準
決

決
用
定

条

条

報 示

第
第
第
第
開

３
条
項
条
条

５
び
２
１
存

第
及
第
第
不

」
」
）

項
第
項
項
在

、
第

定

第
条
を
を
決 知

条
２
第
第
通

第
項
３
」
条
条
書

査
の
年

委

は
則

委
よ
３

員

員
う
月

、

告

平

が
に

示

成

保
改
日

第

有
正

３

す
す

年

号

情

日

人

１

個
。

月

る
る

４ 施

の

ら

報

か

し
処
る

号

、
分
こ

様

処
又
と

式

分
は
が

中

は
定
き

又
決
で

北

決
の
な

海

定
日
く

道

が
の
な

情

っ
日
ま

あ
翌
り

報

た
か
す

公

こ
ら
。

開

と
起

請

る
に
２
の

す
」
第
正

審

、
に
に

例
め
」
求

条
改
項

同
改
係

第
条
め
る 情

２
第
同
人

第
を
、
個

条

条

を
と
第
」

」
条
を
報

項

号

に

する
条
改

外

る
知

に
記

別

定
す
通

」
別

第

知
条
書

改
第

記

通

７

書
例
に

め

る

同
様

号

）
第
よ

、
号

様 」

第
の

第
」

式

条
も

条
式

項
す

号

を

１
と

１
を

記

書
。

記

別

の
る

中
別

第

面

別
第

１
を

項
に
第
第
」

６

は

記

」
り

第
め
項
項
削

、
改
３

る
」

条

第

改
改
同

条
。
に
に
、

北
北
北
項

る
、
第

２

め
め

び

条
号

海
海
海
及

。
同
２

１

監
監
監
第

第
中

道
道
道

査
査
査

監道海北
委
委
委
条

号
別

保

員
員
員
員
第

中
記

委査

規るす

。

関

る

に

す

護

行

程 監年６成平

を
算

査

知
し

会

っ
て

」

た
１

を

日
年
の
を

北

翌
経

海

日
過

道

か
す

情

ら
る

報

起
と

公

算
処

開

し
分

・

て
の

個

６
取

。
と
め

第

第

す
、

条

。
条

第

る
同 を

３

号

」

第

項 に

条

、

と

様

号

、

第
号

様

別

式
に

」

第

様
」

式

記

号
式

め

様

を
め

改

号

」
改

に

７

る

式

、

２

第
。

の

別
同

様

」

は
号

伊
徳
宮
項

又
６

記
式

藤
永
間
を

別 ５
を

政
光
利
第

第
」

信
孝
一
条

号

員委査

一孝井石

第

様
別

人

）号２第示告

月
消

情

以
し

報

内
の

保

で
訴

護

っ
を

あ
え

審

て
提

」

」

会査



第

第

個
条

個 報
例
報

の
情
条
情

条
人

人

に
訂
第
利

次

第

と

３

４
も

も
第

す
条

訂

条
の
条
の

請
条
。

例
と
例
と
条
正

る

る
次
求
例

第
す
第
す
を

る

２

条
。
条
。
の
事
第

第

第

条

と

条
の

条

す
第

条

示
見
第
定

る
三

開
意
例
規 に

条
。
者
条

例

に
例
請
書

求請示開 事
第

対
第
求
の
条
よ

第

る

次

９

第
第
第
に

。
条

９
８
次
個

第
の
３
情
条

条
条
条
の
人

第
第
１
２
条
報
例

を
項
中
を
不
第

中条

同

項
第

す

を

る
第
号
条
第
」

様
を

。
条
式
第
条

平

第
第

第
」

成

１
に
条
１

項
改
と
項
条

年

用

次
正

書
請

８
施
の
止

の
実
条
停

加
書
は
書

を
知
面
求

条
通

第

。

記

る

別

え
）
、
）

様号

第

第

よ
案

項

項

に
送
第

２

３

う
移
条

書

書

め
知
項

の

の

改
通
１

は

は

。
）
書

面

面

る
書
の 別

記

記

、

別

別

は

、

、

面 記

第

第

年
提
第
り

号

号

第

す

先
項
示

条

る
条
月
出
２
開

２

見
１

及
の
す

第

意
第
日

の

提
施
旨

項

書
項

び
実
る

関
び

書

出
実

出
機
及

の

提

は

機
機

限
が
そ

面

の
施

期

別

の
が

め
理

、

会
関

定
の

知通送移案
記

付
定

る
由

第

与
め

事
と

）書

条
中

加
存

と

第
え
在
条

る
通
の

し
第
条
。
知
通

、
第
１

）
は

第
条
第

書
知

を

記

を
項
」

別

条
１
項

、

を

第

第
」
条

第

８号

と
第

を」条 第

条

様

め改に」条
す

中
め
す
中
第

、

３

、
る

２

月

第
同
。
第
項」

条

日

条
第

条
に

第
２

第
改

木

１
項

１
め

曜

項
中

項
、

日

」

」
同

）

を

を
第

を
条

第
条

第
第

第

施実正訂報情人個の式 に書知通

様

様

の

個

個

式

の

の

様

式

式

号

の

請

報

報

正

情

情

訂

人

人

に

決

案

示

示

事

開

開

求

の
す

意

係

通

る

に

送

係

定

移

。

号

の
事

は
る

９

等
る

項

、

項

式

続
は

前

様

手
項

、

と

に

示

の

号

開

次

各

の

）

案

と

る

事

り

め

求

お

定

請

式

通

。

の

送

る

の

移

す

も

１
項

個

。
第
１

の

る
条
第

不

に
改

報

」
に

情

項
」

人

条

通

、
同

在

め
、

存

改
め

に

を
第

書

条
を

知

同

第を条同

第

。るすと条

条

よ

１
す

第
項

第
と

条
１

条
条

」
号

」
。

項
４

項
る

１
第

め

、
を

改

に
」

に 同

別
第

、

記 号
１

２

９
第

第

第
条

条

北

るすとのもるよ

様
項

項

別
別

。
示
１
２

条
開
第
第

の
記
記

会

知

に

照

通

書

見

る

知

例

の

よ

よ

も

に

に

る

書

書

よ

る

る 第

第

応じ

個

条

第
条

例
情

停
査

三

、
条
人

用
審

書

か

知

ほ

止
会
条
者
条
当

も

第

る

例

よ

条

に

、

の 第

第

る

書

も

る

条

に
個

条

よ
人

の
個
こ
個

条
る
情
条
と
人
と
人

人個 情

も

す
、

う

と
し

行

条
と

り

の

す

条

と

。
８

の

る
第

第

場
を
決

を
定

」
定

条

認
知
送

と
通

合

確
通
郵

第 条

中

監

お

す
書
等
第

あ
知

に

」
５
式
第

を
号

第

海

」 、
第
め

２

記
改

第

別
に

条

道

２

第

情
被

以
条
報
後
利

条

公

条

第
利
人
停

下
例
の
見
用

知
様
様

第
通
号
号

２第

中
中

条
書
式
式

定

を

決

」
受

の

成

号

平
７

報
とた

。
年

し

る

を

削
理

の

決
に
例
か
例
該
第

定
諮
第
ら
第
各号
条
開

の

通
問

１
通

知
し
条
異
条
に
第
示

お
め
号
知

書
た
の
議
に
定

の
知
立
い
る
の
書

旨
通
申 を

準
知
定

通
は
て
て
通
決

に
し

）
別
棄
用
書
を

知
、

る
と

第
す
る
よ
た

記
却
す

る
条

決
報

例
も
報
例
す
情
と
情

。
の
定
の

第
の
利
第
る
報

と
用

用
た
用

条
す
停
条

利
し
利

。
決
書

停
と
停

第
る
止
の は

。
を

項

定
面

止
き
止

３ の

通 書
次

部
別
な

書

知
、

一

し

利
第
こ

は

等
の

の
記
い

面
定決止停用利報

、

）
各

と

通長延間期
別

号

用

の
又

い

る
又
に
５

る
書

知

一
る
の

は
は

て

必
は
よ
条

同

が
部
個
規

一

、

要

は

用
開

条

あ
開
人
定

利
部

と
決
報
、

停
示

第

る
示
情

を
定

項

認
定
の
郵

止
決

１

知
用
等

」
通

中

め
通
利
送

る

よ

、
書

開

と
書
停
に

と
知

利、は員委査

示

き
の
止
提
の
る

の

求請の止停用

」

は
に

用
の
止

例
利
第
止
と
請

第
用
条
停
別
の

停

報

項
請
る
に

条
止
１
を
す
求

し

る

１
求
第
求
。
係

第
請

う

人

の
」
号
よ

個

項
書
５

す

報

用
い
実
と

情

利
と
の

場

開

止
。
機
る

の

停
う
施

を

別

」日

。き

月

請
）
関

第記

７

申議

年

異の

付

式様

受

号

様
合
第
の
。

号
場
例
も
き
と

式
等
審
通
第
る
記

の
の
条
す
別

査
知
３
。
第

会
）
項

の

通

面

式

問

書

様

諮

の

号

の

者

に

次

三

書

、

第

知

は

掲

止
様
決

記

に

停
号
と

よ

げ

を
式
定

第 様

区

る
個
た

号

る

す
の
し

の

に

合
情
き

式

分

場
人
と 別

人

じ

含
利

個

応

を
報
。 第

報

当

。
停
記

情

、

む
用

利

該

次
止

）書
用

各

号
決

示
請
個

開
写

停

号

に
定
号

」

あ

利
を
求
人

示
し

と

、
め

報

求
と

る

用
求
）
情

請 」
み

は

止
る

の

書
読

の

停 請
と

用

と
替

の
こ

利 止

る
る

用

求
が

停

あ
え

利

の

止

し
き

の

の
も

停

を
で

う
。

求

と

」

よ
る

請

は

情人個る係
と

に

利
す

と

る

、

を定決の示開が報
を

求
に
が
合

示
受
す

つ

用

け

は
る
め
お

受

書
よ
定
に

こ

別
の
事
る

た

、
も
る
け

の

第
す
は
人

と

記
と
項
本

る
、
の

）

様

人
名

認

号
。
本
氏

確

個

わ
所

の

代
住

式

に
、

号

人

っ
及

外

改

る

に

係

」

に

日

て立

月

報情

、

人

め

個

申

う

に

議

行

号

異

り

各

の

区

に

と

る

て

の

げ

立

も

掲

お
通
様

。

に

る

る

分

係

す

て
書
の

決

定

い
知
式

止

に

間

通

じ

人

期

る

同

個

定

め

を

非

長

書

）

報

延

知

。

情

い

停
。

同

知

よ

す

利

通

に

２

に

準

請
第

者

て

止
条

る

る

及
中

し

す

書
項

対

用

求

開

。

び

、
たけ

決

の
示
示

示

こ

開
開

情

て
び

とこるあでのも

第

利

定
成

報

法
未

用

代
年

停

理
者

号

求

個
成

請

が
は

止

人
又

書

人
年



た
て

申
か

１

２

平

こ
こ
を
こ
立
ら

成

の
と
す
の
て
起

非
を
る
処
を
算

年

を

備

備

５

５

別
め
別

改

様号６第記別

第

第

記
、
記

様
」
様

号
成
号

４
平
５

報
報
報

情
情
情

人
人
人

理

例

条
条
条

護
護
護

保
保
保

例
例

由

第
第
第

平

を

成
別
」
記
第

を
第

。
様
１

る
号
第

削
３
条

開
知
こ
分
し
し

３

示
っ
と
に
た
て

月

決
た
が
不
と
６

定
日
で
服
き
月

日

の
き
が
は
以

以
翌
ま
あ
、
内

木

下
日
す
る
当
に

曜

か
。
場
該
、

処
ら

合
異
北

日

分
起

に
議
海

）

と
し

、
立

」
算

は
申
道

の
に
訟

い
て

こ
て
訴

う

考

考

。
日

処
対
に

中式 、り削を」成平 第

り
削

中
削
を

式
を
式 。

第
、
る

条
第
、
第

第
条

」

を

め

係
」

改

関
項

に

条
１

る

」

項

１
２
２

第
第
第

条
条
条

し

し

だ
文
だ

た
本
た

項
項

書

書

文
中
本

式
項

を」
、

成
に

平
」 延

、
を

り
間

削
期 す

第
長

に
内

が
る
い

）
以

分
す
お

服
、

っ
定
北

不
に

あ
決
て

あ
海

こ
あ
道

が
北

た
が
海

場
監

を
た
代

る
道

と
っ
を

に
委

っ
と
す

合
査

知
こ
表

、
に

日
知
者

は
員

た
を
る

こ
対

っ
は

北

の
し

１
た
、

を」項１第条 第

。

を

」項１第条

第
第
条 」

第
項

、
１

条
第 る

第
め

、
改

条
に

第
」

条
る

理

を

」

、条
。

項２
を 区

を
長

」
延 、

第
分
条
延 に

区

、
」

長

に
の

延

」
長

分
異

よ
）
海

処
て

に
日
北

が
議

る
の
道

海

っ
立

議
日
表

あ
申

異
翌
代

公道

号７第記別

に

削

」

り

北

改

こ
海

め

、

す
し
分

の
道

、に

、

同

る
て
の

決
監

第

様

に」係関条

ら
査

っ
立

申
か
監

６

１

２

備

こ
た
て
こ
立

由

個道海北

削

改

を

り
別
め

こ
海北

６

、
記
、

の
道

同
第

決
監

備

様
７
平

第
、

分

第条

北
北

１

海
海

項

個
個

道
道

め改に

」
監
す
し
分
、

査
る
て
の

報

否存の報

様

情人個
式様

を
）係関条８第

定
査

こ
６
取

式

に
委

と
月
消

を

不
員

が
以
し

服
に

別

で
内
の

が
対

記

き
で
訴

あ
し

第

ま
あ
え

る
て

６

す
っ
を

場
異

号

合
議

。
て
提

に
申

様

た
も
起

は
立

式

だ
、
す

、
て

し
処
る

と

こ
を

、
分
こ

し

の
す

処
又
と

、

定
こ

決
る

分
は
が

同

が
と

を
算
員

の
こ
を
の
て
起
委

を
る
分
し
し
と

一
と
す
処

６
り

開
知
こ
に
た
て
な

部

が
服
き
月
ま

示
っ
と
不
と

。

定
日
で
が
は
以
す

決
た の

き
あ
、
内 、

を

以
翌
ま
る
当
に
）

考

。
合
異
北
被

下
日
す
場
該

か

は
申
道
と

処
ら

に
議
海
告

」
算

、
立

し

分
起

定
査

式
号
成

に
委

を
様
」

服
に

不
員

別
式
を

が
対

記
中
削

あ
し

第

り

る
て

５
第
、

場
異

号

合
議

考

に
申

様
条
第

は
立

式
、

、
て

と
第
条

こ
を

第

す

の
す

る
条
１

定
こ

決
る

。
関
項

が
と

以
し

員
と
月
消

委
こ
６
取

り
き
で
訴

な
で
内
の

と
が

て
提

す
す
っ
を

ま
ま
あ
え

を
だ
、
す

）
た
も
起

。
。

又
と

告
、
分
こ

被
し
処
る

し
分
は
が

と
処

監

な

道

し

海

に

北

から明 書知通

員

定

委

決

査

い

外号

又
決
で

様

あ
が

教

は
定
き

式

っ
で

決
の
な

の

示
た
き

定
日
く

次

こ
ま

が
の
な

と
す

に

あ
翌
り

を
。

次

知

っ
日
ま

の

っ

た
か
す

１

た

こ
ら
。

様

日

と
起

の

式

を
算

翌

を

知
し

日

加

っ
て

か

え

ら

た
１

る

起

訟
、

と
し

こ
て
訴
て

日
年

処
対
に
札

い
て

の
に

う

が
る
い
地

。
日

分
す
お
幌

北
裁

に
内

あ
決
て
方

）
以

服
、

た
が
海
判

不
に

っ
定

と
っ
を
に

が
北

こ
あ
道
所

表
分

る
道

を
た
代
処

あ
海

合
査

っ
と
す
の

場
監

知
こ

日
知
者
消

に
委

た
を
る
取

は
員

係
」

あ
が

」
を

っ
で

を

た
き

第

こ
ま
と
す

第

を
。

条

知

条
第

っ

、
１

た

第
項

の日

」

翌

条
に

日

、
、

か

第

示教
ら起

の
な

、
は
定
き

て
又
決
で

地
が
の
な

幌
定
日
く

札
決

か
す

裁
っ
日
ま

方
あ
翌
り

算

に
と
起

所
こ
ら
。

判
た た

１

の
っ
て

分
知
し

処
を

消
日
年

取

第
年

第

月

号

号
日

印

算

。

の
を

し

翌
経

て

日
過
か
す

以日

ら
る

内

起
と

に

算
処

」
、を

」

、
に

っ
は
し

に
日
北
訴

こ
対

１
た
、
の

道
を

処
て

よ
）
海
え

の
し

が
議

異
翌
代
提

分
異

る
の

あ
申

議
日
表
起

算

条

し

、

て

第

日

条

内以

関

に
」

係

、

に

を

」

」

す

訴
日
過

の
翌
経

し
の
を

算
処

提
起
と

を
ら
る

え
か

起

」



個
年
道海北、で

記別

別

第

分

記

８

の

第

号

取

８

様

消

号

式

監

申
か
監
す
し

１

２

し

様

こ
合
査
こ
立
ら
査
る
て

場

月

の
に
委
の
て
起
委
こ
６
が
以

個
は
員
処
を
算
員
と

２

３

４

人
、
に
分
し
し
と

第
た

を否
由

存
理

担

備

い

の

１
の

条
で

平

第
、

請
内

成

年
１
通

求
容
に

項
知

年

例
開
条

日
護保報

月
情人

請
第

示 求

の

式

た
定

っ
規

あ
の

の
条

個

を

の

条

え

次

９

訴

を

第

に

）
人

様

起

う

係

提

よ

関

。

報

と

る

こ

め

情

る

改

す

に
た
て
な
で
内

き

不

でが

し
不
と
６
り
き
で

情
こ
対
処
て
服
き
月
ま
ま
あ

報
の
存
分
異
が
は
以
す
す
っ

の

も

否
が
議
あ
、
内
。
。
て
だ
、

を
あ
申
る
当
に
）
た
被
し
処

明
っ
立
場
該
、
を
海
告
、
分

ら
た
て
合
異
北
申
道
と
処
又

か
こ
を
に
議

る
、
立

し
分
は

に
と
す
は

し
を

定

な
知
こ
こ
て
訴
て
又
決

明

当

い
っ
と
の
に
訟
、
は

海北
な

等

考

しに

課

から

の
し

係

情人個道

３

月
規
ま

る

月

定
す

個人

に
。

日

報

日
よ

情

開
り

木

示
、

曜

請
次

日

求
の

）

個
に

た
個

っ
り

あ
お

の
と

監

報
、

道

情
り

海

人
よ

北

ま

員

い
し

委

つ
知

査

に
通

な

まし在存、
。

は
す

て

知

。す

通

まり

在

なく

存 書

対
に
札
決
の

工本

第
年

日

分
す
お
幌
定
日

決
た
が
処
き
が
る
い
地
が
の

定
日
で
の

日

以
翌
ま
あ
決
て
方
あ
翌
た
か

下
日
す
っ
定
北
裁
っ

か
。
た
が
海
判
と
起

処
ら

こ
あ
道
所
こ
ら

代
処
を
算

分
起

と
っ
を
に

知
こ
表
分
知
し

」
算

を
た

い
て

っ
と
す
の
っ
て

と
し

た
を
る
取
た
１

う

の
を

。
日

日
知
者
消
日
年

査
話

報

監
電

）
以

っ
は
し

局

第

務

例

事

条

員

護

委

保 該に条

情
報

人
情

個
人

）線

当

内

て
明

い
を

つ
否

に
存

報
の

個
な

道
し

海
に

北
か

、
ら

北

２

のた

印

しでんせ

人
い

委

をて
こ
立
ら
査

申
か
監

格規

月

業

す
の
て
起

１

）４

号
日 １

北

別
別
項

こ
海

記
記
」

た

の
道

第
第
を

こ
こ

決
監

の
と

日
過

に
内

１
た
、
の
翌
経

海
え
か
す

不
に

に
日
北
訴

る
の
道
を
ら
る

服
、

よ
）

あ
海

異
翌
代
提
起
と

が
北

分

２
る
道

議
日
表
起
算
処

る
て
の

た
て

申
か
監
す
し ６
取

こ１
こ
を
こ
立
ら
査

４

課

の
と
す
の
て
起
委
こ

保
と
報
と
情
こ

担

備

３

海

例
し
条
定
護
決

道

の
１

２

公

し
し
と

処
を
算
員

請
内

不

ま

不
と
６
り

に
た
て
な

分
、
内
。

が
は
以
す

服
き
月

被

場
該
、
を

る
当
に
）

あ
申
道
と

に
議
海
告

合
異
北

。すまきでがとこる
は、
立

し

定
査

号
号
第

非
を

に
委

訂
知

不
員

様
様

服
に

式
式
条

正
っ

が
対

か
中
第

決
た

あ
し

ら

１

定
日

る
て

別
第
項

の

場
異

以
翌

合
議

」

記

に
申

第
条
に

下
日

は
立

関
、

か

、
て

号
係

処
ら

こ
を

様
」

分
起

の
す

」
算

決
る

式
を

定
こ

ま

と
し

が
と

し

を
る
処
を
算
員
と
月
消
内
の

知
こ
分
し
し
と
が
以
き
で
訴

っ
と
に
た
て
な
で
ま
ま
あ
え

た
が
不
と
６
り
以
す
す
っ
を

日
で
服
き
月
、
内
。
。
て
提

の
き
が
は

る
当
に
）
た
も
起

翌
ま
あ
。
場
該
、
を
だ
、
す

日
す

こ

ら

合
異
北
被
し
処
る

か

処
又
と

起

に
議
海
告
、
分

知通在存不
算

は
申
道
と

下以
し

、
立

し
分
は
が

」分処

係に

存

求
容

等

考

課当

と

在

報

訴
て

報

由

情

理

人個

の

る

処
対
に
札

の
に
訟
、

こ
て

て
方

が
る
い
地

分
す
お
幌

た
が
海
判

っ
定
北
裁

あ
決

代
処

と
っ
を
に

こ
あ
道
所

っ
と
す
の

知
こ
表
分

を
た

で
第

い
て

た
を
る
取

あ
が

教

う

を

っ
で

削
条

。
日

示
た
き

）
以

こ
ま

る
関

と
す

。
係

に
内

を
。

」

不
に

知

に

服
、

っ

改

が
北

た

あ
海

日

め

の

、

る
道

翌

場
監

日

平

合
査

か

成

に
委

ら

は
員

起

き

て

こ
て
訴
て
又
決
で

」

の
に
訟
、
は
定 日

く

日

処
対
に
札
決
の
な

地
が
の
な

以

分
す
お
幌
定

決
て
方
あ
翌
り

内

が
る
い

、

っ
定
北
裁
っ
日
ま

に

あ

ら
。

北

た
が
海
判
た
か
す

を
に
と
起

海

こ
あ
道
所
こ

監

を
た
代
処
を
算

道

と
っ

の
っ
て

査

知
こ
表
分
知
し

不に）。うい
委

っ
と
す

に合場るあが服

電

は
員

た
を
る
取
た
１

日

局務事員委査

話

監

内

外号

っ
は
し

日
知
者
消

海
え

に
日
北
訴

１
た
、
の

異
翌
代
提

る
の
道
を

よ
）

議
日
表
起

算

を

、
に

し

削

こ
対

て

り

の
し

、

処
て

日

分
異

以内

第

が
議

に

あ
申

」
、

者
消
日
年

本

第

を

条

っ
立

対

っ
は
し
の
を

工

に

日
知

過

規

し

１
た
、
の
翌
経

業

え
か
す

格

て

に
日
北
訴
日

異

よ
）
海

起
と

４

議

る
の
道
を
ら
る

表
起
算
処

）

申

異
翌
代
提

あが分処のこ、
立

議
日

課

）線

っ

第 号



記別

平

第

成

９号

年

人
人

報
報
情
情

理

例
例
条
条

護
護
保
保

由

第
第

に

２項

改
別

第
に

監
す
し
分
め
記

第
お

査
る
て
の
、
第

条
い

委
こ
６
取
同
様

項
て

員
と
月
消
様
号

１

と
が
以
し
式

１

２

こ
海北

こ
を

申
か

の
道

こ
と
す
こ
立
ら

決
監

の
を
る
の
て
起

定
査

を」項１

訂
知
こ
処
を
算

第

に
委

正
っ
と
分
し
し

不
員

、
第

す
し
分
め
記

改
別

に

る
て
の

こ
６
取
同

が
以
し
式
様

と
月
消
様
号

様

３

式

月

中

日

第

木

条

曜

、

日

第

）

」
」

、

係

め

関

改

条

に

本
た

項
項
２
２

第
第
条
条 書し

文
だ

に
用

な
で
内
の
を
式

」
準

え
記

、
す

り
き
で
訴
別
中
る

ま
ま
あ

同

す
す
っ
を
第
第

期
条

。
。
て
提

関

を
例

）
た
も
起
号
条

間

る
式
係

延
第

を
だ
、
す
様

被
し
処

を

す
条

告
、
分
こ
と
」

長

は
が
る

る
第

と
処
又
と
す

し
分

を
項

て
又
決
で
。
第

」
２

、
は
定
き

」

服
に

決
た
が
に
た
て

が
対

定
日
で
不
と
６

あ
し

の
き
服
き
月

る
て

以
翌
ま
が
は
以

場
異

下
日
す
あ
、
内

に
申

合
議

か
。
る
当
に

は
立

処
ら

場
該
、

、
て

分
起

合
異
北

こ
を

」
算

に
議
海

の
す

と
し

は
申
道

定
こ

決
る

い
て

、
立

が
と

こ
て
訴

う

教
あ
が

の
に
訟

、に」項１第条

。
日

っ
で

き
で
訴
別
中

で
内
の
を
式

ま
あ
え
記

す
っ
を
第
第

。
て
提

だ
、
す
様
関

た
も
起
号
条

、
分
こ
と
」

し
処
る
式
係

分
は
が
る

処
又
と
す
を

又
決
で
。
第

は
定
き

式様

を

同 を

第

別

第

第

、

記

条

号 す

」

と

係

式

関

様

条

北

な

条

区長延

理
を

」

る

に

札
決
の

な

係

長

幌
定
日
く

関

延
を

地
が
の

方
あ
翌
り

」

区
第

裁
っ
日
ま

に

分

め

延
第

判
た
か
す

改

、
条

に
と
起

、

長
２

所
こ
ら
。

処
を
算

の
項

分
知
し

平

」
」

１

」

、
、

の
っ
て

成

に
に

消
日
年

を

取
た

）
以

処
対
に

し
の
を

削
第

示
た
き

に
内

分
す
お

と
す

こ
ま

不
に

が
る
い

を
。

服
、

あ
決
て

知

が
北

っ
定
北

っ

あ
海

た
が
海

た

る
道

こ
あ
道

の日

場
監

と
っ
を

翌

合
査

を
た
代

日

に
委

知
こ
表

か

は
員

っ
と
す

ら

、
に

た
を
る

算起

こ
対

日
知
者

し

く

関

決
の
な

条

の
し

っ
は

あ
翌
り

」

が
の
な

係

定
日

。

め

た
か
す

改

っ
日
ま

に

を
算

と
起

、

こ
ら

を

た
１

」

っ
て

成

知
し

平

。

、

の
を

削

日
年

第

海

１第条

道

の
１

公

分

由

請
内

個道海北 別

護

記

条

第

例

９

個道海北

第

号

の
翌
経

り

え
か
す

第

訴
日
過

、
条 項

を
ら
る

第
１

提
起
と

記

」

第
を

起
算
処

条
」

は
該
囲

求
請

」

平

第

を

求
者

成

８

の

」

号

本
資

５

を

様

て

処
て

１
た
、

分
異

に
日
北

日

が
議

よ
）
海

内以

あ
申

る
の
道

に
」
っ
立

異
翌
代

、

、

、

に

に

を

た
て

議
日
表

１

２

２

３

情
訂
報

訂

か
す
日
過

、

翌
経

り

ら
る

第

起
と

項

を

」

第

算
処

条

」

１

を

訂

係に求
容

第

報

報情人個る

年

様

条

式

第 項

第

月
１

示
係

付
定

関
開

日
規

条

の 、
さ
り

請

で
よ

）

様

け
に

た
次

求

れ

成
当
ん

格
人

削

式
考

本
年
す
で
確

り

の

人
被
る
く
認
確
、

次
」

の
後
番
だ

認

に
を

」
」

未
見
号
さ

次

を

８

成
人
を
い

に

の

年
の
○
。

、
担

６

３
備

者
別
印
）

様

請
７

又

で

式

求

当

は
該
囲
」

を

者
受

に

加

の

え

課

、

理

る

正

人

請
開

正

訂

本

正
の

本

求

氏

に
を

求

を

の

求
示

を

る

及

る
け

る

め

名

係
受

め

容

住

人
日

所

内

び

個
た

箇

所 を

を

」

」 ３

正

訂

４

条

を

第

求

１

め

項

る

」

箇

に

所

、

外号

り

北

案

情
お

人
と

事

個
の

監

送

開
案

道
の
事

移

海
報

員
求
送

委

通

請
移

査
示
を

て
で

書

い
の
つ
た

知

に
し

、
、

。

人

５

確

等
年
」

か

認

考

ら

月

に

」

９

」
を
日
に

ま

９

」

を

め

、

で

」

改
担
、

を

６

同

８

様
当

６

請

式

受

を

か

求

ら

課
別

付
資

記

ま

る

名

め

氏

求

の

を

人

正

本 住

容

び

内

及

年

」

所

月

に

、

」

に

日

及３

、

４
び

第 号

個
ま
道
し

海
知

第
年

北
通

保

号
日

報
印
情
。
人
す

月

第
等
年
格

で

」

」

確

号

月

様

に

に

認

式

、

、
日
」を
」

と

５

９
に

し

改

、

請

備

７
、め

別

成
当
ん

４
本
年
す
で

」
人
被
る
く

を
の
後
番
だ

未
見
号
さ

４
成
人
を
い

及
年
の
○
。

び
者
別
印
）

」
５
又

で

」

」



定決示開

示
に

開
報情

１

件
護

北

本
保報

係

請
含

に
第

個
関
示
例

道
に
開
条

海 人
す
請

記別

６

注

第

な
本
り
不

備

号

件
ま
明

様

開
す
な

式

関
お

４

５

示
。
点

送

送
び
る

査
移

移
及
け

監

２

３

員
を

を
当
担

委

平

移

移

成

送

送

年

個
る

る
い

係
て

に
れ

求
ま

、りよに」書見意る

人

年

情
る
求 る

２

保
報
係
第

報
情
に
条

例
ま
人
の

条
含
個
項

護
が

に

基
て
報
定

様

に
れ
情
規

個
の
り

き
る
次
よ

づ
い
を

請

は

情
由
御

人
理
、

、

求

、

第

に

担 課

係

考

い

部

関
個

つ

当

条

お

報

、

に

情

は

等

）
人

て

示

受

合

開

を

い

の

送

問

移

け
実
部

）
し

受
該
当

け

わ

実
機
等

実
担

た
施
課

た
の

関
等

機
に

機
課

施
関

施
当

実

を

を

電

関機施

３

し

月

た

し た

日

由

日

理

）日曜木

だく送返御にでま日月

海

に
よ
見

北
年
報
に
意

さ
聴

監
月
い
開
お

道

つ
り
を

示
る
し

委

開
す
き

査

て
示

次
求
と
す

に
請
こ
ま

員
日

し
、

と
あ
対
で

の
が
に
の

、
紙

第
年

り
ま
て
別

お
り

る

施

だ

係

実

く

た

せ

に

し

照

お

見

に

。

関

い

意

機

さ

示開

書

て

会

い

話

監

電

話

等

工

定

本

決

日

局務

部

事員委査

日月年

）

）

線

線

内

内

北

た
北

。い
報

印

個
情
道
人

月

。
海
個

号

報
関

意

１

２
情
の

日

人

格

す

規

を

業

開
に
す

開
思

る に

）

と

４

こ
紙別

意

備

３

４

課

）課

道海北

道海

情

条
り

２

公

さ
が
示
障
開
支

報

北
例
開

る

示
の

と
分部

る
る
れ
あ

定
無

請
ま
情

決
有

年

示
含

内

対

月

に
て
の

に

求
れ
報

日

個
自

る

る
る
容

す

係
い

照でけ

情
に

対

付

人
己

反

名

様
住
氏

員委査監

の会

人個

所 の
の
そ
そ

報

人
人

情

法
法

の
当
書見

担

開

他
他
連

の

先
）

考

等
出提

課

を

の

海
第
示

〒

内

道

容

個
条
す

報

報
定
由

に

情
規
理

人
の
る

有

っあ

る

護
よ

す

保
に

関

との次、ていつに件た

体
団
団
先

示

の
の
絡

りお

っ
っ

に

あ
あ

定

に
に

決

体
名

意

、
、

る

は
は

て
て

係

番

書

所
及
話

務
称
電

見

事 又
び

－

日

は
代
号

監
電
査
話

局務

）

事員委
内

外号

年

事
表

。すまし答

無

回

月

の
氏

業

所
の

工

業
者

本

在
）

格

所
名

規

課
）線

）

）

４

日

地

第 号



４

５

平

開

担

成

示を

年

示

示

す

開
号

開

関

番
２

３

情

報
り

１

情
お

情

決

決

る

示
情

示
に

開
人

開
報

の
個

請
報

請
含

年

記別

注

第

て

２
な
く

号

の
お
だ

様

欄
、
さ

式

実

当

見意３

は
２
い

月３

課

施す

日

る日

等

）日曜木

た

内

月

し

の

年

を

報

定

定

の

求
ま

に

び

由

及

理

容

日

つ
示

係
て

月
に
開

に
れ

求

人

日
て
定

個
る

い
決

る
い

の
海
た

様

け
北
し

付
、
を

報
知

情
通

人
、

個
で

道
の

、
の
。

該
欄

第

当
で
る

関
個

す
、

条

○
を

情

を
」

）
人

方
有

係

囲

開

囲
で

の

で
印

印
○

報

さ
が
示
障

開
支

で
ん

示

ん

委査監

と
由理

る
る
れ
あ

日月

局務事

年

員

北

護
ま

北

保
し

け付日月年

査

第

監

例
。

道

条
す

海
に 情

項
る
１

す
第

員
関
条

委

だ

決

ま
に

含
定

が
規

報
の

係

い
に

に

さ
合

定

だ
場

く

書

欄

知

の

通

３

る

、
。
は 意に 具

工

を

本

第
年

見

日

海

課

道

２

公

訂
報

例

情

条

１

護

号第

移

印
る
次
い
、
て
り
れ
よ

第

人
と
個
の

記別

別
第

た
も
起

記

執く
だ
、
す

第
号

格

的

規

月

体

業

行
し
処
る

に

す

１

２

し

）

載

４

号
日

記

ら
査
る

こ
査
て
御

申
か
監
起
委
こ

こ
と
法
及
了
こ
立

送

備６

の
を
に
び
承
の
て

を

報

正
の

由理たし

請
内

年

る

項

係

月
１

に

第

求
容

条

様

け
に

付
定

人

日
規

個

の
た
次
れ
、

さ
り

で
よ

様

、
分
こ

号
式

分
は
が

式

処
又
と

様

又
決
で

を
第

は
定
き

次

日
く

よ
関
訂

決
の
な

の
条

り

に
）
正

が
の
な

う
係

定
か
す

め

請

っ
日
ま

改

あ
翌

なが止停

求

こ
ら
。

る

た
起

。

きとたっかなれさ

基
こ
く
処
を
算
員
と

は
と

づ
れ
だ
分
し
し
と
が

開
知
く
に
さ
に
た
て
な
で

示
っ
異
基
い
不
と
６
り
き

決
た

議
づ
。
服
き
月
ま
ま

定
日の

が

以
翌
申
く

が
は
以
す
す
）
、

下
日
立
執

あ
、
内
。

か
て
行

る
当
に

示

処
ら
を
停

場
該
、
を
開
告
を

分
起
す
止

合
異
北
被
道
と
実

」
算
る
が

に
議
海

、
立

し
施

と
し
こ
な

は
申

い
て
と
さ

考

外号

海
報
り

北
情
お

人
と
個
の 移

査
正
を

監
訂
案

道
の
事 の

つ
た

に
し

員
求
送

委
請

知
し

事

を
算

、
、

て
で
い

の
を

日
年

移

た
１
っ
て

案

ら
る

か
す

通

日
過

翌
経

送

当、
し
分
算
処

書

起
と

知

すまれさ示開が報情該 の

れ

こ
て
訴
て
す

で
て
の

日

が

う

日

。
日
で
な

の
に
訟
、
る

幌
ま

）
以
き
か

処
対
に
札
い
地
で

に
内
ま
っ

分
す
お
決
て
方
に

不
に
す
た

が
る
っ
定
北
裁
処

服
、
が
と

あ

は

た
が
海
判
分

が
北
、
き
示
、

こ
あ
道
所
の

あ
海
開
監
を
当

と
っ
を
に
取

る
道
合
査
実
該

を
た
代
処
消

場

の

に
委
施
情

知
こ
表
分
し
取
訴

は
員
す
報

っ
と
す
の

話電

、
に
る
が

た
を
る

内

第 号

月

個
ま
道
し

海
知

年

北
通

本

第

保

日

報
印
情
。
人
す

の

規

以
し

業

月
消

工

６
取

で
訴

格

内
、

て
提

）

っ
を

４

号

あ
え

消
え

。いさだく承了御

は
し
及

こ
対
日
開

日
知
者

の
し
ま
示

っ

こ

処
て
で
さ

１
た
、
の
び
え
れ

分
行
に
れ

に
日
北
訴
道
を
に

が
政
異
ま

よ
）
海
翌
代
提
基

あ
不
議
す

る
の
議
日
表
起
づ

っ
服
申
の

異

）線

、

た
審
立
で



知

１

基
通

を正訂
容内

２

供
容

訂
ま

提
内

き
し

の

づ 請
。

を

年
正
す

記別

別
第

記

不

第
号

明

様

な

号
式

本
な

関
お

に

５

６

注

点

様

ま

送
び
る

件
り

移
及
け

備

３

４

正
す

を
当
担

訂

監

平

査

移

移

成

委
送を

送

員

年

が

た

求

し

び及所箇たし

次

報

日
、

情

り

人

あ

個

月
訂

供
り

提
お

で
と

け
の

付

は

式

た
を

し
正

を

、

の
第

担

次

課

の
係

部

次
関
個

当

に
条

お

式

情

に

様

等

８
）

様

人

わ

る

訂

合

え

い

加

報

問

を

課

求

け
実
部

請
。

受
該
当

い

施
関

つ

実
機
等

に

た
施

機

移

施

、

実

はて

機
に

考

）

を

し

電

け受を

関

送

３

た
の

月

実
担

し

施
当

た

日

日

関
等

機
課

）日曜木

た

道
情
し

海
人
ま

北
個
し

い
、

委
つ
で

査
に
の

監
報 道

第
海
例

北
条

て
同

員
個

だ

実

くせ

。

正

情
の

人
条

書知通

。い

施

さ

機施実

話

た

工本

第
年

日

等正訂ていお

部

に関

員委査

話

監

電

決

線

の

内

日月

局務事

年

線内

北

５

）

本
見
印
後
○

り

印
条
よ
護
に
保
定
報
規

個

定

及

法

２

３

４

に
、
例

格規

月

業

人

代

利

利
び

本

海

北
２

１

北

第

）４

号
日

を定

）

監

道
の

利

道

海
項

と

課

こるす

記別

５

第

備

号

海

課

道

３

４

公

訂

担

で

未
別
ん

の
の
囲

人
人
で

成

い

又
す
さ

者
当
だ

年
該
く

被
を
年
号
）

成
番
。

は
る

停

停
由

理

人

用

用
理

所住
名

よ

を

を

氏

に

止

止

人

の

る

求

び

め

め

請

及

求

求

る 合

所

容

所

場

箇

内

住

の

る

受を示開の報情

は

氏

に

停

査

個
規

用

名

、

日たけ
請

報
よ

止

員

情
に

委

人
定 の

条
次

に

護
、

求

様

保
り お

る

第
と

係

例 １
人
第
個
条
り

式様 第

正

報情
）
人
係

考

関
個

条

当

報

日

等

月

課

年

者年成未

もに欄の５び及４の次

は
の
又
報

項
情

てし入記

絡
第
停

連
条
用
同
利

住
氏

に
請

年

項
を

先
２
止

所
名

。
準
す
て
ま

月

い
し

お
求

電

書求請止停用利

電
用

話

局務事

年

員委査監

内

日

日月

外号

号番話電

人見後被年成

番
る
話
す

日

。いさだく

第例条
号
同

格規

月

業工本

年

条

）線

）４

日

第 号

課



個

条
２

平

人

北
例

成

情

海
第

報

道

年

の

利

第
た

例
し

１

条
長

用

第
、

停

年
条
で

第記別

２

３
ほ

報

号

法
か
開
一

様

の険保
定
、
示
部

式

注
被
代
そ
を
開

１

７

８

９

６

付

の

求

求請

請

受

担

備

の

個
条

らか

求

６

請

の次

３

内

人
第

月

容

情
１
報
項

日

保
に
護
規

）日曜木

し

求

月
項
知

請

２
通

止

年

。

る

日
定
す

係

規
ま

に

の 次
止
、

停
り

様

用
よ

利
に

の
受
示

あ
お

の
と

求
の

請

理人
資
け
決

第

に
格
た
定

証
と
知

関
個

よ
を
こ
通

条

確
の

）
人

請
明
の
書

係

る

が
示

報

又
る
認
提

情

求
す

要
求

用

死
類
必
を

利

は
書
者

、証者険保
の
戸
な
め

停

場
る

止

出提を）等券旅

格

は

年

に

資

際

当

し
個
籍

日

等

考

で人

確

月

本

課

、 るあ

認

者

代

証

定

を

法

とこ

、

確

は欄

人

の

本

でま

の

入記

認

月

免

要

転
券

必

運
旅

るす

年らか日

北

停

道
個
用

海
た
利

北
っ
り

に
る

委
報
す

査
情
止

監
人

を
、
か

て
う

い
ど

つ
か

員

謄
合
こ

決

道
定

年

海
決

北

報
等
は
が

定

情
本
に
と

人 係
を
個
り

間

に
）
、
あ

期

請
出
情
す

長

る
提
人
ま

延 書

の
、
開

知

求
し
報
。

通

合
は
決

場
又
示

、
は
示
通

本

第

に
提
定

日

いさだくてし示提は又
す

理

監
電

明

、
し
知

工

。

委

る

人

査
話

要

局

必

年

務

に

事

め

員

た 書

月

な

）

類

そ

内

あ

許

は

他

転

）

の

運

日

線

んせまり

証 保
他

康
の

健
そ

。

日月

被の険

海

でま

道

所

及
２

公

間
情
期
人
る
個
す

及

利
び

で

１

条

の

護
延
保
を

印
報

通

利

日月

第

、

例

は

格

１
く
又

規

注
て
書

業

の
だ

情

）

類
い
人

４

号

書
さ
個

の
。

記別

５

第

備

号

免

由
期

４
康

）

課

健、証許

定

）
証者険保

延
及

担

３

容

止

内

停
容

び

用
内

す

報

用

所箇るすを

を

１

ま

止

第

し

停

年

条

知

定

た

規

め

の

。

求

月

項

す

、

停

り

様

用

よ

利

に

箇

日 求

の

請

次

止

式様 第
利報情

）
人
係

考

関
個

条

等

定決

課

の後長

当

延び
分区長

由

期時定

理

決

時

間期定決る

理の長延、

分区長延

外号

た
利
そ

北
っ

り

あ

お

の

と

情

部

監

用
人

一

道
個

の

海
つ

用

員

停
に

利

委
報

の

査

用

北

す

、

を

て
止
止

い

停

書知通定決止停

局務事員委査

話

監

電

日

年

内

人
人
個
個

道
道

海
海

北
北

条
条

護
護
保
保

報
報
情
情

第
第

例
例

第 号

情

決

人

と

個

と

道

こ

海

る

本

第
年

護

た

保

し

印
報

定

格規

月

業工

課

日

）

月

線

）４

号
日

本
た

項
項

２
２

第
第

条
条 書し

文
だ



第
ま

例
し

条
知

停用利１

す
第

年
条
。

第記別

か
監
す
し
分

ら
査
る
て
の

号

起
委
こ
６
取

様

をて立申
算
員
と
月
消

式

立

６

１

２
し
し
と
が
以
し

の
こ
を
の

備

こ
た
て
こ

っ
用
を
る
分

担５

利
と
す
処

理
す

３

４

平

利

一
由
る

成

用

部

と

利
一
き

年

月
項１

所箇ため求を止

り

様

用
よ

利
に

日
定規の お

の
と

求
の

請
次

止
、

停

て
な
で
内
の

あ

６
り
き
で
訴

第

月
ま
ま
あ
え
て
提

関
個

以
す
す
っ
を

条
人

に
）
た
も
起

係

内
。
。 し

処
る

情

、
を
だ
、
す

）

又
と

報

海
告
、
分
こ

北
被 し

分
は
が

非

道
と
処

はきとた
訴
て
又
決
で

利

定
き

て立申議異該当、
不

停
知
こ
に

に

用

訟
、
は

日
で
が

決
た
が
服

止
っ
と

の
き
あ

定

合

下
日
す
場

以
翌
ま
る

考

か
。

こ

」
算

、

分
起

は

処
ら

に

の

停

い
て

の

等課当

と
し

用
部

３

止

停
利
み

月

年

止
用
記

を
停
入

日

日

る
を

す
止
）

月

）日曜木

停

道
個
用

海
た
利

北
っ
り

に
し

委
報
を

査
情
止

監
人

と
、
と

て
こ

い
い

つ
な

員

決
の
な

道
定

第
年

海
決

北

の
な

お
幌
定
日
く

停

に
札

決

て
方
あ
翌
り

止

い
地
が

判
た
か
す

定

北
裁
っ
日
ま

に
と
起

通

道
所
こ
ら
。

海
分
知
し

書

代
処
を
算

知

を す
の
っ
て

表 者
消
日
年

本

る
取
た
１

日

こたっあが定決るす対
処

っ
は
し
の
を

工

知をと

う
内

あ

）
以

が

話

。
日

分

電

が
北

こ

服
、

た

不
に

っ

に

っ

場
監

知

る
道

を

あ
海

と

合
査 に

）

は
員

日

線

に
委

た

内

月

局

年

務事員委査監

、

日

北

で
情
の

月

人
た
個
し

情人
１

規
ま

護
通

日

保
、

印
報

翌
経

業

よ

異

号

に
。
定
す

か
す

格

北
訴
日
過

規

、
の
海
え

）

代
提
起
と

４

道
を
ら
る

表
起
算
処

第記別

監
す
し
分

日翌の）日た
査
る
て
の

らか

号

起
委
こ
６
取

る

処
て

よ

の
し

に

こ
対

１

１

２

あ
申

議

が
議

異

分
異

備

こ
っ
立
こ
立

あ
申

申

４

の
た
て
の
て

海

課

道

２

３

公

定決び及容内の報

利

担

月
の

て

次

立

、

申

年
り

議

付
北

個

日
り

る

お

係

と

に

公
議
報

異
情

の
道

様

け
海

申

様

員
と
月
消

式

な
で
内
の

と
が
以
し

り
き
で
訴

第

ま
ま
あ
え

。
て
提

関
審

す
す
っ
を

条

だ
、
す

）

）
た
も
起

係

。 告
、
分
こ

被
し
処
る

査

を
月６てし算

会

と
処
又
と

分
は
が

道海北、に内以
し

利
と
す
分
し

非
こ
を
処
を

停
知
こ
不
と

用
を
る
に
た

決
た
が
が
は

止
っ
と
服
き

の
き
る
当

定
日
で
あ
、

日
す
合
異

以
翌
ま
場
該

考

か
。
に
議

下

停用

分
起

、
立

処
ら

は
申

止

当

報

立
開

由

等

理いな

課

しを

い
情

海
つ
人

北
に
個
て
・

委
北
護

査
、
保

監
て
報

道

諮
人
に

個
会
道
査

員
海
審

定
き

諮

て
又
決
で

報
問
情

幌
定
日
く

札
決
の
な

、
は

通

方
あ
翌
り

地
が
の
な

問

ら
。

判
た
か
す

裁
っ
日
ま

書

処
を
算

に
と
起

知

所
こ

おに訟訴
の
っ
て

分
知
し

す表代を道海北てい
に

」
算

こ
て

る
取
た
１

日

分
す

い
て

処
対

と
し

の

う

っ
定

）
以

あ
決

。
日

が
る

服
、

こ
あ

不
に

た
が

に
内

知
こ

あ
海

を
た

が
北

と
っ

合
査

た
を

場
監

っ
と

る
道

局務事員委査

話

監

電

号

内

外

第
、
例
で

条
の

護
た
保
し 通

本

第
日月年

の
し
条
知

印

翌
経

業

し
の
を

工

消
日
年

え
か
す

格

訴
日
過

規

の

処

）

提
起
と

４

号

を
ら
る

表代道海北、は者
起
算

は
員

っ

に
委

日
知

よ
）

こ
対

に
日

、
に

１
た

分
異

異
翌

処
て

る
の

の
し

）線

が
議

議
日

第 号

課



情

決
る

３

平

報

異
定
決

成

議

定

申
却
）

年

情

１
報

人
個
申
た

情

１

２

報
情
人
報

に
の

異
情
人
立

申

報
が
）

記
う

議

別

対

記

す

第

る決

号

定

様

に

式

問

議異

諮

２

３

担

備

４

５

立
下
の

申

３

て
又
理

月

に
は
由

対
棄

日

す
却
る
す

）日曜木

う
開

さ
、

立
開
の
非

載
ち

た
示

に
決
ち
示

れ
開

て
示

る
し
異
求

個
す

係
定
、
を

よ

個
た
議
め

人
る

次

第

り

第 の
係

に
お

者
関

と

三
条

の
る
示

議

す
開

異
）

様

関
り

に

が
施

て

報
実

立

情
を

申

て立

を

等

考

課当

係

含
す

容

日

内

た

の

し

北

て
と

海

個

れ
こ

北

る

ま
る

査

報

る
し

監

情

い
と

道

人

情
た

員

開

人
し

委

の

個
ま

書

つ
、

知

に
で

通

報
の

示

監

電

、
し

第
年

て
知

い
通

局務事員委査

話

日月年

工

）

本

線

日

内

道海

情
情

決
３

公

人
個
申
情

１

２
報
報

異
定

異
ま

異
情
人
立
報

１

。す

号
日

て
印
立申
。

月

議
す

格規業

付
て
日
立申議に

）

課

４
記別

５

６

第

担

備

号

の

議

開４

ち

立
処

う

申
原

報

更

示

対
変

開

に
を

、

て
分

情
人
）
に

に
る

る
す

す

す

申

報
が
の
関

記

議
報

ち
る

さ

立
非
の
開
う
す

載

示
ち
を
、
情

れ

て
開
う
示

異
め

個

係
と
、
求

報

た

に

対
け
に

個
た
議
た

人

る
し

り

に
号
よに定決

第
るす と

る
開
の

す
非
次

様

関
で

報

お

にて立申議異

情
示

係
式様

当 課

第

施実を示

）係

等

考

関条

日るす

外号

北
ま
開
示

含
部
開

が
一
り

決
施

道
て
）
実

海
れ
示
を

委
個
を
る

査
る
定
す

監
い 報

し
と

情
ま
と

員
人
し
こ

情人個る

つ
が
ま

に
た
し

い
、
し

書知通示開の報

話電

局務

年

事員委査監

日

内

日月

第 号

処
で

、
該
の

第
年

て
当
た し

印

係
知

年
に
通

月

分
、

工

）

本

線

月
異
ま

号
日

る

格規業

課

）４



８第

第

条

次
報
例

を
情
条

条
人

８
個

」
の
の
第

式様号５第記

北
訓
第
項
第
第
の

会

５

式

条
条
人

海
令
４
、
６
７
個

中
中
情

道
第
条
第

労
２
中

道海北
働
号

条

報

う

労
委
）
第
第
第
第
開

北

北
に

海

海
定
平

道

道
め
成

労

労
る

働

働
。
年

委

委

３

員

規の

６

こ
附

は則

備

則

る

４

、

担５

平

決

開

成

示

定）

を

年

よ
存

項

改
明
２

に
を
第

う
否
条

し
い

。
に
お

る
か
に

め
ら

改に

定
す

決
用

い
準

な
て

中号３第条同、め
示

記

通
る

別

３

員
の
会
一
条
項
条
条
２
１
存

が
部
第
及
第
第
不

次
項
第
項
項
在

保
を
５
び
」
」
）

有す
の
、
第

定

る
よ
第
条
を
を
決

個
う

知

人
に
条
２
第
第
通

情
改
第
項
第
第
」

報
正
３
」
条
条
書

保が会員委働
の
す
項
に改
３
１
を

情人個るす有

員

月

報
保
る
、

会

会
訓

が

日

令

保
第

有
２

す
号

道

個る

労

情人

働

の報

委

成平

保

行施らか日１月

考

４年

実

の

す

等課当

３

理

月

由

施す

日

日る

）日曜木

）
第

書
例

知
条

第

、は面書の項１第条

を」式様号７

項
項
削

様

別

号６第記別

る
」
」
り

護
。
第
め

に

第

改
改
同

関

条
。
に
に
、

項

る
、
第

る

２

め
め
条

す

び

条
号

程

及

。
同
２

規

１

平

第

第
中

成

２

第

年

第

中
記

６

条

号
別

程規るす関に護保の
北
を部一の

護

改
海

項

又
６

員

関

北

に

会

規

労

る

道

す

海

訓

の

委

程

働

令

曽

正改

長

を

会

部

会

一

員

話

。

電

る

す

員委査監

工

）

本

線

日

内

日月

局務

年

事

北

も
３

４
の式様号７第記

式
規
例
と
例

の
条
の
条

条 定
第
す
第

。るめ改に」

記
式

地

を

別
様

道

」

は
号

方

５
を

労

第

第
」

働委

条

号

２

員

第

様
別

第

第

と

条

条

す
第

条

るす正
示

る
三

開
意
例

開 請
条
。
者
条
示
見
第

令訓

よの

之

次を

理

令訓

根

る

第

る

次

９

第
第
第
第
に

。
条

９
８
次
個
条

を」項
条
条
条
条
の
人

中
を
第
の
３
情

格規業

第

同
）４

す

第
第
る
第
号
条
第

様
を

。

条
条

条
式
第
条第

第記別
中
の

第
」

海

課

道

第

個
第
第
第
を
第

記
条

人

公

条

情
条
条
号

中

報
か
中
様
条

る

に 開
２

３

り
第

第

よ
条
。
条 面

る
書

書

す
の

の

示
項

項

別

別

び
、

、

及
は

は

旨
面

理
第

第

の
記

記

そ

求
例

に
例
請
書
年
提
第

事
第

対
第
求
の
条

す

案

日
先
項

移
条

る
条
月
出
２

通
２

見
１

及
の

送
第

意
第

提
の

提
施

知
項

書
項

び
実

期
関

）
書

出
実

出
機

書
の

関

定

は

機
機

限
が

面

の
施

２
条
報
例

別

の
が

め

、

会

第
１項
中
を
不
第

第
条
中

加
存

条
と

第
え
在
条

る
通
の

」
し
第
条
。
知
通

を
、第
条
第

書
知

第
１

）
は

第
条
１
項

、

」
第
」
を

記

条
を
項
」

別

を

第

に
同、め改に」項２第条
改
条

第

８

条を

見

１
に
条
１

中
め
す
中

第
出

項
改
と
項

し
条
中

、
る

第

第
同
。
第

条

２
個
」
情

第
２

第

項
人

条
第

条

」

項
中

項

を
報

１
項

１

第
を

」

」

を
第

を

を」式様号 第記別 様号
条
訂

の
ら

式
と

式

に
る
第

存
第
第
」
す

否

報

明
ま
第
め

条

を
条
条
改
。

か
を
項
同

２

ら
で
１
、

第

し
る
を
第

に

に
削
」
条

項 い

な
。

２

お

中

て

い

第
号

準

決

用

定

条

由

の

る
式

式

す
様

様

と
号

号

報

報

情

情

人

人

個

個

。
の 係

定

に

決

示

示

開

開

の

の

る

項

第

与
め

事

記

付
定

る

様

手
項

、

号

の
事

は

９

等
次

各

の

）
、

項

式

続
は

前

求

お

定

請

と

に

示

の

号

開

号

移

す

も

案

と

る

事

り

め

め
と
第
条

様

、
す

条
。
第
１

の

同
る
条
第

式

に

情

第

項
」

人

を

１
項

個

」
、

存

と

改
め

不

条

に
改

報

。

同
条

通

る

、
同

在

す

め

第

条
を

知

条

第

を
第

書

。るすと条

第
正

第
第

２
の

」
求

第
項

第

項
請

条
１

条

改
係

項
４

項

に
に

１
第

１

、
個

に
」

に

め
る

」
号

」

条
情

め

同
人

、
を

改 同

を
報

別
第

、

第
」

記

に

第
条

条

第を条同、め改に」 すと条
す

通

」
別

る
条
改

９
第

第

条

書

改
第

る

知

に
記

に

め

る

同
様

第

よ

、
号

例

も

条
式

号

２

と

１
を

第

の

第
」

条

す 。

記

」

る

中
別

項

別
第

を

号

記

外

会

知

照

通

見

る

意

係

る

に

る

の

る

る

よ

よ

に

に

書

書

に

、

書

か

知

ほ

通

。

の

送 も

第

る

例

よ

条

の

に

第
条

よ も

す
、

う

と
し

行

条
と

り

２

の

す

条

と

。
８

の

る
第

中

す
、

様
項

項

と
め

号
１

。
条

」
５

る
同

式
第

を

を
号

第

第

」
別
に

条

。

、

と

第
め

２

条

記
改

第

第
号

第

第

様
号
式

条

様
」

第

式
に

３

号

、

に

を
め

」

」
改

項

別
同

、



第 条

る

用
審

平

こ
個
停
査

成

と
人
止
会
条

と
情
決
に
例

情人個

年

報
決
報
定
諮
第

第

第

る

書

決

も
条

に
個

条

情
条
と

通
人

よ
人

の

定
個 報

例
も
報
例
す

知
情
条
る の
利
第
る

るあと」を
書
の
又
利
第

第

第

場

認
知

被

条

す
書
郵

条

第
に

見
用

る
又
送

合

後
利

一
に
５
お

人
停
知
必
は
等

は
が
部
よ
条
い

の
止
事
要

２

別
の

第

第

情

第

以
条
報

条

個
条

個

情
条

第
利

条
人

人

下
例
の

の
情
条

用

次
報
例
報
例
利

に
訂
第
利
第
用
条
停

第

と

も
第

す
条

訂

の

例

す
を
請
条
。

と
条
正

る

。
の
事
第

る
次
求

３

定
の
通
問

月

し
利
知
し
条

た
用
書
た
の

日

き
止

の
知

と
停

旨
通

木

。
を

通
は

曜

し

知
、

日

別
な

）
別

）

第
こ

第

記
い

記

と

止停用利の
号
と

号

止
様
決

様

停用利の部一
。

と
用

は
用
第
る
止
の

一
停
条
す
停
条

定
面

開
決
３
。
決
書

部
止

知
、

決
期
の

通
は

示
定
項

等
の

通
延
面

書
次

定
間
書 別

号

書
通
、

）
各

知
長
は

は
写
書
記

に

の
知

、と」を止停用利

開
る
の
て

示
し
）
第

掲

開

利
る
示
個
規
、

と
請
、
あ

る
に
用
と
決
人
定
同

す
求

、
第

。
係
停
認
定
情
は
条

る
知
の
郵
１

る
止
め
通
報

中

人
請
と
書
利
送
項

個
の
情
求
き
の
用
等

示
止
よ
開

報
に
は
提
停
に

開
る
利
を
の
る
示

の
係
、

求
人
と

示
個
用
求
請
個
」

停
第
止

あ

を
人
停
め

用

次
正

項
請

の
実
条
停
条
止
１
を

１
求
第
求

８
施
の
止
第
請

面
求
項
書
５
し

条
通
書
請

加
書
は
書
の
」
号
よ

を
知

実
と

え
）
、
）
利
と
の
う

。

記

停
う
施
す

る

別

用
い

請
）
関
場

第

止
。
機
る

様

書
よ
定
に

号

求
に
が
合

よ
案

項

改
通
１

に
送
第

う
移
条 は面

。
）
書

る
書
の

め
知

の
し

の

式
定

式

第記別、

諮

情
き

会

人
と

査

個
た

審

停
記

知

用
別

通

利

問

報
。

に

止
第

書

決 通
様

り

定
号

よ

北

次。む含を合場るすを

げ

い
知
式

行

おに号

」

に

み

式

分

読

様

区

と

号

る

情

、

る

人

じ

え

個

応

替

の

す

用

各

と

利

該

の

報

当

も
」書求請

。

止

に

る

停

号

はのるあと

止
る
）
情

止

決

定

停用利

の
の

け
報
の
こ

報
る

受
情

こ
開
求
が

利
は

た
が
請
と

と
示
を
で

用

よ
る

止
用

の
の
し
き

停
利

請
止

認
定
う
。

の
停

確
決

る

に
と

受
す

求
」

）
を
と

条

も
に

い
同

た
者

つ
、

け

る
け

式

は
る
め
お

の
対

て

項
本

個

別
の
事
る

の

、
も

、
の

情

第
す
は
人

人

記
と る

報

、

正

様

人
名

訂

号
。
本
氏

個

わ
所

施

の

代
住

実

式

に
未

書

情

て
び

知

人

っ
及

通 に

報

法

案事求請正訂の式様号

人

の

個

も

書
の

う

通送移

海

利

。

非

る

報

す

情

と

道

別

５

記

公

すを）。じ同て
第

備

書

延

知

間

通

期

る

定

め

６

改

知

よ

通

に

長

情人

別
め
別

報

記
、
記

保示開び及書求請

第

第

護条

、

用
２

で
し

準
第

４
平
５

。

こ
示

る
中

る
開

す
項

あ と
決
確
通

の
示

を
定

こ
開 人

人
報
報

情
情

理

条
条

護
護

保
保

理
者

る

用

代
年

よ

利

定
成

と

請

が
は

の

止

人
又

も

停

を

。る

書

人
年

す

求

個
成

別
別
成
別
平

の
記
記
」
記
第

条
開
第
第
を
第

に書知

例
示
１
２
削
３
条

のもるよ

第

応じ

個

条

者
条
当
例
情

三

、
条
人

第

式様号

報

中 成平

考

、り削を」

例

号
成
号

第

様
」
様

式
を
式

第条

中
削
を

２

り
削

項

第
、
る

た

。

だし

条
第

書

、
第

第
条

」

改

関
項

に

条
１

例
例

由

第
第

た
本

項
項
１
２

第
第

条
条

書しだ
文

。
様
１

第
通
号
号
る
号
第

知
様
様
中
中

中
本

条
書
式
式

式
項

２

文

第

、

の

成

成
に

号

平
７

平
」

定

を

を

決

」
受

」
を

し

る

り
間

を

削
理

削
期

と

延

た

。
年

、

の

か
例
該
第
報

ら
第
各号
条
開

の 議
に
定
１
通

異
条
に
第
示

立
い
る
の
書

申
お
め
号
知

書
を

を
準
知
定

て
て
通
決

す
る
よ
た

却
す
に
し

棄
用

第

る
条
る
と

を」項１第条 第 条

号

１第

外

。

を

る

」
を

め

係
」 第

第
条 」

第
項
、
１

条
第 る

第
め
、
改

条
に

す

き

月

第
長

延

理

を

」

。

を

２
を

別

」

第
」

日

条
る

第

項

記

７

」
延

様

受

区

号

を
長 、

式

第
分

の

付

異

条
延

例
も
き

申

に
の

議

年

」
長

と

合
第
の
。

場 等

。
第

通
第
る
記

の
条
す
別

知
３
）
項 、

第

は

の

面

式

書

様

の

号

項

の

者

次

三

第

」 、に

号

」

第、条
。

分

由

区長

に」係関条

個
個

道
道

海
海

北
北

て

に

立

月

、
」

に

日

第
、

係

」

個

改

第

る

に

条

北

人

め

１

海

情

、

項

個道

報

」

げ

立

掲

申

に

議

号

異

各

の

に

る

分

係

区

に

る

て



に め改

っ
て
、

し
の
を

消取の
日
年

た
１

ら
員

っ
申

申
か
委

６

１

２ の
て
起
会

備

こ
た
立
こ
立

一
と
を
処
を
算
と

の
こ
て

削

改

を

り
別
め

こ
海北

６

、
記
、

の
道

同
第

決
労

備

様
７
平

定
働

式
号
成

に
委

を
様
」

不
員

に改

２

め

申
か
委
の
っ
て
、

消
日
年

こ
立
ら
員
取
た
１

し
の
を

をて立
の
て
起
会

す
処
を
算
と

を

た

５

１

平

備

こ
こ

成

の
と
非
を

年

起
と

ら
る
か
す

日
過
翌
経

月
消
６
取

て
の
し
分

算
処

で
訴

内
の
以
し

教

とこるす起提をえ訴の
な

すま
っ
を

あ
え

きでが

に
た
て
り

部
を
す
分
し
し

示
っ
こ
不
と
６
ま

開
知
る

は
以
。

決
た
と
服
き
月
す

の
で
あ
、
内
）

定
日
が
が

、
被

以
翌
き
る
当
に
を

考

す
合
異
北
告

下
日
ま
場
該

か

申
道
し

処
ら
。
に
議
海
と

」
算

、
立

て

分
起

は の
に
訟
札

と
し

こ
て
訴
、

処
対
に
幌

い
て
う

服
会

別
式
を

が
に

記
中
削

あ
対

第

り

る
し

５
第
、

場
て

号

合
異

考

に
議

様
条
第

は
申

式
、

、
立

と
第
条

こ
て

第

す

の
を

る
条
１

定
る

決
す

。
関
項

が
こ

係
」

あ
と

」
を

っ
が

訴
日
過

分
し
し
な
の
翌
経

と
６
ま
え
か
す

に
た
て
り

起
と

服
き
月
す
を
ら
る

不

内
）
起
算
処

が
は
以
。
提

の

る
当
に
を
す
し
分

あ
、

告
こ
６
取

場
該
、
被
る
て

に
議
海
と
と
月
消

合
異
北

で
内
の

は
申
道
し
が
以
し

、
立

て

こ
て
訴
、
き
で
訴

教

え

。すまきでがとこる

幌
す
っ
を

の
に
訟
札
ま
あ

開
知

処
対
に

３

示
っ

月

決
た
定
日

日

の
以
翌

考

木

か
下
日

曜

処
ら

日

分
起

）

い
て

と
し
」
算

う。
日

示

分
こ
処
る

、
す
も
起

て
提

の
な

定
き
決
で

は
が
又
と

しだた。
翌
り
の
な

日
く ま

あが定決は又分処、 っ
日

が
る
い
方

。
日

分
す
お
地

北
判

に
内

あ
決
て
裁

）
以

服
、

た
が
海
所

不
に

っ
定

が
北

こ
あ
道

を
た
代
は

あ
海

と
っ
を
又

っ
と
す

場
労

知
こ
表

る
道

者
方

に
委

た
を
る
地

合
働

、
会

っ
は
裁

は
員

日
知

こ
に

１
た
、
判

を

た
で

第

こ
き
と
ま

第

を
す

条

知
。

条
第

っ

、
１

た

第
項

の日

」

翌

条
に

日

、
、

か

第

ら起算

条

し

、

示

た
も
起

分
す
お
地
。
て
提

決
て
裁
だ
、
す

が
る
い
方

分
こ

っ
定
北
判
し
処
る

あ
あ
道

処
又
と

た
が
海
所
、

こ

又
決
で

と
っ
を
又
分
は
が

知
こ
表

は
定
き

を
た
代
は 地

定
日
く

っ
と
す

決
の
な

日
知
者
方
が
の
な

た
を
る

っ
は
裁
あ
翌
り

内
）
以

１
た
、
判
っ
日
ま

道
あ
海

が
北
服
、

不
に
に

会
は
員
に
委

合
働
場
労

る こ
に
、

北

し算起ら
。

か
す

の
対

た
１

第

っ
て

記別

」

知をとこた 消
日
年

８

取の

よ
）
海
）

の
対

に
日
北
所

労
処

分
て

る
の
道
に

処
し

あ
議

議
日
働
分

が
異

異
翌

ら
員

場
労

申
か
委

４

１

２ の
て
起
会

備

こ
合
働
こ
立

の
に
委

て

第

日

条

内以

関

に
」

係

、

理

担

の

い
２

３

に

を

」

」

内

存

こ
ら
。

に
日
北
所
た
か
す

る
の
道
に
と
起

よ
）
海
）

働
分
知
し

異
翌
労
処
を
算

議
日

の

請

第
た
例
し

１

条
定」

が
異
分
て

処
し

海

っ
申
あ
議

道

別

削

記

り

こ
海北

第

、

の
道

公

７

同

決
労

号

日
過

式

翌
経

様

の
を

号

様

よ

起
と

の

ら
る

次

か
す

を

取

改

て
の

に

し
分

う

算
処

訴のし
以
し

る

月
消

め

６

。

がとこるす起提をえ

個
は
員
処
を
算
と

で
内
の

た
て
り

人
、
会
分
し
し
な

の
対
不
と
６
ま

情
こ
に
に

以
。

の
処
し
服
き
月
す

報

異
あ
、
内
）

存
分
て
が
は

を
あ
議
る
当
に
を

考

否
が

異
北
告

明
っ
申
場
該
、
被

こ
て
に
議
海
と

ら
た
立
合

立

て

に
と
を
は
申
道
し

か し
を
す
、

しにから

当

明を

容

否
由

求

個道海北
な

課

る

年
１
通

係

第
、

に

条
で

情

月
規
ま

人

の
し

個

項
知

開
り

様

日
よに
。

報

定
す

求
の

請
次
示
、

定
働

様

式

に
委

式

を

服
会

不
員

別

報

が
に

記

第

あ
対

第

８

る
し

６

条

場
て

号

関
個

合
異

人

に
議

情

様

係

は
申

報

式

）

、
立

と

こ
て

し

の

の
を

、

存

決
す

否

定
る

を

同

が
こ

も
起

て
提

っ
を
あ
え
で
訴

は
が
又
と

分
こ
処
る

、
す

。すまき
の
な

定
き
決
で

決は又分処、しだた

知
る
こ
て
訴
、

定
日
く
日

に
幌

い
っ
こ
の
に
訟
札

な

が
分
す
お
地

決
た
と
処
対

の
で
が
る
い
方

定
日

定
北
判

以
翌
き
あ
決
て
裁

か
す
た
が
海
所

下
日
ま
っ

処
ら
。
こ
あ
道

を
た
代
は

分
起

と
っ
を
又

っ
と
す

と
し

知
こ
表

」
算

た
を
る
地

い
て

労

護

道

保

海

報

北

情人

う

員

第

委

例

働

条

の
と

当

局

該

務

に

事

条

会

個
人

海

た
個

北

っ
り
あ
お

委

報
の

働

情
報

労

人
情

道

明

会

い
を

会

つ
否

員

に
存

明

様

北
か

、
ら

長

て

あ
と

式

っ
が

の

ら

た
で

次

か

こ
き

に

と
ま

し

に

を
す

な

次

知
。

の

っ

１

い

た

様

決

日

定

の

通

式

翌

知

を

日

加

か

え

書

号

ら

る

起

外

規

日
ま
業

翌
り
工

の
な
本

ら
。
格

か
す

こたっあが
し

）

算

４

起
知をと

以

っ
は
裁

。
日

日
知
者
方

）

に
日
北
所

に
内

１
た
、
判

道
に

服
、

よ
）
海
）

不
に

あ
海

異
翌
労
処

が
北

る
の

年

海
に

課

る
道

議
日
働
分

と
情
こ

月

人
い

個
な
道
し

護
決

日

保
と

印

報

算

。

第

し

第

て 日以

号

に内
」

号

、を



っ
て

記
記
」

別
別
項１

平

た
１

第
第
を

成

日
年
の
を

号
号
第

年

申
か
委
の

１

２

翌
経

様
様

こ
こ
て
こ
立
ら
員
取

た
立

と
し

の
と
を
の
て
起
会
消
な
の

備４

不
を
す
処
を
算

不

担

２

３

存
知
る
分
し
し

容

北

請
内

、

の

で

１

の

存

年
道

に

海

求

式様号８第記別

３

日
過

式
式
条

月

か
す

か
中
第

ら
る

ら

１

日

」

起
と

別
第
項

算
処

記

木

し
分

第
条
に

曜

関
、

て
の

日

６
取

号
係

）

の

ま

以
し

式
を

月
消

様
」

内で
訴

で
第

あ
え

を

ま
え

在
っ
こ
に
た
て
り
訴

き
月
す
を

通
た
と
不
と
６

で
が
は
以
。
提

知
日
が
服

の

を
す

以
翌
き
あ
、
内
）
起

該
、
被
る

下
日
ま
る
当
に

か
す
場

と
と

処
ら
。
合
異
北
告
こ

は
申
道
し
が

分
起

に
議
海

と
し

、
立

て
で

」
算

札
ま

考

い
て

こ
て
訴
、
き

の
に
訟

う

人

る

個

係

由

課

理の

当

在

日
護

報

保

情

報

人

月
情

個

請
第

示
例

開
条

求 っ
規

様

あ
の

の
条

報情
）
人

係関
個

条９第

係

て
提

る
関

っ
を

削
条

不

改

処
る

に

、
す

」

も
起

。

決
で

は
が

、

又
と

め

分
こ

の
な

成

定
き

平

の
な
本

を

日
く
日

」

北

日

処
対
に
幌
す

翌
り
工

削

方
た

）
以

分
す
お
地
。

。

あ
決
て
裁
だ

に
内

が
る
い

、

服
、

っ
定
北
判
し

不
に

こ
あ
道

処

が
北

た
が
海
所

あ
海

代
は
又

る
道

と
っ
を
又
分

合
働

知
こ
表

は

場
労

を
た を

る
地
定

に
委

っ
と
す

決

、
会

日
知
者
方
が

は
員

た

海

話

北

電

こ
に

っ
は
裁
あ

務事会員委働労道

海

個
に

北

た
定

）線

局

内

通

働

報
、

労

情
り

道

人
よ

て
ま

会

い
し

員

つ
知

委

に

存

し在存、
。

長

は
す

会

日
ま
業

り

第
年

書知通在

ら
。
格

か
す
規

、

海

第

起算

４

第

し

）

条

道

理

公

北
所
た

の
対

１
た
、
判
っ

て

よ
）
海
）
こ

処
し

に
日

処
を

が
異

る
の
道
に
と

分

議
日
働
分
知

あ
議

異
翌
労

に

２

っ
申

項

改
別

第
に

委
の
っ
て
め
記

第
お

員
取
た
１
、
第

条

課

会
消
日
年
同

１

２

こ
海北

こ
て

申
か

の
道

を」項１

こ
と
を
こ
立
ら

決
労

でんせま

の
を
す
の
て
起

て
め
記

２

改
別
に

たし

印

取
た
１
、
第

申
か
委
の
っ

こ
立
ら
員

日月

の
て
起
会
消
日
年
同

号 １

こ
海北

た
立

の
道

こ
こ
て

決
労

由

の
と
を

報

い
様

項
て

と
し
の
を
様
号

１

過
を
式

」
準

な
の
翌
経
式

え
か
す
別
中

に
用

り
訴
日

る

す
を
ら
る
記

、
す

ま

同

。
提
起
と
第
第

期
条

）
起
算
処

関

を
例

を
す
し
分
号
条

間

取
式
係

延
第

被
る
て
の
様

告
こ
６

を

す
条

と
と
月
消
と
」

長

内
の
る

る
第

し
が
以
し
す

て
で

２

定
働

訂
知
る
処
を
算

に
委

正
っ
こ
分
し
し

服
会

不
員

決
た
と
に
た
て

が
に

定
日
が
不
と
６

あ
対

の
で
服
き
月

る
し

以
翌
き
が
は
以

場
て

下
日
ま
あ
、
内

に
議

合
異

か
す
る
当
に

は
申

処
ら
。
場
該
、

、
立

分
起

合
異
北

こ
て

」
算

に
議
海

の
を

と
し

は
申
道

決
す

第 、に」項１第条

定
る

い
て

、
立

が
こ

様

処
を
算
と
し
の
を
様
号
を
式

分
し
し
な
の
翌
経
式
す
別
中

に
た
て
り
訴
日
過

を
ら
る
記

不
と
６
ま
え
か

服
き
月
す

が
は
以
。
提
起
と
第
第

あ
、
内
）
起
算
処

関

る
当
に
を
す
し
分
号
条

式
係

場
該
、
被
る
て
の
様
消
と
」

合
異
北
告
こ
６
取
以
し
す
を

に
議
海
と
と
月

て
で
内
の
る

は
申
道
し
が

、
立

定
働

非
を
す

に
委

訂
知
る

服
会

不
員

正
っ
こ

が
に

決
た
と

あ
対

定
日
が

る
し

の
で

場
て

以
翌
き

に
議

合
異

下
日
ま

は
申

か
す

、
立

処
ら
。

こ
て

分
起

の
を

」
算

定
る

決
す

と
し

が
こ

を

」

号

延

理

外

を
項

、
き
で
訴
。
第

」

札
ま
あ
え

幌
す
っ
を

条
」

起

係

長

地
。
て
提

関

延
を

方
た
も

裁
だ
、
す

」

区
第

判
し
処
る

に

分

め

延
第

所
、
分
こ

改

、
条

処
又
と で

の
項

又
分
は
が

、

長
２

は
又
決
は
定
き

平

」
」

く

」

、
、

決
の
な

成

に
に

こ
て
訴

地
定
日

う

教
あ
と

。
日

の
に
訟

っ
が

）
以

処
対
に

示
た
で

に
内

分
す
お

と
ま
こ
き

不
に

が
る
い

を
す

服
、

あ
決
て

知
。

が
北

っ
定
北

っ

あ
海

た
が
海

た

る
道

こ
あ
道

の日

場
労

と
っ
を

翌

合
働

を
た
代

日

に
委

知
こ
表

か

は
員

っ
と
す

ら

、
会

た
を
る

起

こ
て
訴
、
き
で
訴
。
第

の
に
訟
札
ま
あ
え 提

関

処
対
に
幌
す
っ
を

条

た
も
起

係

分
す
お
地
。
て

て
裁
だ
、
す

」

が
る
い
方

っ
定
北
判
し
処
る

に

あ
決

と

め

た
が
海
所
、
分
こ

改

こ
あ
道

処
又 決
で

と
っ
を
又
分
は
が

、

を
た
代
は
又
の
な

成

知
こ
表

は
定
き

平

る
地
定
日
く

」

っ
と
す

決

い
て

た
を

あ
と

教

う

っ
が

。
日

示
た
で

）
以

と
ま
こ
き

に
内

を
す

不
に

知
。

服
、

っ

が
北

た

あ
海

の日

る
道

翌

場
労

日

合
働

か

に
委

ら

は
員

起

長

第

区分

由

号

道海北 個
個道海北

方
が
の
な

を

裁
あ
翌
り

削
第

判
っ
日
ま

り

こ
ら
。

第

所
た
か
す

、
条

）

項

に
と
起

第
１

処
を
算
」

第
を

分
知
し

条
」

算

こ
に

日
知
者

し

の
対

っ
は

て

処
し

１
た
、

分
て

に
日
北

日

が
異

よ
）
海

内以

あ
議

る
の
道

に
」
っ
申

異
翌
労

、

が
の
な

を

を

た
立

議
日
働

は
裁
あ
翌
り

削

日
知
者
方

っ

す

、

１
た
、
判
っ
日
ま

り

）
こ
ら
。

に
日
北
所
た
か

よ
）
海

る
の
道
に
と
起

第

異
翌
労
処
を
算
」

第

議
日
働
分
知
し

条

算

、
会

し

こ
に

て

の
対
処
し

日

分
て

内以

が
異

に
」
あ
議

、を

っ
申



別

記

求
請

」

記

平

第

求
者

第

成

８

の

９

」

号

本
資

号

を

様

ん

格
人

様

削

式
考

で
確

当囲

式

り

の

は
該

す

確

、

、

に

に

２

を

２

３

正

人

本
年

正

訂

本

成

訂

５

を

項

を

別
」

１

１

記
を

情

第

訂

訂
報

９
第

正

正
の

号

請
開

条

を

保
保

報
報
情
情

人
人

平

条
条

護
護

成

例
例
第
第

年

事求請示開

様

く
認

、

次
」

だ

認

に

第

を

」
」

さ
を

次

８

い

に

の

条

。

、
担

６

３

関

備

）

様

係

請
７

式

）

求
」

を

者

当
受

加

の

え

理

る

本

。

で印○を号番る

課
年
人確

囲

」

求

氏

の
後

求

を

の

人
被

考

る

及

成
人

る

め

名

未
見

め

容

住

所

者
別

内

び

年
の

箇

所

又

」

は
該

を

を

」

に

３

、

訂

４

５

正

本

か

を

人

様

求
示

第

求

式

に
を

中
１

係
受

め

項

る
け

る

第
」

個
た

箇

に

所

人
日

第、条
、

」係関条

３

第
第
条
条

月

２
２
項
項

日

文
だ
本
た し

木

書

日曜

」

）

通送移案
第
年

、め改に

書知

月
認

に

」

」
を
日
に

９
を

め

、
」

改
担
、

６

同

８

様

請

式
当
受

を

求

別

資
付

第記
課
年
格

」

ら

め

氏

求

の

９

る

名

ま

内

及

で

容

び

」

住

を

」

所

に

か

に

６

、

」

及

ら

３

、

４

ま

び

成
当
ん

で

４
本
年
す
で

を

」

」

第

年

条

月

第、

日

別を式様同

に」係関条

第記 すと式様号

北

道海北

号
日月

る

確

号

月

様
に

認

式
、
日
」を
」

と
９
に

し

改

、
備

７
、め

別
記別

注

第

な
本
り
不

号

件
ま
明

人
被
る
く

に

を
の
後
番
だ

、

未
見
号
さ

４
成
人
を
い

及
年
の
○
。

５

び
者
別
印
）

５

請

」

又

で

」 等

関
お

４

５

６

、

働
移

移
及
け

備

労

第

。

移

移

２

３

１

」

第条

道海

の

条

１

護

公

護保報情人個

第

請
内

例

、きづ基

様

に例条

様

開
す
な

式

請

は

示
。
点

求

、

第

に

担

て

等

係

い

課

関
個

つ

当

条

移

問

報

、

お

情

は

に

）
人

送

送
び
る

開

を

合

の

送

い

し

受
該
当

員
を

を
当
担

委 の

た
施
課

）
た

け
実
部

会
機
当

施
関

施
担

実
機
等

実

実

関
課

機
に

考

た

し

し

を

を

送

送

関機施

求
容

由

日

理

た

に

年
第

係

条

報

日
規

情

の

人

項

個

月
１

る

、
さ
り
で
よ

け
に

付
定

報

働労
月
道海北

年

た
次

れ

と
長
の
会
次
会
に
員
日
委

だ

た

く

に

け

せ

示

受

わ

お

関

。

意

機

い

る

施

さ

係

実 示開

書

て

会

い

照

お

見

に

労道海

話

北

電

話電

決

日

務事会員委

部

働

人
と
個
の

日月年

局

内

内

案

道
の
事

海
報
り

北
情
お

求
送

委
請
移

働
示
を

労
開

長
い
の

会
つ
た

会
に
し

員
て
で

号

、
、

外

等

工

定

本

第
日

印

月年

り

る

格

す

規

を

業

）

）

線

線

に

）

と

４

号

こ

北
通

課

）課

第

道
し

海
知
個
ま
人
す

号

保報
印
情
。



報
関

１

平

開
に
す

成

示
含
る

年

請
ま
情

紙別

年

意

備

３

４

働労道海北

例
開

情

情

条
り

１

２

見
担

示
に

の

海
第
示

開
報

報

北

を

請
含

内

道

条
定

件
護
決

本
保
示

報
開

す
請
第
係

関
示
例
に

に
開

求
れ
報

３

に
て
の

月

係
い
内

月

る
る
容

日

日

個
自
人
己

木

情
に

付

曜

け

日

で

）

会
住
氏

員委

っあの会照

人個

長
所
名

会

の
そ
そ

報

人
人

情

様
法
法

示

の
の
絡

開

他
他
連

の

の

等
出提

課
の

当
書

団
団
先

先
）

考

－〒

の
る

求
ま

容

個
条
す

北
電

由

係
て
に

情
規
理

に
れ

人

個
る
す

保
に

る
い
関

報
定

る

人

る

護
よ

る
求

２
書

報
係
第
見

情
に
条
意

ま
人
の
に

含
個
項
」

が
る

に
、

て
報
定
り

れ
情
規
よ

、
年

個
の
り

る
次
よ

い
を

いつに件た

情
由
御

人
理

回りおとの次、て

北

に

あ
あ

定

に
に

決

体
体

答

、
、

る

は
は

て
て

係

っ
っ

所
及
話

務
称
電

見

事
名

意

又
び
番

書

業
者

本

年

事
表

日

は
代
号

工

海
話

局務事会員委

）

働労道

に
よ
見
月

報
に
意

）線内

て
示
聴
日

い
開
お

つ
り
を ま

に

示
る
し
で

開
す
き
ま

が
に
の
返

求
と
す
御

請
こ

別
だ

り
し
、
く

あ
対
で
送

すまし

し
、
紙
さ

ま
て

海

。

道

番
２

公

名

規

月

の
氏

業

所
の

開
号

在
）

格

所

報
り

１

情
お

）

）

４

日

地

課

開
人

開
報

す

の
個

情

関

第記別

て
な
く

号

た
北

い

の

意

２

３

注
お
だ

人
報
個
情
道
人

。
海
個
。

定決示

開
思意

２
情
の

報

示
情

示
に

る

び及日月年

の

求
ま

報

請
報

請
含

情

年

係
て

内

月
に
開

に
れ

の

求
定

個
る

い
決

る
い

容

つ
示

け
北
し

付
、
を

人

に

日
て 人

、
個
で

道
の

の
海
た

様

、
さ

式

の
。
２
い
欄

第

で

関
個

、

条

○

報

を

情

」

）

様

人

有

係

支

開
支

は欄

見

開

で

の

印

さ

が

が

該

示

示

障

障

、

開

る

る

る

れ

れ

す

あ

あ

当

さ

を

と
分

と
由

方

部

理

る

る

定
無
決
有
示
の

囲で印○

付日月年

対反るす対に

号

け

外

条
す

護
ま

保
し
報
知
情
通

第例
。

に 報
の

情
項
る
１

す
第
関
条

長会会員委働労道海北

合

定

場だ

決

ん

示

囲

が
規

知

の

通

３

る

、は

係

に

に

意に

書

欄

有

。いさだくでん
見

日

第

第

号

号

い
、
て
り

れ
よ

ま
に
含
定

本

第
年

印
人
と

個
の
る
次

に

格

的

規

月

体

業

具

工

を

無

し

）

載

４

号
日

記



第例条護
年
条

記別

別
第

記第
号様

取の分処

号
式

申
か
委
の
の
の
算

２

消

様

こ
立
ら
員
取
訴
で
し

立
で
の
て
起
会
消
え
、
て

て
、
処
を
算
と
し
及
御
６

及
御
分
し
し
な
の
び
了
月

び
了

こ
と
査

こ
審

５

６

１

こ
承

っ
基

開
知
に

の
を
法

担

備

３

４

示

平

開

開

成

示

示決

を

年

に
付
定

日
規の項

月
１第 の

た
次

れ
、

さ
り

で
よ

け

式

人
と

個

を
第
次

）

様

正

う
係

よ
関
訂

の
条

のし

事

。

求

るめ

請

改に

がとこるす起提をえ訴

く
に
た
て
り
訴
こ
承
以

で

だ
不
と
６
ま
え
れ
く
内

れ
さ
服
き
月
す
を
に
だ
で

に
い
が
は
以
。
提
基
さ
あ

基
。
あ
、
内
）
起
づ
い
っ

づ 執

る
当
に
を
す
く
。
て

く

、

行

場
該
、
被
る
執
た
も
し
処

停

合
異
北
告
こ
行
だ
止
、
分

止

に
議
海
と
と
停
で
が
処
又

が

は
申
道
し
が

な

、
立

て

決

さ

こ
て
訴
、
き
な
分
は

づ

当

れ

の
に
訟
札
ま
さ
又

の
異

課

定
日
く

決
た か

立

等

考

下
日
申

以
翌
議 る

」
算
す

分
起
を

処
ら
て と

い
て
こ

と
し

う

実

定

。
日
が

３

を

月

し

施

た

す

日

由

日

理

る

）日曜木

正
を

訂
案

の
事

報
り

情
お

い
の

つ
た

に
し

求
送

請
移

労道海北
北
通

、
、

て
で

移案

海
知

長会会員委働

書知通送

まりなくなき
本

第
年

日

対
に
幌
す
れ
は
定

工
。す

分
す
お
地
が
な
決
の

な

処

っ

が
る
い
方
、
か
定
日

か

翌

た

あ
決
て
裁
開
っ
が
の
っ
日

と

っ
定
北
判
示
た
あ
き
た
か

き

た
が
海
所
を
と

は

こ
あ
道

実

起

、

と
っ
を
又
施
は
こ
ら
を
算

当

を
た
代
は
す
、
と

日
該
知
し

該

知
こ
表

る
当

る
地
ま
情
っ
て

情

っ
と
す
知
者
方
で
報
た
１

報

た
を

開

っ
は
裁
に
が
日
年

が

日

に
ま

話

に
内
き

電

）
以
で

あ
海
、

が
北
が

服
、
す

不

実

合
働
を

場
労
示

る
道
開

は
員
施

に
委

海北

こ
に
る

線

、
会
す

内 ）

局務事会員委働労道

日月年

の
対
日

北

保報情
。
人
す
個
ま
道
し

業

訂
ま

印

き
し
づ
知
基
通

格規

月

）４

号
日

記別

別
第

記

不

第
号

明
経

示

１
た
、
判
処
開
の
を
日
過

さ

に
日
北
所
分
示
翌
れ
か
す

れ

よ
）
海
）
の
さ
消
ま
ら
る

ま

る
の
道
に
取
分
し
す
起
と

す

異
翌
労
処

関
お

に

５

６

注

の

議
日
働

し
ま

件
り

移
及
け

備

本
な

あ
政
異

が
行
に

分
て
で

処

３

４た
服
申

っ
不
議

移

働

移

移

２課

労

道海

情
１

公

月
が求請

。

年
正
す

訂
報

で
と
け
の
付
次

日
、りあ

を
訂
供
り

提
お

様

な

号
式

は

式

点

様

、

の
第

担

次

等

の
係

課

次
関
個

当

に
条

問

式

情

お

様

に

８
）

様

人

訂
ま

送
び
る

合

加

報

い

を

請
。

受
該
当

正
す

を
当
担

機
等

に

た
施
課

求

け
実
部

はて

機
に

考

い

施
関

つ

実

委
送

を

関

送

機

移

施

、

実

し

）
た
会
等

を

し
員
を

送 日

関
課
機
当

た

施
担

実
の

請
内
正
の

由理たしを送

求
容

報

し
た
を
し
正

人個る係に

報
た

道
情
し

海
人
ま

北
個

員
い
、

委
つ
で

働
に
の

労

第

長
海
例

会
北
条

会
て
同

道

だく

。

正

せ

る

訂

わ

え

個

書知通

。

施

いさ

実

関機施実

話

た

電

け受

日

等正訂ていお

部

に

員委働

年

労道海

話

北

電

日

務事会

月

局

内

外号

護
に
保
定

報
規

情
の
人
条

本

第
年

に
、

例
り

印
条
よ

格規

月

業工

定

）

決

線

の

内

）４

号
日

課

）線

と

課

こるすを

第 号



個

及

２

３

平

人

利

利
び

成

用

用

情

理

用利１

停

停

報

由

年

の

道

海
項

海

北
２

北

第

停

委

人
定

働

個
規

労

道

記別

５

第

備

様号

担４

式

１

を

正

正訂
容

訂

内
２

３

止

止

の

を供
容

提
内の

３

を

を

開

月

示

求

求

を

日

る

る

受

め

め

け

木

た

箇

内

曜

日

所

容

）日

よ

員

情
に

る係に求請止

条
次

長

護
、

会

保
り

会

報
お

第
と

様

例
の

又
報

項
情

１
人

第
個

条
り

第
利報情

）
人
係

考

関
個

条

日

及所

月

箇た

年

し

課当

日月年

報情人個たし

び

北

停

連
条
用

同
利

住
氏

は
の 請

項
を

先
２
止

所
名
絡
第

。
準
す

て
ま

い
し

お
求

に

話電

用

番
る

年

話
す

電
用

書求請止停

労道海北

工

）

本

線

日

内

局

日

務事会

月

員委働

年

道海

例
し
条
長

公

の
第
た

第例

月

条
号
同

日

条

第記別

３
ほ

報

号

格規業

か
開
一

注
）４

１

２

８

９

６

７課

請
険
法

受

担

備

保

次

後
○

の

見
印

定法

４

５

６

請

請

本

代

本

２
通
第
、

年
条
で

報

日
定
す
規
ま
の
し

月
項
知

次
止
、
停
り
用
よ

利
に
。

求
の

請

様

示
部

式

受
示
を
開

け
決

第

た
定

の
書

係

と
知

関
個

こ
通

条

示

報

認
提

情

確
の

）

様

人

格資のそ、

用

必
を

利

が

停

要
求

類書るす明証を

際
保
理

付

の
被
代

求
の
定

証
よ

は
者
に

年

当

に
険
人

券
求

人
旅
請

月

本
、
る

、 る
）
は

あ
等
又

日

課

考

で と
提
者

こ
を
死

人
で

か

求

の
囲

ら

求

別
ん

者

で

資

ま

の

当
だ
該
く

格

本

で

す
さ

人

の

る
い

確

欄

番
。

確

は

号
）

認

認

、

を

入記

運
旅

法

るす

人

理

人

の

人

の

未

に

成

よ

氏

年

名

者

及

る

又

請

は

求

び

成

住

の

年

所

場

被

の
と

名

所

、は

氏

住

に合

個
用

海
た
利

北
っ
り

あ
お

委
報
す

働
情
止

労
人
停

道

う

会
い
ど

会
つ
か

員
に
る

長
て

号

北
を

、
か

外

に
と

合
こ

決

場
る

止

な
め

延

個
り

間

、
あ

期

は
が

定

開

知

報
。

通

情
す

長

人
ま

を）等本謄籍戸
決示

書

は又、し出提
人

証
し
個

を
出
の

提
定

日

報

海
話

す
又
情

北
電

明
、

め
示
係

労

た
提
に

道

る
は

員

必
て
請

年

委

に
し
る

働

場

月

事

な
だ
の

会

要
く
求

類
い
合

務

書
さ

転
券

定

必

。
に

局
内

証

人

あ

未

許

理

は

免

代

要 り

成

んせ

者

ま

年

康
の
健
そ

）

。

保
他
険

に欄の５び及４の次

そ

海
決

てし入記も

第

道
定
人
る
個
す
情
期

号

護
延
保
を

印
報
間

規

月

書

業

知

工

通

本

第
年

は

格

又
てし示

情

）

人

４

号
日

個
。いさだく

１

免

注

転

、

）

運

は

日

線

康

の

課

健

類

、

書

証

の

許

年

保

他

成

被

の

の

電

）

）

人見

証

後

者

被

険

。い

号

さ

番

だ

話

く



通

第

、

例

で

条

の

第

し

年

条

知

第記別 式様号

及

条
定

由
期

３

担

備

４

５

決

区
延

第
る

長
び

例
す

延

個
１

２

平

利
人

北

成

用
情

海

停
報

道

年

よに定規の

。

項

す

１

ま

停用利日月

との次、り

あ

お

の求請止

第
利報情

）

様

人
係関

個
条

分
長

期時定決

課

考

当

用

１
間

延
の

第
期

、
後

条
定

理

規

理
時

に

の
定

項

長
決

年

分

由

区長延

止
の

個

３

請
内

人

月

求
容

情

に

報

日

る

護

係

保

）日曜木

停
利の部

用
一の

利
そ

り

個たっ

るすを
止
止停用

海北、ていつに報情人

定

労

決

道海

止

北

停

道

こ

長

書

会会

知

員

通

委働

道海

話

北

電

工本

第
年

日

務

年

事会員委働労

）

月

線

局

内

北
北

月

個
個

道
道

海
海

日

人
人

か

報
報

情
情

ら

第
第

例
例

条
条

護
護

保
保

年

２
２

第
第
条
条

北

個

第例条

たし定決とと

護保報情人

格規

月

業 ）４

号
日

印

第記別

の
っ
て

員委
取
た
１

号

か

６

１

２

課

日

会
消
日
年

備

こ
た
立
こ
立
ら

っ
申

申

月

の
こ
て
の
て
起

文
だ
本
た

項
項

日

し

ま

書

一
由
る

担

理
す

３

４

５

で

利

道海

所

及

１

２

公

利
及

利
び

日
定規の

月
項１第

年
条 次

止
、
停
り

様

用
よ

利
に

求
の

請

様

し
の
を

式

訴
日
過

の
翌
経

え
か
す

第

を
ら
る

係

起
算
処

関
個

提
起
と

条

取

情

る
て
の

）
人

す
し
分

非

が
以
し

報

と
月
消

こ
６

告被を）。すまりなと

を
処
を
算

て
で
内
の

しと

た
て

用
を
す
分
し
し

利
と

止
っ
こ
不
と
６

停
知
る
に

が
が
は
以

決
た
と
服
き
月

の
で
あ
、
内

定
日

場
該
、

以
翌
き
る
当
に

考

か
す
合
異
北

下
日
ま

起

は
申
道

処
ら
。
に
議
海

」
算

、
立

分

用

部

と
利
み

当

用
部
の

停

利
一
き

月

を
停
入

年

止
用
記

止

停

び

用
内

日

る
を

課

す
止
）

止
容

止

停
内

停
容

用

報

箇

所

た

箇

め

る

求

す

を

を

海
た
利

北
っ
り
あ
お
の
と を

働
情
止

労
人
停

道
個
用

い
い

会
つ
な

員
に
し

委
報

訴

利

北
と

、
と

長
て
こ

会

停

す
っ
を

用

ま
あ
え

き
で

だ
、
す

止

た
も
起

。
て
提

又
と

、
分
こ

定

し
処
る

決 書

又
決
で

知

分
は
が

通

処
地幌札、

決
の
な

は
定
き

所判裁方 は又

と
し

こ
て
訴

地
定
日
く
日

処
対
に

い
て

の
に
訟

う ）
以

が
る
い

。
日

分
す
お

不
に

っ
定
北

に
内

あ
決
て

が
北

こ
あ
道

服
、

た
が
海

る
道

を
た
代

あ
海

と
っ
を

合
働

っ
と
す

場
労

知
こ
表

道海
話
北
電

に
委

た
を
る

務

月

事会員

年

委働労 局
内

外号

情
の
人
た

個
し

道
定
海
決

本

第
年

護
通

保
、

印
報
で

日
ま
業

あ
翌
り
工

が
の
な

こ
ら
。
格

た
か
す
規

月

っ 知
し

）

を
算

４

号
日

と
起

知
者

分処に）所判裁方

、
会

っ
は

は
員

日

の
対

に
日
北

こ
に

１
た
、

分
て

る
の
道

処
し

よ
）
海

あ
議

議
日
働

が
異

異
翌
労

課
）

日

線

第 号



定
す

規
ま

平

に
。

成

よ
年
り

年

、

第記別

の
っ
て

取
た
１

号

消
日
年

様

し
の
を

式

議

申
か
委

４

１

２

の
翌
経

会

備

こ
っ
申
こ
立
ら
員

あ

処
を
算
と

の
た
立
の
て
起

利
と
を
分
し
し
な

非
こ
て

まし

１

知

停用利

担

２

３

停

。

用

す

利

３

次

月

月
のと

日

日
りお

木

付
北

曜

け
海

日

の
道

）

・

様

立
開

申
公

議
報

異
情

訴
日
過

て

え
か
す

第

を
ら
る

係

起
算
処

関
審

提
起
と

条

６
取

査

る
て
の

）

す
し
分

内
の

会

が
以
し

と
月
消

こ

て
り

ま
あ
え

諮

き
で
訴

で

る
不
と
６
ま

用
を
す
に
た

。

止
っ
こ
服
き
月
す

停
知

あ
、
内
）

決
た
と
が
は
以

の
で
る
当
に
を

定
日
が

北
告

以
翌
き
場
該
、
被

考

す
に
議
海
と

下
日
ま
合
異

か

、
立

て

処
ら
。
は
申
道
し

分
起

の
に
訟
札

」
算

こ
て
訴
、

課

理いなし

当

を止

と
し

に
個

所箇ため求を止

由

労
て
報

道
い
情

海
つ
人

北

査

員
海
審

委
北
護

働
、
保

情
諮

長
人
に

会
個
会

会
道 保

し
報
問

北

起

問

。
て
提

す
っ
を

護
た

こ

し
処
る

通

だ
、
す

た
も

で

分
は
が

知

処
又
と

、
分

決
の
な

は
定
き

書

又
決

が
の
な
本

第
年

定
日
く
日

い
て

処
対
に
幌

あ
翌
り
工

分
す
お
地

う

あ
決
て
裁

。
日

が
る
い
方

海
所

に
内

っ
定
北
判

）
以

服
、

こ
あ
道

不
に

た
が

を
た
代
は

が
北

と
っ
を
又

っ
と
す

る
道

知
こ
表

あ
海

者
方

合
働

た
を
る
地

場
労

電

は
員

っ
は
裁

に
委

日
知

事会員委働労道海

話

北 務

第
、
例
で
条
の

）線

局

内

海

通
の
し
条
知

印

道

個
申
た

２

公

規

月

っ
日
ま
業

人
立
情

１

こ
ら
。
格

た
か
す

知
し

）

を
算

４

号
日

と
起

決

異
情

る

人

す

１

対

に
日
北
所

、
会

１
た
、
判

道
に

の
対

よ
）
海
）

こ
に

分
て

異
翌
労
処

処
し

る
の

が
異

議
日
働
分

記別

５

第

４

備

号

異
情人

１

異

諮

２

３課

担

非

載

報
が
）

記

情
人
報

に

の

報

個

、
を

た

ち
示

れ

う
開

さ

申

定

議
報

議
め

人

異
求

次

に
決

り

て
示

よ

立
開

に
に
お

個
た

と

る
し

の

係
定

実
情
を

る
示

す
開

様

関
り

報

式様 第
第 議異

）
の
係

考

者
関
三
条

立

を

申

問

議

て

課当

立申

の
議
報

容

日

内

た

の

し

て

決
係
び
に
及
て
容
立
内
申 個

定
る

外号

海
れ
こ

北
ま
る

含
す
が
施 ま

働
る
し

労
い
と

道
て
と

報
の

会
情
た

員
人
し

委
個

係に

い
通

つ
、

長
に
で

会

示開の報情人

話

個

電

る 知通 書

員委

年

働労道海北

日

内

日

局務事

月

会

第 号

議
す
異
ま

、
し

第
年

て
知

線

に

号
日

て
印
立申
。

月

格規業工

）

本

課

）４



が
の
関

人
）
に

立
報

申
情

人

日
立

人
個

申
。

１

議
す

報

け
に

議
報
情

付
て

異
情
申

対

第記別 様号

備６

式

情

決
る

３

を示開

担

４

５

情

平

報
報

異
定
決

成

の

議

定

う

申
却
）

年

報

を
、
情

示
ち
る

開
う
す

て
開
う

す

立
非
の

ため求

定

係
と
、

決

に
示
ち

第
る

に
号
よ

個
た
議

に

る
し
異

と

る
開
の

す
非
次

関
で
り

報

お

情
示

含
部
開

が
一
り

第
て立申

）

様

議
係関

異
条

るす施

当

実

個

考

る係に

ち

立
下
の

日

課

３

、

て
又
理

月

開

に
は
由

示

対
棄

日

る

る
す

す

す
却

）日曜木

）
実

海
れ
示
を

北
ま
開
示

働
る
定
す

労
い
決
施

道
て

ま
と

員
人
し
こ

委
個
を
る

長
に
た
し

会
報
し
と

会
情

の

て
当
た

い
、
し

つ
が
ま

知通示開の報情人

、
該

書

道海

話

北

電

工本

第
年

日

務事

月

会員委

年

働労

）線

日

局

内

北

訓

め

の

改

こ

に
附

年
に
通
分
、
処
で

。

令

る

う

会

月
異
ま
る
し

印

係
知

定
平

海
令
記

北
に

北
訓
別

道
め
成

北
道
第
第

海

海
情
１

格規

月

業

情
る

）４

号
日

海北

６

こ

道

の

労

規
附

備

働

決

開

担

る

４

５

課

則

道海

情
情

決

２

３

公

は

１
報
報

異
定

則

成平、 施らか日１月４年

公
）
様

報
。
年

道
報
号
号 中

開

月

報
開
の
式

公

３

情 公
条
一

条例

日

開
例
部

施

例
施
次
海

の

条
の
を
北

に

施
に
よ
情

行

の
行
の
道

す

に
す
に
公

関

行
関
う
報

北

す
北
正
審

る

関
る
改
開

委

は

員

則

、

会

平

訓

成

令第

年

３

考

４

号

を

）

示

定

施らか日１月

日

課

るす

由

施

理

当

実

の

に
の

議

載
ち

立
処

記
う

申
原

報

対
変

れ
開

に
を

さ
、

て
分

人
る

る
す

個
す

す
更

た
示

会

海

る
海
す
査

。るす行

を

労

海
労
。
」

道

北
道
る

委

北
労
委

働

道
働

会

道
委
会

海

員

海
働
員

北

程

働
会
程

情

規

労
員
規

道

の

委
規

報

部

会
の
成

開

一

員
程
平

公 ・

を

会
一

。るす行

改

長
部
年

個

委

年

働労道海

話

北

電

日

務事

月

会員

日

局

内

外号

報

す

曽
改
海

情

正

を
北

人

方

護

訓

根
す
地

保

る

正
道

令
働

査

を

理
訓
労

審

令

る

工本

よ

員

」

の

之

委

会

次

格規業

課

）線

）４

第 号



路釧

平

方

成

面

年

北

札

面

面

方

方

館

川

函

旭

方

別

幌

海

海

幌

織組

北

札

警

警

面

計

市

道

道

別

の

表

北

北
一
別

海

海
部
表

道

北
道
を
を

公

海
地
次
次

安

道
方
の
の

委

地
警
よ
よ

員

道
成

海
平

北 地

本

警

本

警
３

方
年

月３

察

計

部

署

部

日 曜木 日）

部

署

察

計

察

計

本

警

本

警

部

署

校

署

本

学

察

察

察

察

警

警

警

部

部

視

）

警 部

）

警
巡

方
察
う
う

会

警
職
に
に

区

規

察
員
改
改

則

職
の
正
め

分

第

員
組
す
る

２

の
織
る
。

号

定
に

別
員

織
定

警

組
別
。

察
月

関
る

に
す

員
関

職 織組の員
日

道

定別

公

に員

安

す関

委

る

北

査
部補
部
及び
長

）

巡 査 計

）

術
の
技
そ
職

規る
則

察

す
規

の
和

則
昭
一

公
正
道

改
海

官

を
北

部
年

規
委

る
安

す

務事

規

則
員

員

の

海

則

北

会

を

安

部

公

一

道

規

正

員

改

委

則

矢

を則

長

規

員

る

委

す

会

こ

海 道

ピ
対

る

公

ー
及
２
と
磁

ュ
策
前
こ
電

第

号

第

第
ず
第

条

生

つ

生
済
イ

条

条
繰
条
活

経
サ

中

中
り
及
経

他の
員

）

合計

）

第

う

次

条

海
改
５
１

６

北
に
第
の

北
道
正
条
号
個

員吏 公道海北

海
警
す
中
を
人
の

安
吏

会

員

こ

北

）号３第則規

２

規

道
成

の

海
平

附

札
１注

則

警

警

。る

雄

す布

徹

公に

吹

こ

記

タ
び
号
。
的

方見北

合

は
締
掲

録

又
取
に

報

も

析

磁
に
る

解

電
り
げ

の

録
る
の

関

記
す
の

に

的
関

、

こ

対
と
か

る

を
こ
ほ

す

。

済
活
事
バ

し

の

。

と

他

と

６
げ
第
課
経
犯
ー

第
上
び
の
済
の
犯

生
号
る

に
締

か
。
条
所
課
取
罪

活 経
ら

の
掌
い
に
ン

済
第

２
事
お
り
イ

課
号

次
）
て
関
タ

８

を
務

よ

、
る
ネ

」
ま

の

は
す
ー

の
と
ト

を

う

次
こ
ッ

を

で

４

活
り

改

事
。
等

生
削

に

道
察
る
第
加
情
え
報
中
銃

警
の
。

保
７
薬

察
組

号
る
の
第
器

組
に

第

護
号
物

の
織

を
。
に
及
対

織
関

と

す
第
課

に
す

号

関
び
策

、

こ
号

す
規

し

る
８

関
る

規

第

と
を

る
則
則
昭

９

。
削
生

号３第則規会員委

活

の
和

号

る

幌

は

察
年

則

市

、

の
３

警

平

組
月

察

成

織

部

に
日

の

年

関

定

４

す

員

月

る

、は

１

規

兼

日

則

任

か

の

制

ら

一

ていおに設施養教察
の
と者任新、

施

部

し
た

署

計

察

計

警面

の

掌

そ

所

罪

の

犯

課

た

部

技

い

報

な

情

し

の

属

他

に

を

別

術

特

号

用

令

利

法

外

度

環
第

る

を

高

、

め

務

の

を

さ

報

号

か

情

境
９

。

つ

ネ

に

６

る

信

」
第

ど

通

課

ワ

る

し

ト

め

と

ッ

改

号

。

ク

第

ー

。

、

か

。

号

を

一

済

を
北

第

部
年

ら

経

改
海

る
安

で

す
公

ま

正
道

号

課

規

ず

会

号

則
員

１

規
委

を

行

を

２

り

第

繰

則

つ

め

す

改

内

る

正

数

。

す

北

に

る

海

よ

規

道

再る

則

公

掲

を

安

で

こ

委

あ

こ

員

る

に

会

。

布

員

公

委

は員定の者の中練訓て 道海北、

す

長

警

し

違

第

た

反

罪

取

犯

の

を

締

号

。

関

う

に

い

り

）

す

た

第

し

ら

用

か

利

３

ン

を

コ

で

、

ま

罪

号

犯

部

８

一

第

の

、

）

げ

号

下

矢

る

よ

に

の

次

次

の

を

号

雄徹吹

。

。るめ含に校学察



第

く
第

条

組

。

の

）
条
織

を
の
犯罪

つ
２

か
の
対
組

第

２

第

組
条

刑

組
組
捜
銃

織
の

犯

査

織
織

器
条
事
７

第
物
７
の

罪

犯
犯

薬
の
部

る
対
対

対
を
分
刑
対

罪
罪

第
９
第
３
第
か
。

の

を

ほ 」

号

を

下

つ
の
加

同
条
第
条
ず
条
を

の

じ
の
条
８
繰
７
え

人国外る
。
か
）
を
の
中
り
の
、

俗
俗
国

火
火
高
核
風
風
外

庫
ガ
料
関
営
人

薬
薬
圧
燃

類の
等
ス
物
係
業
雇

刀砲銃 剣

第 条

環
保
銃

生
の

犯
活

平

境
健
砲

２

罪
環

成

の
境

犯
衛
刀

取
課
生
罪
生
剣

年

の
罪

ど
に
課
犯

さ
次
策
織 課

３
掌
策

。
の
所
対

る
次 え

い

加
）
お

を
務
に

条
事

課
事
策

四

次、

。

は

る

て

等
部
局

策
策

策
第

局
課
課
課

い

、

の

、
お

に

条
）
に
に

し

犯
は

の

と

織
て

次

８

組
織

を

第

対
組

課

、

罪
、

３

策

置

置
対

。

の

を
罪

く

条

局
犯

第
上
見

６

に
削

、
し
課

よ
り
と
５
げ
出
６

第
る
か
同
を
」

る
、
す
号
。
ら
条
削
を

犯罪の
条

第
を
り 同
課

捜
の

７
第
、
５

号

査

で
の
中
に

に
を

ま
条
条
」

を
９

改

関
第
す

居着定ら
る
条

削
と
刑
め
事
、

関軍米日在、者住

そ
質
事
等
用

係
こ
の

り
す

係

締
立
の
等
犯
の
関

取
の

運
取
可
事

り
入
他
の
の
許

関
査
険
搬
締
及
犯

に
検
危

に
届
取

す
等
物
等
り
び
の

関
取
関
関
出
締

る
に
の
に

び
そ

と
す
締
す
す
並
り

こ
る
り
る
る と

指
他

銃
こ
に
こ
こ
に
の

関に可許の類
器
と
関
と
す
。
。
導
生

。とこるす

締
の
活
の
事
類

薬
。

３

り
所
環
取
犯
の

月

の
掌
境
締
の
取

た
事
課
り
取
締

日

め
務
に
に
締
り

の
）
お
関
り
に

木

情

い
す
に
関

曜

報

て
る
関
す

日

通

は
こ
す
る

）

の

次
。
こ
と

信

、
と
る
こ

技

の

と

術

事

銃

。るどさかつを務事の

次

す

に

関

次

。
に

の

く
策

を条

務

１

事

の

る に掌

。

所

る

の

え

部

加

他

、
る
部

と
し

８

」
査

。
と

第
。
に
捜

に
課

第

を

次
四

、

号

の
第

第

条

５

」

と

組
削

の

号

、
を

罪
同

第

、

犯
、

を

し

織
り

第

資留在び及者

条

９

対
条

号

策
に

除を者の明不格

対

こ

締
安

物

る

取
活

い

の

関
察

課

。

に
警

策

と

り
全

に

こ
る

掌

る
係

所

す
に

の も

国

る

外

す

。
日

属

と
来

を

器
薬

に

務

銃
器

をの

人

策

る

か

物
対

す

つ

薬
物

関

る

課
の

援

ど

策
課

支

さ

対 掌
に

す

所
掌

関

。

の
所

に 。

す
る

と

属
す

こ

に
属

る

北

第
第
」
第

査
課

る
も

四
に

す属
第
及
め
の

条
課
改
条

２
３

ず除をのもる

第

理
第
第
つ繰

組
組
し

条

組

織
織
、
条
条
り

の

犯
犯
所
の
の
上

織
２

か

局
次

犯

く
項

し

第

置
１

と

ら

に
の

、

ま

の
加

第

号

も
を

条

で

の
え

第

第

条

銃

銃
け
麻
条

の

器

以。ういを者た
企
と

器
ん
薬
の

力
業
博
薬

。

内

）

国

。

の

く

本

除

日 いに

第

課

条

の

捜
の

力
力
力
所

４第
局
査

を
除
の
を
も
の

条
内
第

海

。）
。
。
）
く
。
除
く

道 公

織
織
際
際
力

組
組
組
国
国

３

項
機
。
第

２
び
る
２

織

捜

項

中
動
銃
査

中

器 対

第

物
を

査

薬
」

捜 び

、
捜

及

課
動

課

策
機

四

る

罪

罪
罪
属
８
５
げ

生
査

対
刑
対
対
職

を
出
り

策
事
策
策
員
見
削
。

長
長
指
し
、

局
部
局
局
を

）
織
に
は
揮
を
第

長
組 犯
は
、
監
含

察
す
。
の

罪
、
警
督
む
条

中
を

策
視
本
る
）
６

対
警

に
又
長

第

局
正
部
。

、
は
又

シ

そ
覚
を
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２
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を
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取
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と
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と
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の
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５
３
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５
３
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２
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又
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の
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が
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を
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を
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を
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号
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６
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２
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岸
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。
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４
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般

般

般

般
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般
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室
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ま

田
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目
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札
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岡
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岡
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旭
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６
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３
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岡
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岸
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２
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３
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ら
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を
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５
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７
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番
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ま

郡
番

狩
）

狩

津
ま

村

十
１

滝

ま

当
で

当

ら

中

か

字

陵

町

清

川
で

字 伊

央 滝

町

ら

和

か

長

８

市

番

達

十
１

川

ま

布

津
ま

町

ま

８
１

町

３

北
番

川
で

番

で

中

で

線
ま

字

号

央 番

町川

ら

滝

か

ら

７

か

番

８

越上字 紋

上

川

らか班小り班林

目

町

丁

丁

水

１

１

清

松

松

か

か

斗

番

番

北

９

９

字

目 ら

ら

１

小

小

番

４

４

沢

沢

奥

奥

で

市

市

ま

字
野

南

屈

町
原

港

子

路
屈

２

町

丁

字

別 野
１

か

留

原
東

目

美

保
線 番

ら

和

小

原

番
１

市

９
ま

野

南港

上

西

函

ら

線

銭

か
で

小らか目丁２

３

函銭市

川

ビ

蕨

町

町
で

別

別

丁３

丁

ト

岱

エか 生

郡

市

狩

狩

石

石

ら

ら

か 別

振

当

北

町

４

て
２

に

」

１町大市

で
、

一
に
成
は

の
号
平

法

１

愛

町

郡

大

川

市

道

部
掲

のこ１

、に

を

」

」

別

附

目

目

丁

丁

規

滝白郡別

よ
海
方
算
で

を

」

」

番

番

判
て
な
記

る
道
裁
し
き
別

不

２

。すま
服
訴
所
６
く
様

１

目

郡

番

申
訟
）
月
な
式

弟子

か
内以日

、

を

に

」

番

屈

ら

目
し

服
者
起
裁
に

２

番 こ
て
こ
申
は
す
決
、

１※

別

高

当

振

字

生

海

、に

」

架

太

道

改

以

る
記

て
に

め
別
※

内

公

式
の
行

。
様
こ
、
、

規
月
交

改
る
４
路

を
げ
年

る
の
日
法

す
定
１
通

正
の
改
和

律
行
ら
昭

法
施
か

ら
附
法

成
か
法
年

平
日
正

法
行
第
第

年
施
則
律

則
則

分
分
す

は

知
す
は
処
処
起 こ

平

た
者

又
又
る

、

っ
る

方
裁
裁
と

成

日
は
地
は
は

）
、
の
北
裁
決
決
が
日
き

４

翌
海
判
が
の
で

年

公
）
っ
の
な

月

日
道
所
あ

な

日

ら
安
に
た
翌
く

１

か

分
と
か
り

か

起
委
処
こ
日

項
し
会
の
を
ら
ま

ら

算
員

こ
に

立
に
に
以
り
第

て
お
処
内
ま

処
る

を
い
分
で
す
号
の
よ

っ

考
分
不

し
て
の
あ
。
備

と
海
消
て

２
に
服

た
北
取

同
い
立

き
道
し
も

を
つ
申

代
訴
処

備
て
て

は
を
の
、

服
し

当
表
え
分

考
不
を

、

提
は

と
の
た

該
す
を
又

３

立
、
る
の

」
し
あ
と

不
る

と
の

行
処
て
北
こ
日

、
の

不
に
対
道
が
翌

政
分
に
海 安

き
か
公

服
つ
す
公
で
日

査
て
裁
委
ま
ら
安

審
い
る

。
算
員

法
不
決
員
す
起
委

服
が
会
だ
て
に

昭
の
あ
と
た
し
会

る
た
り
し
１
対

和
あ
っ
な

とるあが服不に示指の

政

、
年
と
こ
ま
、
年

はき

示
不

第
指

号
に
服

報

が
法
安

６
服
査
公

の
不
審

あ

委

中

に

と
和
会

る
昭
員

き

１

指
律

」

、
法
し

は
年
対

律
す 。
第
号

第
る
条
。

以

に
下

。

号
以

号

４
」
げ
法

下

掲 の
う

法

定
い

正

規
と

改

る

起
す

施
い

行
）

と

施
。

」

な
消
っ
算
。

行

て
と
取
知 日

て

る

月
り
し
た
し

す

６

た

内
す
訴
の
１

。

以
ま
の

）
を
日
を

だ

に
。
え
翌
年

ら
過

、

北
を
提
か
経

し

、

表

道
告
す
起
す

別

海
被
起
と
る
算
る

と
て
処

の

訴
し
こ
し
と

１

る
き

に
、
が
６
分

改

訟
て

め

備
き
、

改

同
と
は

に

、
こ
不

。

１
、
該

る

考
は
当

次
分
立

に
処
申

次
の
服

の

す

う
っ
対

よ
あ
に

の
が
て

き
と
す
処
を

加
こ
る

に
た

）
又
過

律
は
を
。
分
経

法
こ
っ
を
は
す

第
、
知

の
た
被
裁
る

と
が
処

）
処
日
告
決
と

号

の

よ
が
の
し
あ
分

に
分
）

っ
日
、
た
取

る
あ
翌
て
っ

幌
と
し

服
た
か
札
こ
消

不
示指

と
起
地
を
の

申
こ
ら

たっ知をとこたっあが

第

を

の

を
算
方
知
訴

立
日

示が
る
と
よ
こ
に
た
）
っ
号
あ

て
日
立
た
申
っ
服
知
不
を の

号

翌
を

外

交

）

ま
路

。

日
道

う

の
、

に
施

第

間
法

則

の
通

附

で

月
の

正
第

い
令

条

お
行

１
定

い
幌
き
以
取

規

お
札
で

方
す
で
し

は

て
地
ま
内
消

っ
訴

道

海
裁
。
あ
の

、

北

交

を
所
だ
て
え

路

道
判
た

代

し
も
を

決

え
と
裁

表
又
、
、
提

通

た
た
っ

っ
あ

。
知
が

る
を

こ
日

知
し
裁
っ
え

て

事
を
前
と

所
日
提

す
っ
て
判
た
を

を
日
月

の
起

る
た
６ 以
又
翌
す

こ

に

か
こ

が
前
内
は
日
る

と

北
地
起
が

項
、

ら
と

で
事

てし算起らか日翌
き
に

る
日
す

第

ら
こ
か 起
と で
算
が

号

ま
て
き
し

す
日
。



規
第
号

関

平

イ
放
す

定

成

に
条

置
る

行施の
よ
の

車
技

年

の
規
第

の
付
改
定

前

駐
交
及
正
に

施
定

に定
行
に
条
車
付
び
法
基

づ
前
よ
の
監
並
再
附
づ

基

改
定
の
規
第

申

改

法
請

正

正
に
施
定

法
基
行
に
条
人
）

法

の
附
づ
前
よ
の
の

附

人法

申

改
定
の
規
第

正
に
施
定
前
よ
の

及

法
基
行
に
条

請

の
会
の
施

び

附
づ

和
令
則
別
細

昭
法
規
種
行

に
第
、
則
申
別

年
基

両
能

政
づ
号
請
表

る

３

改
第

の
及

月

正
１

確
び

後
項

認
知

日

の
第

等
識

法
１

に
に

曜木

各

日

方

）

各

以
む

面

の条同う行に

警
住
外
。

視
び
交
則
き

察
所
に
）

に
る

２
法

行
改
第
員
に
付
第
同

換
申
条
第

う
正
１
資
書
の

の

者
え
請
の
３

同
後
項
格

同き
の
法

証
交
）
規
条

条

き
に
る
８
登

則
条３第法

の

２

第
同
行
改
第
録

第

則

同
後
項
更

条

２
法
う
正
７

の

規

の
３
条
の

新

の

条
第

北
を
む

面方各規
条
の
法

請申の録登
外
海
有
。

以

則
き
に
る
８

に
道
す
）

）

う
正
２

出

第
同
行
改
第

届

の

種

条
第
同
後
項

の

２
法

申

方

規
条
の
法

別

の
３
条

各

び及

別

請

面

）
者
１

警

察
所

出

警
住

届

規
び
定

第
国
の
及
に

令
く 公

定
届
め

委
よ
者
も

）
安
に
出
る

号
会
北
住
の

道
員
る
の
の

、
則
道
地
か

交
規
海
所
ほ

路
び
安
び
次

法
並
公
並
、

通

る

署
地
あ

行
に
委
に
の

施

察
道
含

海
を

内
北
者

管
が 面方の先請

署
申

北

も
事
の

る
に
も

あ
内
る

管

察警各
、で

所
含

の
務
を

住

署

管
が

の

察

署
地

者

署

表

由経

道

地

海

所

別

内
北

と

則
路
会
由
の

規
道
員
経

通
は
は
お

交
又
先

施
面
こ
と

和
法
方
、
り

昭
行
公
の
す

則
委
則
。

総
細
安
規
る

年

員
に

理

改

第
和
に
る

令
昭
会
よ

府

対
年
す
正

警各の内

道海

が
対

る

１

２

公

の
っ
て
の
議

こ
あ
し
こ
異

号

こ
算
。

北
）
第
別
別

起
す

条
第
第
の
し

海
の
１
記
記

情
部
中
２
４
決
て

北
道
一

海
北

る

海

北
。

道

海

平

公

道

成

メ
を路道

安

第
号

交

こ
。う

３

先

除

情

の
）

規

ロ
認
付

の

規
別

定

及
海
申
の

）
北
る
前

号

施

び
交

こ
公
及
路

び
道
請
道

定

ら
員
出
法

委
届
通

れ
安

申

し
申
の
正
に

関
の
書
改

て

開
こ
議
分
立

非
た
異
処

示
と
申
に

報

定
知
て
服
し

決
を
立
不
を

っ
を
が
た

下
日
る
る
き

以
た
す
あ
と

の
こ
場
は

分
日
が
に
当

処
翌
と
合
、

と
ら
き
、
異

」
か
で
は
該

報
を

号
号
定
式
不
以

公
次
第
様
様
に
日

式

開
の

び

が
に

条
よ
条
及
中
服
内

例
う
」

成
る
北

の
に
を
別
平
あ
、

施
改

記
を
合
道

行
正
第
第
」
場
海

３

に
す

り
は
安

関
る
条
号
削
に
公

る

に
式
、
、
委

す
。
」
様

行施の例条開公報情道 す
公

改
中

こ
員

関に

ー

委

ト

報

年

員

ル

公

３

会

」

開

月

規

条

と

則

あ

例

日

第

る

の

５

の

施

号

す関

、

に

は

行 る

動自たし行通を）。く
表

に
条

定
の

つ
メ

公

に車

び
請

の
３

よ
の

及
申

則 施
に

る

げ

正
１

定

行
掲

改
第

認
）

道

の
第

の

に
る

後
項

書

前 規の
路

法
１

再

こ

行に前行

よ
規

に
の

則
こ

込
再
法
基

る
則

の条同う

及
付
則
き

行
み
交
附
づ

て
修
申
２
法

講
び
の
第
同

う
証
）
の
３

の
了
請
条
第

習

い
起
ま
こ
議

講
明

規
条

受

。
し
。
処
立

う
算
す
の
申

が
に

）
て

分
て

に

た
る

服
以

っ
す

不
日

あ
対

る
、

と
定

あ
に

こ
決

が
内

合
海

知
あ

場
北

を
が

号

は
公

た
た

に
道

っ
っ

外

安

め

の
会

員

。
成

定
対

委

る
平

決
に

っ
異

規

を

あ
て

会

」

が
し

る

た
議

則

削

を
て

成

と
立

平

。

こ
申

る
海

た
る

北

っ
す

年

知
を

部一の則規会員委安公

ト

委

ー

安

正
道

日
こ

改を

則

道

と

規

海

」

会

北

ル

員

員

部

委

。

一

安

る

の

公

す
のてい

す

員

正

委

改

会

を

第則規新

改
に

用

る

長

適の２の条

路
前
道
正
の
改

後
る

正
よ

行
通
施
交

法
路
通
道

交
の

、
安

日
こ

行
則
施

細
法

第

こ
委

と

処
会

に
知

の
員

１
を

分
に

よ
っ

号

き

委

日
で

安

翌
が

公

の
と

第則

を

規

」

会

ら
ま

員

か

こ

吹

を則

矢

規

則規るす

いつに

す布

雄

公に

徹

こ

中条同、はて
別

下
則
以
細

と
げ
」
掲

則
に
規
３

新
表

い
る



は
取

異
日
者
の

る
た
る
分

立
翌
北
し

申
の
、
消

議
）

こ
算
。

に
道

別

起
す
１

２
安
の

第
の
し

こ
は
公
こ

記

存
こ
委
処

６
決
て

の
、

号
定

な
。る

様
に
日

否
の
員
分

の
と
日
く

る
た
る
分
こ
翌

議
）
は
取
を
か
な

異
日
者

のこ２
申
の
、
消
知
ら
り

分
立
翌
北
し
っ
起
ま

処

記
こ
算
。

分
に

別

起
す
１

て

の
あ
し

第
の
し

こ
が
対

一
っ
て

５
決

。る
号
定

分
こ
翌
な

様
に
日

部
た
異

日
者
の
と
日
く

た
る

平

）
は
取
を
か
な

成

の
、
消
知
ら
り

翌
北
し
っ
起
ま

年

公
え

を
か
道
訴

て
日
海
の

と
算
委
提

た
起
安
を

し
ら

と
る

は
て
会
す

き
し
員
起

該
以
り
と

当
月
な
こ

、
６

。
き

議
に
す
で

異
内
ま
が

不

式
不
以

を
処
会
に

申
、

ら
が
対
服

中
服
内

明
分
に

が
に

っ
て
あ

平
あ
、

か
あ
し
が

場
海

し
た
異
る

成
る
北

に

申
合

を
合
道

な
こ
議
場

」

安

決
を
立
に

削
に
公

い
と

、

、
、
委

定
知
て
は

り
は こ
員

っ
を

下
日
る
の

の
会

以
た
す
こ

。

て
日
海
の
た
算
す

決
に

公
え
の
て

を
か
道
訴
日
し

日
年

た
起
安
を
翌
１

し
ら

き
し
員
起
か
を

と
算
委
提

と
る
起
過

は
て
会
す
ら
経

し
る

当
月
な
こ
算
す

、
６

異
内
ま
が
て
と

該
以
り
と

が服不に
議
に
す
で
６
処
月
分

こ、はに合場るあ

不
以

開
こ
議

の
申
、
。
き

決
を
立

中
服
内

示
と
申

式
が
に

る
北

っ
を

平
あ
、

定
知
て

成

道

下
日
る

」
場
海

以
た
す

削
に
公

の
こ

を
合

委

分
日
が

り
は
安

処
翌
と

と
ら
き

こ
員

」
か
で

、
、

た
算
す

決
に

い
起
ま

の
会

日
海
の

３

か
道
訴
日
し
。

月

ら
公
え
の
て

起
安
を
翌
１

日

算
委
提
日
年

し
員
起
か
を

木

て
会
す
ら
経

曜

６
と
る
起
過

日

月
な
こ
算
す

）

内
ま
が
て
と

以
り
と
し
る

、
。
き
月
分

に
す
で
６
処

被
。

て
海
を
す

立
北
）
ま

対

告
た

に
道

て
、

る
訟
し
し

す
訴
と
だ

が
い
札
分

定
お
、
処

決
に

方
決

っ
北
地
は

あ
て
幌
又

と
を
判
が

こ
道
裁
定

た
海

定
対

の
こ
処

分
日
が
が

が
し

処
翌
と
分

き
っ

っ
異

」
か
で
あ

あ
て

こ
申

い
起
ま
た

た
議

と
ら

。
し
。
と

と
立

う
算
す
こ 知

知
を

）
て

を

を
て
っ
す

に

日
こ

服
以

た

た
る

不
日

っ

の

翌
が

あ
に

の
と

が
内

日

海
を
す
内
取

立
北
）
ま
以

た
あ
し

に
道
被
。
で
消

て 対

告 し
し
て
訴

す
訴
と
だ
っ
の

、
を

決
に
て
、
も
え

る
訟

が
い
札
分
処
提

定
お
、
処

地
は
又
す

あ
て
幌
又
分
起

決
こ

た
海
方
決
は
る

っ
北

たっあが分処
こ
道
裁
定が
定
と

日たっ知をとこ

し
。

定
対

う
算
す

と
を
判

あ
て

）
て

が
し

。

っ
異

に が
内

こ
申

服
以

た
議

不
日

知
を

る
、

を
て

あ
に

と
立

に
道

た
る

合
海

っ
す

場
北

翌
が

、
安

の
と

は
公

日
こ

海
を
す
内
取

北
）
ま
以
の

告
た
あ
し

道
被
。
で
消

訟
し
し
て
訴

訴
と
だ
っ
の

お
、
処
、
を

に
て
、
も
え

て
幌
又
分
起

い
札
分
処
提

海
方
決
は
る

北
地
は
又
す

道
裁
定
決
こ

北

っ

を
代
所
あ

を
判
が
定
と

め改に
っ
す
処
た

知
表
に

こ
っ
て
あ
し

１

か
き

場
北

に

日
で

る
、

１

法
れ
のを

」

ら
ま

合
海

よ

づ
了

基
基
御

６

６

に
に
で

所
あ
の
が

く
く
承

備

備

づ

の
き

知
表
に
っ
日
で

を
代

る

た

め改に

」

っ
す
処
た

こ
翌
な

記
記
と

。
別
別
こ

の
と
日
く

第
第
を

分

知

者るよに１

日
で

こ
委

は
取
を
か
な

８

を
」

ら
ま

処
会

か
き

の
員 異

日

。

が
対

る
た

す
１

２ の
議
）

し算起

こ
あ
し
こ

で

代
所
あ
の
が

て

の
っ
て

す
処
た
の
き

表
に
っ
日

海

め改に

」

道

る

こ
翌
な

記
こ

。
別

公

を
か
な

７
通

と
日
く

第
の

服

示
と
不

開
こ
政

の
た
行

っ
査

定
知
審

決
を の

基

下
日
に

以
た
法 議

」
か
異

分
日
く

処
翌
づ

行
だ

異
執
く

い
起
申

と
ら

て
が
。

立
止
い

申
停
さ

議
れ
削

す
さ
を

を
な
」

考

考

た
が
っ

と
か
、

こ
な
り

る き
と
で

様
様
た

消
知
ら
り

号
号
っ

た
算
す

式
式
日

し
っ
起
ま

び

翌

訴
日
し
。

及
中
の

の え
の
て 年

記
成
か

を
翌
１

別
平
日

及
起

起
か
を

第
」
ら

提
日

る
起
過

号
び
算

す
ら
経

９

こ
算
す

様

し

道海北、
と
し
る

式
こ
て

りなと会員委安公
が
て
と

中
の

分
立
翌

不
た
異
処
申
の

ま
か

在
と
申
に
て
日

存
こ
議

知
て
服
し
ら

通
を
立
不
を

っ
を
が
た
起

知

る
る
き
し

以
た
す
あ
と
算

の
こ
場
は
て

下
日

が
に
当
月

処
翌
と
合
、
６

」
か
で
は
該
以

分
日

安公道海北、に内以日

号
知

員

と
ら
き
、
異
内

委

式
不

っ
起
ま

様
に

知
ら
り

た
算
す

報

の
て

が

日
し
。

中
服

」
場

日
年

成
る

翌
１

平
あ

起
過

削
に

ら
経

を
合

か
を と

こ

し
る

、
、

算
す

り
は

）
て
を

。
し
て

う
算
立

て

す

に

が

が
内
と

服
以
こ

不
日
る

海
ま

場
北
き

る
、
で

あ
に

は
ま
き

は
公
が

に
道
す

合

す施実を示開、が
、
す

開
日

で
る

ま
す
日
関
る
に

で
６
処 の

成
決
内

き
月
分

平
示
以

に
、

す
内
取

」
定
に

ま
以

た
あ
し

削
不
北

。
で
消

を

訴

。
が
道

だ
っ
の

る
服
海

を

る
安

、
も
え

あ
公

し
て

起

合
員

分
処
提

場
委

処
、

）。す
は
又
す

は
会

又
分

地幌札、てしと告被を

ま
こ
議
に

方
決
は
る

、
に

立
北

う
算
す
の
申
、

い
起

道

）
て

分
て
海

。
し
。
処 が
に

に不
日

あ
対

が
内

た
る
訟

服
以

っ
す
訴

る
、

と
定
お

あ
に

こ
決
に

合
海

知
あ
て

場
北

を
が
い

てし対に会

に
道

っ
っ
北
た
海

るすをて立申議異

月
分

通

６
処

の
こ

は
公

た

っ

で
消

あ

内
取

が

以
の

知

え

と

て
訴

こ

っ
の

た

あ
し

分
起

っ

処
提

知

、
を

を

も 又
す

た

号

は
る

日

外

を

の
員
示

こ
委
開

、
安
、

に
情

が
対
施

分
に
実

処
会

て
さ
立
示

申
開
議
が

異
報

こ
対

こ
す
び
ま

を

及
れ

」

開
て

が
定
と

の
し

定
決
こ

決
政

っ
日
で

示
行

あ
の
が

あ
審

が
服

」

定
不

た
の
き

日
こ
道

処に所判裁

っ
査

こ
委

と
を

、
安

処
会

に
知
表

の
員

１
を
代

と

め改に

」
分
に

よ
っ
す

決
こ

の
をまきでが

第

の
が

日

定
と

翌

日
で

か

の
き

ら

号

」



算

記
記
こ

。

別
別

起
す

平

し

第
第
の

成

て

２
４
決

号
号
定

年

様
様
に

に

第
）

海
め
平

海

１
号

北
定

北
海
情

中
の

道
る
成

北
道

条
一

情
。
報

年

道
報

本察警道海北

公

３

情
公

第
部

部

の
の
規

こ
こ
のこ

１
２

附

則
則
の

規
規
則

則

第記別

る
別
報

め

情
様

は
に
施

号
護

分
の
が
知
ら
り
。
記
保 審

の
取
開
っ
起
ま

第

し
。

号
査

取
消
示
た
算
す

る
た
る

２

様
会

消
し
さ
日

）
は

る
該
こ
異
日
者

す
当

ま
報
処
申
の
、

日
情
の
議

日

３

以

式
式
不

月

内

及
中
服
に

び

が

日

北

記
成
る
、

別
平
あ

木

海

第
」
場

曜

道

３
を
合

日

公

号
削
に

）

中

こ
委

式
、
、
安

様
り
は

会
の
員

を

に

平

決

開

月

報
開
公
条

条
次の

条 の

条
の

を
よ

例

日

開
例

」

施

例
施
う 改

行

の
行

第
に

に

施
に

す

に
す

」
す

関

行
関

条
正

北

す
北

改
。

る

関
る

に
る

海

る
海

め

第示告 号

平
る
の

、
よ
行

道

北
道

る

正
以

成
改
日

４
の
の

年
後
後

道

１
海
文

月
北
公

警

ら
報
開

か
情
の

日
道
書

察

第記別び及式

施
公
示

中式様号
」

し
の
れ
の
て

平

行
開
の

日
年

中
に

の
訴
ま
翌
１

式
改

訴
え
す で

ら
経

平
め

え
及
の
か
を

。

提
こ
、
起
過

成
る

を
び

了
し
る

を

起
れ
御
算
す

」

処

り

る
基
承
て
と

削

す
に

と
く
だ
月
分

、

こ
づ
く
６

行
い
内
取

北

が
執
さ
以
の

立
翌
北

き
停
。
で
消

海

で
道

に
開
に
て
日
海

で
が
分

さ
服
し
ら
公

異
示
不
を
か

と
算
委

申
れ
が
た
起
安

議

会

て
す
る
き
し
員

立
ま
あ

で
合
、
６
と

及
の
場
は
て

該
以
り

こ
、
に
当
月
な

び

す

に
了
、
異
内
ま

れ
御
は

く
の
申
、
。

基
承
こ
議
に

て

を

あ
し

」

が
対

成

定

づ

と
請

。

こ
査

る

た
審

削

っ 日
こ
た
る
っ
す
知
を
を
求

の
と

北

本

察

道
察

警

海
警

。

翌
が

程

規

北
本
規

部

察
部

本

警

の

道
規

程

海
部

部

察
の
成

一

警
程
平

を

本
一 改

海

正

長
を
北

改

部
部
年

正
道

する

本

。
の
に

る
例
求

す
条
請

部

行
い

施
つ

告

す
用

関
適

に
て

示

」成

員委安
。

公
る

る
す

止
た
あ
し

道

会

。る削を

て
訴

報

す
が
だ
っ
の

情

ま

開

、
さ
、
も
え

公

が
な
し

な
分
処
提

審

開
れ
処
、
を

又
す

会

を
か
又
分
起

査

示

を

施
た
決
は
る

」

実
っ
は

す
と
定
決
こ

は
あ
の
が

北

る
き
が
定
と

北
）

道

ま
、
っ
日
で

海

日

執
さ
分
て
海
を

く
だ
処
立

。
あ
対

告

行
い
が
に
道
被

停 が

た
る
訟
し

止

っ
す
訴
と

さ

と
定
お
、

な

こ
決
に
て

な

知
あ
て
幌

れ

を
が
い
札

っ

た
た
海
方

か

っ
っ
北
地

ま
か
き
日
で

た

日
こ
道
裁

ら

海

を
」

道

算
。

に
道

起
す
１

公

こ
は
公

す
警

決
て

の
、
安

し
のこ

程
部

を

規
本

程

刈
る
察

規

る

う

第

よ

治

示

の

告

次

勝

な

第

者
の
と
日
く

記
。
別

知
ら
り

６

）日
は
取
を
か

、は定規の則規

の
、
消

算
こ

。

分
に

る

起
す
１

２

あ
し
の

し

審

の

こ
が
対
こ

情

で
当
た
の
き

て

査

決

の

情
と
日
く

報

に
該
こ
翌
な

」

・開

分
報
を
か
な

公

処

の
と
日
く

記
。
別
る人個

５

）
は
取
を
か
な

第

日
者

と

と
を
判

の
、
消
知
ら
り

は

に
知
表
に

き

１
を
代
所

改に

、

よ
っ
す
処 審

こ
あ
し
こ

が
対

る

１

２

存
こ
委

査

の
っ
て
の

以

を
処
会

日

否
の
員

報

あ
し

に

ら
が
対

内

明
分
に

海

し
た
審

北

に
っ
て

、

か
を
求

公

い
と
請

道

な
こ
査

服不に定
委

定
知
を

安

決
っ
す

、はに合場るあが
員

算
す

様

北
し
っ
起
ま

号
こ

中

道
訴
日
し
。

式

海
の
た

安
を
翌
１

公
え
の
て

員
起
か
を

成

委
提
日
年

平

と
る
起
過

を

会
す
ら
経

」

り
と
し
る

り

な
こ
算
す

削

起らか日翌
ま
が
て
と

、

で
６
処

内以月６てし算
請

定

一
っ
て
処

に
す

こ
査
に

日

求

に

部
た
審
分

し

服

示
と
請
不

以

を

不

開

を
が

に

た

が

決
を
求
服

内 北
る

っ
す
あ
と

、
あ

定
知

き

日
こ
場
は

海
場

以
た
る
る

公

当

に

の
と
合

道

、

合

下
日
で
は

安

該

は

処
翌
が
に

査

こ

」
か
き
、

委

審

、

分

す

様

翌
北
し
っ
起
ま

号

員

訴
日
し
。

式

日
海
の
た
算

翌
１

ら
公
え
の
て

中

か
道
起
安
を 起

か
を

成

算
委
提
日
年

平

過

を

て
会
す
ら
経

」

し
員

月
な
こ
算
す

削

６
と
る
起

が
て
と

、

以
り
と
し
る

り

た
審
処

に
す
で
６
処

内
ま

と
請
に
求

開
こ
査
分
請

非
知
を
服
し

決
を
求
不
を

示

と

っ
す
が
た

定

は

下
日
こ
る
き

以
た
る
あ

、

の
と
場

該

分
日
で
に
当

処
翌
が
合

査

と
ら
ま
、
審

」
か
き
は

の
と

に

下
日
こ

会

以
た
る き

て

分
日
で

し

処
翌
が

対

い
起
す

査

と
ら
ま

審

」
か

）
て

を

。
し

求

う
算
。

請 す

に

る

号

こたっあが定決の

不
日
服
以

こ
たっ知をと

外

取

）
ま
以
の

。
き
月
分

日

た
あ
し

被
。
で
消

を
す
内

え

し
し
て
訴

と
だ
っ
の

告
分
処
提

、
処
、
を

て
、
も

る

地
は
又
す

幌
又
分
起

札
道海北、

方
裁
は裁
こ

海北ていおに訟訴

会

請

の

と
ら
ま
こ

道
裁
決

算
。
処

に

求

決

い
起
す
の

し

対

が

。
し

分

対

に

定

う

あ

て

す

あ

）
て

が

っ

に
以

た

査

裁

た

不
日

っ

審

る

求

が

と

が
内

こ

請

決

こ

服

知

る
、

を

を

あ

を

あ
に

と

海

っ

る

た

っ

場
北

知

す

っ

月
分

日

に
道

た

こ

こ

た

合

内
取

北
）
ま
以
の

、
。
き

あ
し

道
被
。
で
消

海
を
す

告
た

訟
し
し
て
訴

訴
と
だ
っ
の

お
、
処
、
を

に
て
、
も
え

て
幌
又
分
起

い
札
分
処
提

海
方
裁
は
る

北
地
は
又
す

請

い
起
す
こ

道
裁
決
裁
こ

分
に

。
し

処
求

う
算
。
の が

対

）
て
に

た
裁

服
以

っ
る

不
日

あ
す

る
、

と
が

あ
に

こ
決

が
内

っ
た

合
海

知
っ

場
北

を
あ

が
内

と

は
公

た
こ

に
道

第

で

あ
に

が

場
北

き

る
、

ま

合
海

号

を
」

が

判
が
決
と

らか日翌の

た
の
き

に
っ
日
で

所
あ
の

す表代を

」

分
こ
翌
な

処

の

は
公

日

と

と
め改にる

翌

、
安

が

を

員

に

き

っ

日

こ
委

１

で

知

を
」

ら
ま

処
会

よ
た

か

の

代
所
あ
の
が

を
判
が
決
と

す
処
た
の
き

表
に
っ
日
で

と
め改に

」

る
分
こ
翌
な

こ
委

を

、
安

日 よ
た

処
会

に
っ

の
員

１
知

分
に



毎

６

火週

備

金・

別
こ
に
づ
で

る

た
法
基
の 了

く

記
記
と
基
く
御

。
別

知
く
行
承

な

第
第
を
づ
執

り

８

査
止
だ

ま

号
号
っ
審
停
く

日
者
の
と
日

２

す

様
様
た

審

し
こ

）
は
取
を
か

対

る

っ
起

査

て
の

の
、
消
知
ら

請

たっあが
審
処

翌
北
し

る

こ

求

査
分

日
海
の
た
算

算

く

記
こ

。

。
別

起
す
１

て

り

７
通

の

し

な

第
の

こ

起らか日
ま

号
知

不

日
者
の
と

２

算
す

様
に

存

こ

）
は
取
を

る

平

の

の
、
消
知

審

成

処

翌
北
し
っ

査請
分

日
海
の
た

年

求

発日曜

考

行

求
な
い

。

式
式
日
請
が
さ

び

翌
を
さ
。

及
中
の か

る
な
を

別
平
日
す
れ
」

っ
り

第
」
ら
こ
か
削

記
成

号
び
算
が
た
、

９
及
起
と

様

し
で
と
ま
は

式
こ
て
き
き

中
の開
日
す
、

に

か
道
訴
日
し

平
示
以
が

し

求
不

ら
公
え
の
て

を

請

日
年

た

を
服

起
安
を
翌
１

員
起
か
を

と

す
が

算
委
提

る

て
会
す
ら
経

き

る
あ

し
、

と
場

６
と
る
起
過

は

こ

し
る

当

が
合

月
な
こ
算
す

ま
が
て
と

該

で
に

以
り
と

、

に
す
で
６
処

審

き
は

内
請

す
こ

、
。
き
月
分

査

ま
か日翌の日たっ知をと

求

。
の

北
）
ま
以
の

起ら

中
服

通

以

。

式
不

在

日

算

に
が

知

内 、

平
あ

を
合
海

」
場

下

北

成
る

以

道
、

」

安

り
は

分

公

削
に

処

てし

会
の

い

員
こ

と

委

、

分処とるす過経を年１

に

か
道
訴
日

の

に
通

う

３

不

ら
公
え
の

を

月

服

起
安
を
翌

した
が

算
委
提
日

日

き
あ

し
員
起
か

と
る

て
会
す
ら

木

場

６
と
る
起

は

曜

合

月
な
こ
算

、

日

に

以
り
と
し

当

）

す
で
６

審
は

内
ま
が
て

該

以

請
こ

、
。
き
月

査
、

に
求
の

北
）
ま

購

、
示

」
定
に
開

成
決
内
、

る
服
海
実

削
不
北
を

を
に る

安
る

あ
公
す

。
が
道
施 で

す

合
員
ま
関

場
委
日
に

こ
対
審
情

、
に
に
る

は
会

処

海
を
す
内
取

の
し
査
報

あ
し

対
分

道
被
。
で
消

に
が

告
た

て
訴

る
あ

訴
と
だ
っ
の

す
に
て
、
も
え

裁
っ

訟
し
し

提

が
こ

お
、
処
、
を

決
た

幌
又
分
起

あ
と

い
札
分
処

た
知

北
地
は
又
す

っ
を

て

決
裁
こ

こ
っ

海
方
裁
は
る

日

を
判
が
決
と

と
た

道
裁

てし 安公道海北、に内以日

対
知

。
委

代
所
あ
の
が

を

服

審
っ

不

て
あ

に

し
が

）

を

る

求
と

あ

請
こ

が

査
た

こ
た

に

る
っ

合

す
知

場

を

訴のし消取

の

、

と
日

は こ

が

とこるす起提をえ

。
で

に
処

海
を
す
内

が

翌

が

告
た
あ

対
分

道
被 し

し
て

る
あ

訴
と
だ
っ

す

、

決
た

に
て
、
も

裁
っ

訟

と

い
札
分
処

が
こ

お
、
処

地
は
又

っ
を

て
幌
又
分

あ

裁

こ
っ

海
方
裁
は

た
知

北

日

を
判
が
決

と
た

道
裁
決

北

代
所
あ
の

を

金料読 送

」

と料

を

額月は）も 円

及
示

示
行
求
開

開
て
請
が

服
こ
れ

」

定
不
び
さ

決
政

っ
査
に
す

あ
審
れ
ま

が

の
き

っ
１

表
に
っ
日
で

知 た
る
分
こ
翌
な

に

す
処
た

る
別

は

め

１
２

め改に

よ

の
の
こ

。
記

こ
こ
、

附

規
規
の

まに会員

第

ら
ま

分

か

処

き
日

の

で

す

者
の
取
開
っ
起

２

を

」

」

消
示
た
算

情なきで

る
日

報

審
こ

）
は
取

処
た
の

っ
１

表
に
っ
日

知
よ
た
る
分
こ
翌

に

す

海

め改に

道

あ
し
る

６

１

公

備

こ
っ
て
日

）

程
程
規

則

施

式

、
よ
の

様

は
に
程

号

正
の

び

成
改
行

及

平
る

別

北
後

第

４
の
以

記

年
後
日

月
情
文

様

日
道
公

号

１
海
の

さ
日
し

中

ら
報
書
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式

か

の
れ
の
て

査
の

の
、
消
し
の
訴
ま
翌
１

請
処

翌
北
し
道
訴
え
す
日
年

求
分

日
海
ら
公
え
及
の
か
を

を
に

か

服

起
安
を
び
で
ら
経

し
不

と
が

算
委
提
こ
、
起
過

た

る

き
あ

し
員
起
れ
御
算
す
て
と

は
る

て
会
す
に
了
し
く
６
処

、
場

６
と
る
基
承
く
だ
月
分

当
合

月
な
こ
づ

が
執
さ
以
の

該
に

以
り
と

すまれさ示開が
は

内
ま

い
内
取

審

承了御、での

の
た
行
ま

く
、

に
す
で
行

示
と
不
に

開
こ
政
で

報

査
請

定
知
審
査

決
を
服
審

っ

び

下
日
に
及

以
た
法
求

考

の
基 審

に

分
日
く
れ

処
翌
づ
こ

い
起
請
づ

と
ら
査
基

」
か

海
北
北
富

行
集
刷

発
編
印 リ

総
プ
道

士

施
公
の

例
の

成

す
条
示

平

行
開
開 に

削

施
求

を
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の
請

」

る

適
す
て

関
い

。

に
つ

る

行

で
消

査

道
る
海
す

北
用
る

た
あ
し

請
こ

、
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き
停
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だ
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の

求
の

北
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ま
止
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し
て
訴
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海
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す
告
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さ
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も
え
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分

道
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が
る
あ

訴
と
開
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処
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を

す

起

裁
っ

訟
し
示
な
分
処
提
又
す

決
た

に
て
を
か
又
分
裁
は
る

が
こ

お
、
実
っ
は

と
決
裁
こ

あ
と
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札
施
た
る
き
が
決
と

っ
を

て
幌
す
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が

。いさだ

た
知

北
地

算
求
く

こ
っ

海
方
日
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あ

停
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す
行
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し
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執

う

る

に
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な
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が
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止
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さ
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っ
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す
か
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北
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な
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道
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、
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会
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。

と
た
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裁
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で

」
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判
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き
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こ
翌

っ
１
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処
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と
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く
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ら
り
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処
分
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を
か
な

と
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た
る
分
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知
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委
示
き

、
安
開

第

の
員
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は

処
会
実
、

が
対
す
該

分
に
施
当

号


